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○ 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十八年厚生労働省告示第百二十七号）（抄）【平成二十七年四月一日施行】
（変更点は下線部）

改 正 前 改 正 後

別表 別表

指定介護予防サービス介護給付費単位数表 指定介護予防サービス介護給付費単位数表

１ 介護予防訪問介護費（１月につき） １ 介護予防訪問介護費（１月につき）

イ 介護予防訪問介護費(Ⅰ) 1,226単位 イ 介護予防訪問介護費(Ⅰ) 1,168単位

ロ 介護予防訪問介護費(Ⅱ) 2,452単位 ロ 介護予防訪問介護費(Ⅱ) 2,335単位

ハ 介護予防訪問介護費(Ⅲ) 3,889単位 ハ 介護予防訪問介護費(Ⅲ) 3,704単位

注１ 利用者に対して、指定介護予防訪問介護事業所（指定介護予 注１ 利用者に対して、指定介護予防訪問介護事業所（介護保険法

防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防 施行規則等の一部を改正する省令（平成27年厚生労働省令第４

サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す 号）附則第２条第３号及び第４条第３号の規定によりなおその

る基準（平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サ 効力を有するものとされた同令第５条の規定による改正前の指

ービス基準」という 第５条第１項に規定する指定介護予防訪 定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定

問介護事業所をいう。以下同じ の訪問介護員等（同項に規定 介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方

する訪問介護員等をいう。以下同じ が、指定介護予防訪問介 法に関する基準（平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定

護（指定介護予防サービス基準第４条に規定する指定介護予防 介護予防サービス基準」という 第５条第１項に規定する指定

訪問介護をいう。以下同じ を行った場合に、次に掲げる区分 介護予防訪問介護事業所をいう。以下同じ の訪問介護員等（同

に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。 項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ が、指定介護予

防訪問介護（旧指定介護予防サービス基準第４条に規定する指

定介護予防訪問介護をいう。以下同じ を行った場合に、次に

掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。

イ 介護予防訪問介護費(Ⅰ) 介護予防サービス計画（介護保険 イ 介護予防訪問介護費(Ⅰ) 介護予防サービス計画（介護保険

法（平成９年法律第123号。以下「法」という 第８条の２第 法（平成９年法律第123号。以下「法」という 第８条の２第

18項に規定する介護予防サービス計画をいい、介護保険法施 16項に規定する介護予防サービス計画をいい、介護保険法施

行規則（平成11年厚生省令第36号）第83条の９第１号ハ及び 行規則（平成11年厚生省令第36号）第83条の９第１号ハ及び

ニに規定する計画を含む。以下同じ において１週に１回程 ニに規定する計画を含む。以下同じ において１週に１回程

度の指定介護予防訪問介護が必要とされた者 度の指定介護予防訪問介護が必要とされた者

ロ 介護予防訪問介護費(Ⅱ) 介護予防サービス計画において１ ロ 介護予防訪問介護費(Ⅱ) 介護予防サービス計画において１

週に２回程度の指定介護予防訪問介護が必要とされた者 週に２回程度の指定介護予防訪問介護が必要とされた者

ハ 介護予防訪問介護費(Ⅲ) 介護予防サービス計画においてロ ハ 介護予防訪問介護費(Ⅲ) 介護予防サービス計画においてロ

に掲げる回数の程度を超える指定介護予防訪問介護が必要と に掲げる回数の程度を超える指定介護予防訪問介護が必要と
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された者（その要支援状態区分が要介護認定等に係る介護 された者（その要支援状態区分が要介護認定等に係る介護

認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令（平成11 認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令（平成11

年厚生省令第58号）第２条第１項第２号に掲げる区分である 年厚生省令第58号）第２条第１項第２号に掲げる区分である

者に限る 者に限る

２ 別に厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者（指定介護予 ２ 別に厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者（旧指定介護

防サービス基準第５条第２項に規定するサービス提供責任者を 予防サービス基準第５条第２項に規定するサービス提供責任者

いう。以下同じ を配置している指定介護予防訪問介護事業所 をいう。以下同じ を配置している指定介護予防訪問介護事業

において、指定介護予防訪問介護を行った場合は、所定単位数 所において、指定介護予防訪問介護を行った場合は、所定単位

の100分の90に相当する単位数を算定する。 数の100分の70に相当する単位数を算定する。

３ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護予防 ３ 指定介護予防訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内

訪問介護事業所において、当該指定介護予防訪問介護事業所と 若しくは隣接する敷地内の建物（老人福祉法（昭和38年法律第1

同一の建物（老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の４に 33号）第20条の４に規定する養護老人ホーム、同法第20条の６

規定する養護老人ホーム、同法第20条の６に規定する軽費老人 に規定する軽費老人ホーム若しくは同法第29条第１項に規定す

ホーム若しくは同法第29条第１項に規定する有料老人ホーム又 る有料老人ホーム又は高齢者の居住の安定確保に関する法律（平

は高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号） 成13年法律第26号）第５条第１項に規定するサービス付き高齢

第５条第１項に規定するサービス付き高齢者向け住宅であって 者向け住宅であって同項に規定する都道府県知事（地方自治法

同項に規定する都道府県知事（地方自治法（昭和22年法律第67 （昭和22年法律第67号）第252条の19第１項の指定都市（以下「指

号）第252条の19第１項の指定都市（以下「指定都市」という 定都市」という 及び同法第252条の22第１項の中核市（以下「中

及び同法第252条の22第１項の中核市（以下「中核市」という 核市」という にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下

にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ の登録を 同じ の登録を受けたものに限る。以下この注並びに介護予防

受けたもの若しくは高齢者の居住の安定確保に関する法律施行 訪問入浴介護費の注４、介護予防訪問看護費の注２及び介護予

規則等の一部を改正する省令（平成23年国土交通省令第64号） 防訪問リハビリテーション費の注２において同じ 若しくは指

の施行の際現に同令第１条の規定による改正前の高齢者の居住 定介護予防訪問介護事業所と同一建物に居住する利用者又は指

の安定確保に関する法律施行規則（平成13年国土交通省令第115 定介護予防訪問介護事業所における１月当たりの利用者が同一

号）第３条第５号に規定する高齢者専用賃貸住宅である賃貸住 の建物に20人以上居住する建物の利用者に対し、指定介護予防

宅に限る。介護予防訪問入浴介護費の注４、介護予防訪問看護 訪問介護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単

費の注２及び介護予防訪問リハビリテーション費の注２におい 位数を算定する。

て同じ に居住する利用者に対し、指定介護予防訪問介護を行

った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定す

る。

４ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防訪問 ４ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防訪問

介護事業所（その一部として使用される事務所が当該地域に所 介護事業所（その一部として使用される事務所が当該地域に所

在しない場合は、当該事務所を除く 又はその一部として使用 在しない場合は、当該事務所を除く 又はその一部として使用

される事務所の訪問介護員等が指定介護予防訪問介護を行った される事務所の訪問介護員等が指定介護予防訪問介護を行った

場合は、特別地域介護予防訪問介護加算として、１月につき所 場合は、特別地域介護予防訪問介護加算として、１月につき所
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定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算す 定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算す

る。 る。

５ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労 ５ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労

働大臣が定める施設基準に適合する指定介護予防訪問介護事業 働大臣が定める施設基準に適合する指定介護予防訪問介護事業

所（その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない 所（その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない

場合は、当該事務所を除く 又はその一部として使用される事 場合は、当該事務所を除く 又はその一部として使用される事

務所の訪問介護員等が指定介護予防訪問介護を行った場合は、 務所の訪問介護員等が指定介護予防訪問介護を行った場合は、

１月につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位 １月につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位

数に加算する。 数に加算する。

６ 指定介護予防訪問介護事業所の訪問介護員等が、別に厚生労 ６ 指定介護予防訪問介護事業所の訪問介護員等が、別に厚生労

働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事 働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事

業の実施地域（指定介護予防サービス基準第26条第５号に規定 業の実施地域（旧指定介護予防サービス基準第26条第５号に規

する通常の事業の実施地域をいう を越えて、指定介護予防訪 定する通常の事業の実施地域をいう を越えて、指定介護予防

問介護を行った場合は、１月につき所定単位数の100分の５に相 訪問介護を行った場合は、１月につき所定単位数の100分の５に

当する単位数を所定単位数に加算する。 相当する単位数を所定単位数に加算する。

７ 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規 ７ 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規

模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介 模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介

護を受けている間は、介護予防訪問介護費は、算定しない。 護を受けている間は、介護予防訪問介護費は、算定しない。

８ 利用者が一の指定介護予防訪問介護事業所において指定介護 ８ 利用者が一の指定介護予防訪問介護事業所において指定介護

予防訪問介護を受けている間は、当該指定介護予防訪問介護事 予防訪問介護を受けている間は、当該指定介護予防訪問介護事

業所以外の指定介護予防訪問介護事業所が指定介護予防訪問介 業所以外の指定介護予防訪問介護事業所が指定介護予防訪問介

護を行った場合に、介護予防訪問介護費は、算定しない。 護を行った場合に、介護予防訪問介護費は、算定しない。

ニ 初回加算 200単位 ニ 初回加算 200単位

注 指定介護予防訪問介護事業所において、新規に介護予防訪問介 注 指定介護予防訪問介護事業所において、新規に介護予防訪問介

護計画（指定介護予防サービス基準第39条第２号に規定する介護 護計画（旧指定介護予防サービス基準第39条第２号に規定する介

予防訪問介護計画をいう。以下同じ を作成した利用者に対して、 護予防訪問介護計画をいう。以下同じ を作成した利用者に対し

サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定介護予防訪問介護 て、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定介護予防訪問

を行った日の属する月に指定介護予防訪問介護を行った場合又は 介護を行った日の属する月に指定介護予防訪問介護を行った場合

当該指定介護予防訪問介護事業所のその他の訪問介護員等が初回 又は当該指定介護予防訪問介護事業所のその他の訪問介護員等が

若しくは初回の指定介護予防訪問介護を行った日の属する月に指 初回若しくは初回の指定介護予防訪問介護を行った日の属する月

定介護予防訪問介護を行った際にサービス提供責任者が同行した に指定介護予防訪問介護を行った際にサービス提供責任者が同行

場合は、１月につき所定単位数を加算する。 した場合は、１月につき所定単位数を加算する。

ホ 生活機能向上連携加算 100単位 ホ 生活機能向上連携加算 100単位

注 利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所 注 利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所

（指定介護予防サービス基準第79条第１項に規定する指定介護予 （指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指



- 4 -

防訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ の理学療法 定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方

士、作業療法士又は言語聴覚士（以下この号において「理学療法 法に関する基準（平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護

士等」という が、指定介護予防訪問リハビリテーション（指定 予防サービス基準」という。）第79条第１項に規定する指定介護

介護予防サービス基準第78条に規定する指定介護予防訪問リハビ 予防訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ の理学療

リテーションをいう を行った際にサービス提供責任者が同行し、 法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定介護予防訪問リハビリ

当該理学療法士等と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、 テーション（指定介護予防サービス基準第78条に規定する指定介

かつ、生活機能の向上を目的とした介護予防訪問介護計画を作成 護予防訪問リハビリテーションをいう を行った際にサービス提

した場合であって、当該理学療法士等と連携し、当該介護予防訪 供責任者が同行し、当該理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

問介護計画に基づく指定介護予防訪問介護を行ったときは、初回 と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能

の当該指定介護予防訪問介護が行われた日の属する月以降３月の の向上を目的とした介護予防訪問介護計画を作成した場合であっ

間、１月につき所定単位数を加算する。 て、当該理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該

介護予防訪問介護計画に基づく指定介護予防訪問介護を行ったと

きは、初回の当該指定介護予防訪問介護が行われた日の属する月

以降３月の間、１月につき所定単位数を加算する。

ヘ 介護職員処遇改善加算 ヘ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金

の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定 の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定

介護予防訪問介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問介 介護予防訪問介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問介

護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成27年３月31 護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30年３月31

日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、 日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に 次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に

掲げるその他の加算は算定しない。 掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した単位

数の1000分の86に相当する単位数

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した単位 ⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定した単位

数の1000分の40に相当する単位数 数の1000分の48に相当する単位数

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴により算定した単位数の100分の ⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑵により算定した単位数の100分の

90に相当する単位数 90に相当する単位数

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴により算定した単位数の100分の ⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑵により算定した単位数の100分の

80に相当する単位数 80に相当する単位数

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

介護予防訪問介護費における介護職員処遇改善加算の基準

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合す

ること。
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⑴ 介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善（以下「賃金改

善」という。）に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算

の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計

画に基づき適切な措置を講じていること。

⑵ 指定介護予防訪問介護事業所において、⑴の賃金改善に関す

る計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職

員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作

成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事（地方自治法（昭

和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指

定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第二百五十二条

の二十二第一項の中核市（以下「中核市」という。）にあって

は、指定都市又は中核市の市長。第三十五号及び第六十五号を

除き、以下同じ。）に届け出ていること。

⑶ 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施す

ること。

⑷ 当該指定介護予防訪問介護事業所において、事業年度ごとに

介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告するこ

と。

⑸ 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法（昭和

二十二年法律第四十九号）、労働者災害補償保険法（昭和二十

二年法律第五十号）、最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十

七号）、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）、雇用

保険法（昭和四十九年法律第百十六号）その他の労働に関する

法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。

⑹ 当該指定介護予防訪問介護事業所において、労働保険料（労

働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八

十四号）第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。）

の納付が適正に行われていること。

⑺ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

㈠ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介

護職員の賃金に関するものを含む。）を定めていること。

㈡ ㈠の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に

周知していること。

㈢ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該

計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
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㈣ ㈢について、全ての介護職員に周知していること。

⑻ 平成二十七年四月から⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職

員に周知していること。

ロ 経営状況等を理由に事業の継続が著しく困難となった場合であ

って、介護職員の賃金水準（本加算による賃金改善分を除く。）

を見直した上で賃金改善を行う場合には、その内容について都道

府県知事に届け出ること。

ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合す

ること。

⑴ イ⑴から⑹までに掲げる基準に適合すること。

⑵ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

㈠ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件

（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めているこ

と。

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員

に周知していること。

㈡ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当

該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保しているこ

と。

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

⑶ 平成二十年十月からイ⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職

員に周知していること。

ニ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合し、かつハ⑵又は⑶に掲げる基準のいずれかに適合す

ること。

ホ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合すること。

２ 介護予防訪問入浴介護費 ２ 介護予防訪問入浴介護費
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イ 介護予防訪問入浴介護費 860単位 イ 介護予防訪問入浴介護費 834単位

注１ 利用者に対して、指定介護予防訪問入浴介護事業所（指定介 注１ 利用者に対して、指定介護予防訪問入浴介護事業所（指定介

護予防サービス基準第47条第１項に規定する指定介護予防訪問 護予防サービス基準第47条第１項に規定する指定介護予防訪問

入浴介護事業所をいう。以下同じ の看護職員（看護師又は准 入浴介護事業所をいう。以下同じ の看護職員（看護師又は准

看護師をいう。以下同じ １人及び介護職員１人が、指定介護 看護師をいう。以下同じ １人及び介護職員１人が、指定介護

予防訪問入浴介護（指定介護予防サービス基準第46条に規定す 予防訪問入浴介護（指定介護予防サービス基準第46条に規定す

る指定介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ を行った場合 る指定介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ を行った場合

に算定する。 に算定する。

２ 利用者に対して、入浴により当該利用者の身体の状況等に支 ２ 利用者に対して、入浴により当該利用者の身体の状況等に支

障を生ずるおそれがないと認められる場合に、その主治の医師 障を生ずるおそれがないと認められる場合に、その主治の医師

の意見を確認した上で、指定介護予防訪問入浴介護事業所の介 の意見を確認した上で、指定介護予防訪問入浴介護事業所の介

護職員２人が指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、所定 護職員２人が指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、所定

単位数の100分の95に相当する単位数を算定する。 単位数の100分の95に相当する単位数を算定する。

３ 訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合で ３ 訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合で

あって、当該利用者の希望により清しき又は部分浴（洗髪、陰 あって、当該利用者の希望により清しき又は部分浴（洗髪、陰

部、足部等の洗浄をいう を実施したときは、所定単位数の100 部、足部等の洗浄をいう を実施したときは、所定単位数の100

分の70に相当する単位数を算定する。 分の70に相当する単位数を算定する。

４ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護予防 ４ 指定介護予防訪問入浴介護事業所の所在する建物と同一の敷

訪問入浴介護事業所において、当該指定介護予防訪問入浴介護 地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定介護予防訪問

事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対し、 入浴介護事業所と同一建物に居住する利用者又は当該指定介護

指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、所定単位数の100分 予防訪問入浴介護事業所における１月当たりの利用者が同一の

の90に相当する単位数を算定する。 建物に20人以上居住する建物の利用者に対し、指定介護予防訪

問入浴介護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する

単位数を算定する。

５ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防訪問 ５ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防訪問

入浴介護事業所の介護予防訪問入浴介護従業者（指定介護予防 入浴介護事業所の介護予防訪問入浴介護従業者（指定介護予防

サービス基準第47条第１項に規定する介護予防訪問入浴介護従 サービス基準第47条第１項に規定する介護予防訪問入浴介護従

業者をいう。以下同じ が指定介護予防訪問入浴介護を行った 業者をいう。以下同じ が指定介護予防訪問入浴介護を行った

場合は、特別地域介護予防訪問入浴介護加算として、１回につ 場合は、特別地域介護予防訪問入浴介護加算として、１回につ

き所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算 き所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算

する。 する。

６ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労 ６ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労

働大臣が定める施設基準に適合する指定介護予防訪問入浴介護 働大臣が定める施設基準に適合する指定介護予防訪問入浴介護

事業所の介護予防訪問入浴介護従業者が指定介護予防訪問入浴 事業所の介護予防訪問入浴介護従業者が指定介護予防訪問入浴

介護を行った場合は、１回につき所定単位数の100分の10に相当 介護を行った場合は、１回につき所定単位数の100分の10に相当
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する単位数を所定単位数に加算する。 する単位数を所定単位数に加算する。

７ 指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護予防訪問入浴介護従 ７ 指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護予防訪問入浴介護従

業者が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者 業者が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者

に対して、通常の事業の実施地域（指定介護予防サービス基準 に対して、通常の事業の実施地域（指定介護予防サービス基準

第53条第５号に規定する通常の事業の実施地域をいう を越え 第53条第５号に規定する通常の事業の実施地域をいう を越え

て、指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、１回につき所 て、指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、１回につき所

定単位数の100分の５に相当する単位数を所定単位数に加算す 定単位数の100分の５に相当する単位数を所定単位数に加算す

る。 る。

８ 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養 ８ 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養

介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小 介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小

規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活 規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活

介護を受けている間は、介護予防訪問入浴介護費は、算定しな 介護を受けている間は、介護予防訪問入浴介護費は、算定しな

い。 い。

ロ サービス提供体制強化加算 24単位 ロ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道

府県知事に届け出た指定介護予防訪問入浴介護事業所が、利用者 府県知事に届け出た指定介護予防訪問入浴介護事業所が、利用者

に対し、指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、１回につき に対し、指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、１回につき

所定単位数を加算する。 所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算

定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな

い。

⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 36単位

⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 24単位

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

介護予防訪問入浴介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準

イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれにも

適合すること。

⑴ 指定介護予防訪問入浴介護事業所の全ての介護予防訪問入浴

介護従業者に対し、介護予防訪問入浴介護従業者ごとに研修計

画を作成し、当該計画に従い、研修（外部における研修を含む

を実施又は実施を予定していること。

⑵ 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意

事項の伝達又は当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における

介護予防訪問入浴介護従業者の技術指導を目的とした会議を定

期的に開催すること。
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⑶ 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の全ての介護予防訪問

入浴介護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。

⑷ 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護職員の総数のう

ち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上又は介護福祉士、

実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割

合が百分の六十以上であること。

ロ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも

適合すること。

⑴ イ⑴から⑶までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

⑵ 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護職員の総数のう

ち、介護福祉士の占める割合が百分の三十以上又は介護福祉士、

実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割

合が百分の五十以上であること。

ハ 介護職員処遇改善加算 ハ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金

の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定 の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定

介護予防訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪 介護予防訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪

問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成27 問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30

年３月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 年３月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において

は、次に掲げるその他の加算は算定しない。 は、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イ及びロにより算定した単位数の1

000分の34に相当する単位数

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イ及びロにより算定した単位数の1 ⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イ及びロにより算定した単位数の1

000分の18に相当する単位数 000分の19に相当する単位数

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴により算定した単位数の100分の ⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑵により算定した単位数の100分の

90に相当する単位数 90に相当する単位数

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴により算定した単位数の100分の ⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑵により算定した単位数の100分の

80に相当する単位数 80に相当する単位数

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

介護予防訪問入浴介護費における介護職員処遇改善加算の基準

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合す

ること。



- 10 -

⑴ 介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善（以下「賃金改

善」という。）に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算

の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計

画に基づき適切な措置を講じていること。

⑵ 指定介護予防訪問入浴介護事業所において、⑴の賃金改善に

関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介

護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書

を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事（地方自治

法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一

項の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第二百五

十二条の二十二第一項の中核市（以下「中核市」という。）に

あっては、指定都市又は中核市の市長。第三十五号及び第六十

五号を除き、以下同じ。）に届け出ていること。

⑶ 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施す

ること。

⑷ 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において、事業年度ご

とに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告す

ること。

⑸ 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法（昭和

二十二年法律第四十九号）、労働者災害補償保険法（昭和二十

二年法律第五十号）、最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十

七号）、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）、雇用

保険法（昭和四十九年法律第百十六号）その他の労働に関する

法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。

⑹ 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において、労働保険料

（労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律

第八十四号）第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下

同じ。）の納付が適正に行われていること。

⑺ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

㈠ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介

護職員の賃金に関するものを含む。）を定めていること。

㈡ ㈠の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に

周知していること。

㈢ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該
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計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

㈣ ㈢について、全ての介護職員に周知していること。

⑻ 平成二十七年四月から⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職

員に周知していること。

ロ 経営状況等を理由に事業の継続が著しく困難となった場合であ

って、介護職員の賃金水準（本加算による賃金改善分を除く。）

を見直した上で賃金改善を行う場合には、その内容について都道

府県知事に届け出ること。

ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合す

ること。

⑴ イ⑴から⑹までに掲げる基準に適合すること。

⑵ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

㈠ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件

（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めているこ

と。

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員

に周知していること。

㈡ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当

該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保しているこ

と。

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

⑶ 平成二十年十月からイ⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職

員に周知していること。

ニ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合し、かつハ⑵又は⑶に掲げる基準のいずれかに適合す

ること。

ホ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合すること。
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３ 介護予防訪問看護費 ３ 介護予防訪問看護費

イ 指定介護予防訪問看護ステーションの場合 イ 指定介護予防訪問看護ステーションの場合

⑴ 所要時間20分未満の場合 318単位 ⑴ 所要時間20分未満の場合 310単位

⑵ 所要時間30分未満の場合 474単位 ⑵ 所要時間30分未満の場合 463単位

⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合 834単位 ⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合 814単位

⑷ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合 1,144単位 ⑷ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合 1,117単位

⑸ 理学療法士等による訪問の場合（１回につき） 318単位 ⑸ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合（１

回につき） 302単位

ロ 病院又は診療所の場合 ロ 病院又は診療所の場合

⑴ 所要時間20分未満の場合 256単位 ⑴ 所要時間20分未満の場合 262単位

⑵ 所要時間30分未満の場合 383単位 ⑵ 所要時間30分未満の場合 392単位

⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合 553単位 ⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合 567単位

⑷ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合 815単位 ⑷ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合 835単位

注１ 通院が困難な利用者（末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大 注１ 通院が困難な利用者（末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大

臣が定める疾病等の患者を除く に対して、その主治の医師の 臣が定める疾病等の患者を除く に対して、その主治の医師の

指示（指定介護予防訪問看護ステーション（指定介護予防サー 指示（指定介護予防訪問看護ステーション（指定介護予防サー

ビス基準第63条第１項第１号に規定する指定介護予防訪問看護 ビス基準第63条第１項第１号に規定する指定介護予防訪問看護

ステーションをいう。以下同じ にあっては、主治の医師が交 ステーションをいう。以下同じ にあっては、主治の医師が交

付した文書による指示）及び介護予防訪問看護計画書（指定介 付した文書による指示）及び介護予防訪問看護計画書（指定介

護予防サービス基準第76条第２号に規定する介護予防訪問看護 護予防サービス基準第76条第２号に規定する介護予防訪問看護

計画書をいう。以下同じ に基づき、指定介護予防訪問看護事 計画書をいう。以下同じ に基づき、指定介護予防訪問看護事

業所（指定介護予防サービス基準第63条第１項に規定する指定 業所（指定介護予防サービス基準第63条第１項に規定する指定

介護予防訪問看護事業所をいう。以下同じ の保健師、看護師、 介護予防訪問看護事業所をいう。以下同じ の保健師、看護師、

准看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士（以 准看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士（以

下「看護師等」という が、指定介護予防訪問看護（指定介護 下「看護師等」という が、指定介護予防訪問看護（指定介護

予防サービス基準第62条に規定する指定介護予防訪問看護をい 予防サービス基準第62条に規定する指定介護予防訪問看護をい

う。以下同じ を行った場合に、現に要した時間ではなく、介 う。以下同じ を行った場合に、現に要した時間ではなく、介

護予防訪問看護計画書に位置付けられた内容の指定介護予防訪 護予防訪問看護計画書に位置付けられた内容の指定介護予防訪

問看護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。 問看護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

ただし、イ⑴又はロ⑴の単位数については、指定介護予防訪問 ただし、イ⑴又はロ⑴の単位数については、指定介護予防訪問

看護を24時間行うことができる体制を整えている指定介護予防 看護を24時間行うことができる体制を整えている指定介護予防

訪問看護事業所であって、介護予防サービス計画又は介護予防 訪問看護事業所であって、介護予防サービス計画又は介護予防

訪問看護計画書の中に20分以上の指定介護予防訪問看護が週１ 訪問看護計画書の中に20分以上の指定介護予防訪問看護が週１

回以上含まれている場合に算定し、准看護師が指定介護予防訪 回以上含まれている場合に算定し、准看護師が指定介護予防訪

問看護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位 問看護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位
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数を算定する。なお、イ⑸について理学療法士、作業療法士又 数を算定する。なお、イ⑸について理学療法士、作業療法士又

は言語聴覚士（以下この号において「理学療法士等」という は言語聴覚士が１日に２回を超えて指定介護予防訪問看護を行

が１日に２回を超えて指定介護予防訪問看護を行った場合、１ った場合、１回につき100分の90に相当する単位数を算定する。

回につき100分の90に相当する単位数を算定する。

２ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護予防 ２ 指定介護予防訪問看護事業所の所在する建物と同一の敷地内

訪問看護事業所において、当該指定介護予防訪問看護事業所の 若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定介護予防訪問看護

所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対し、指定介護 事業所と同一建物に居住する利用者又は当該指定介護予防訪問

予防訪問看護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当す 看護事業所における１月当たりの利用者が同一の建物に20人以

る単位数を算定する。 上居住する建物の利用者に対し、指定介護予防訪問看護を行っ

た場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

３ 夜間（午後６時から午後10時までの時間をいう 又は早朝（午 ３ 夜間（午後６時から午後10時までの時間をいう 又は早朝（午

前６時から午前８時までの時間をいう に指定介護予防訪問看 前６時から午前８時までの時間をいう に指定介護予防訪問看

護を行った場合は、１回につき所定単位数の100分の25に相当す 護を行った場合は、１回につき所定単位数の100分の25に相当す

る単位数を所定単位数に加算し、深夜（午後10時から午前６時 る単位数を所定単位数に加算し、深夜（午後10時から午前６時

までの時間をいう に指定介護予防訪問看護を行った場合は、 までの時間をいう に指定介護予防訪問看護を行った場合は、

１回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位 １回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位

数に加算する。 数に加算する。

４ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合であって、同時 ４ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合であって、同時

に複数の看護師等が１人の利用者に対して指定介護予防訪問看 に複数の看護師等が１人の利用者に対して指定介護予防訪問看

護を行ったときは、次に掲げる区分に応じ、１回につきそれぞ 護を行ったときは、次に掲げる区分に応じ、１回につきそれぞ

れの単位数を所定単位数に加算する。 れの単位数を所定単位数に加算する。

イ 所要時間30分未満の場合 254単位 イ 所要時間30分未満の場合 254単位

ロ 所要時間30分以上の場合 402単位 ロ 所要時間30分以上の場合 402単位

５ イ⑷及びロ⑷について、指定介護予防訪問看護に関し、特別 ５ イ⑷及びロ⑷について、指定介護予防訪問看護に関し、特別

な管理を必要とする利用者（別に厚生労働大臣が定める状態に な管理を必要とする利用者（別に厚生労働大臣が定める状態に

あるものに限る。以下同じ に対して、所要時間１時間以上１ あるものに限る。以下同じ に対して、所要時間１時間以上１

時間30分未満の指定介護予防訪問看護を行った後に引き続き指 時間30分未満の指定介護予防訪問看護を行った後に引き続き指

定介護予防訪問看護を行う場合であって、当該指定介護予防訪 定介護予防訪問看護を行う場合であって、当該指定介護予防訪

問看護の所要時間を通算した時間が１時間30分以上となるとき 問看護の所要時間を通算した時間が１時間30分以上となるとき

は、１回につき300単位を所定単位数に加算する。 は、１回につき300単位を所定単位数に加算する。

６ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防訪問 ６ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防訪問

看護事業所（その一部として使用される事務所が当該地域に所 看護事業所（その一部として使用される事務所が当該地域に所

在しない場合は、当該事務所を除く 又はその一部として使用 在しない場合は、当該事務所を除く 又はその一部として使用

される事務所の看護師等が指定介護予防訪問看護を行った場合 される事務所の看護師等が指定介護予防訪問看護を行った場合

は、特別地域介護予防訪問看護加算として、１回につき所定単 は、特別地域介護予防訪問看護加算として、１回につき所定単
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位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。 位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

７ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労 ７ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労

働大臣が定める施設基準に適合する指定介護予防訪問看護事業 働大臣が定める施設基準に適合する指定介護予防訪問看護事業

所（その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない 所（その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない

場合は、当該事務所を除く 又はその一部として使用される事 場合は、当該事務所を除く 又はその一部として使用される事

務所の看護師等が指定介護予防訪問看護を行った場合は、１回 務所の看護師等が指定介護予防訪問看護を行った場合は、１回

につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に

加算する。 加算する。

８ 指定介護予防訪問看護事業所の看護師等が、別に厚生労働大 ８ 指定介護予防訪問看護事業所の看護師等が、別に厚生労働大

臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の 臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の

実施地域（指定介護予防サービス基準第72条第５号に規定する 実施地域（指定介護予防サービス基準第72条第５号に規定する

通常の事業の実施地域をいう を越えて、指定介護予防訪問看 通常の事業の実施地域をいう を越えて、指定介護予防訪問看

護を行った場合は、１回につき所定単位数の100分の５に相当す 護を行った場合は、１回につき所定単位数の100分の５に相当す

る単位数を所定単位数に加算する。 る単位数を所定単位数に加算する。

９ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都 ９ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た指定介護予防訪問看護ステーションが、 道府県知事に届け出た指定介護予防訪問看護ステーションが、

利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準 利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準

により24時間連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問す により24時間連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問す

ることとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合は、 ることとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合は、

緊急時介護予防訪問看護加算として１月につき540単位を所定単 緊急時介護予防訪問看護加算として１月につき540単位を所定単

位数に加算し、指定介護予防訪問看護を担当する医療機関（指 位数に加算し、指定介護予防訪問看護を担当する医療機関（指

定介護予防サービス基準第63条第１項第２号に規定する指定介 定介護予防サービス基準第63条第１項第２号に規定する指定介

護予防訪問看護を担当する医療機関をいう が、利用者の同意 護予防訪問看護を担当する医療機関をいう が、利用者の同意

を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必 を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必

要に応じて行う場合は、緊急時介護予防訪問看護加算として１ 要に応じて行う場合は、緊急時介護予防訪問看護加算として１

月につき290単位を所定単位数に加算する。 月につき290単位を所定単位数に加算する。

10 指定介護予防訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者 10 指定介護予防訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者

に対して、指定介護予防訪問看護事業所が、指定介護予防訪問 に対して、指定介護予防訪問看護事業所が、指定介護予防訪問

看護の実施に関する計画的な管理を行った場合は、厚生労働大 看護の実施に関する計画的な管理を行った場合は、厚生労働大

臣が定める区分に応じて、１月につき次に掲げる所定単位数を 臣が定める区分に応じて、１月につき次に掲げる所定単位数を

特別管理加算として加算する。ただし、次に掲げるいずれかの 特別管理加算として加算する。ただし、次に掲げるいずれかの

加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算 加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算

は算定しない。 は算定しない。

⑴ 特別管理加算(Ⅰ) 500単位 ⑴ 特別管理加算(Ⅰ) 500単位

⑵ 特別管理加算(Ⅱ) 250単位 ⑵ 特別管理加算(Ⅱ) 250単位
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11 指定介護予防訪問看護を利用しようとする者の主治の医師（ 11 指定介護予防訪問看護を利用しようとする者の主治の医師（

介護老人保健施設の医師を除く が、当該者が急性増悪等によ 介護老人保健施設の医師を除く が、当該者が急性増悪等によ

り一時的に頻回の指定介護予防訪問看護を行う必要がある旨の り一時的に頻回の指定介護予防訪問看護を行う必要がある旨の

特別の指示を行った場合は、その指示の日から14日間に限って、 特別の指示を行った場合は、その指示の日から14日間に限って、

介護予防訪問看護費は、算定しない。 介護予防訪問看護費は、算定しない。

12 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養 12 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養

介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認 介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認

知症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防訪問看護 知症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防訪問看護

費は、算定しない。 費は、算定しない。

ハ 初回加算 300単位 ハ 初回加算 300単位

注 指定介護予防訪問看護事業所において、新規に介護予防訪問看 注 指定介護予防訪問看護事業所において、新規に介護予防訪問看

護計画書を作成した利用者に対して、初回若しくは初回の指定介 護計画書を作成した利用者に対して、初回若しくは初回の指定介

護予防訪問看護を行った日の属する月に指定介護予防訪問看護を 護予防訪問看護を行った日の属する月に指定介護予防訪問看護を

行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。 行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。

ニ 退院時共同指導加算 600単位 ニ 退院時共同指導加算 600単位

注 病院、診療所又は介護老人保健施設に入院中又は入所中の者が 注 病院、診療所又は介護老人保健施設に入院中又は入所中の者が

退院又は退所するに当たり、指定介護予防訪問看護ステーション 退院又は退所するに当たり、指定介護予防訪問看護ステーション

の看護師等（准看護師を除く が、退院時共同指導（当該者又は の看護師等（准看護師を除く が、退院時共同指導（当該者又は

その看護に当たっている者に対して、病院、診療所又は介護老人 その看護に当たっている者に対して、病院、診療所又は介護老人

保健施設の主治の医師その他の職員と共同し、在宅での療養上必 保健施設の主治の医師その他の職員と共同し、在宅での療養上必

要な指導を行い、その内容を文書により提供することをいう を 要な指導を行い、その内容を文書により提供することをいう を

行った後に、当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の指 行った後に、当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の指

定介護予防訪問看護を行った場合に、退院時共同指導加算として、 定介護予防訪問看護を行った場合に、退院時共同指導加算として、

当該退院又は退所につき１回（特別な管理を必要とする利用者に 当該退院又は退所につき１回（特別な管理を必要とする利用者に

ついては、２回）に限り、所定単位数を加算する。ただし、ハの ついては、２回）に限り、所定単位数を加算する。ただし、ハの

初回加算を算定する場合は、退院時共同指導加算は算定しない。 初回加算を算定する場合は、退院時共同指導加算は算定しない。

（新設） ホ 看護体制強化加算 300単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道

府県知事に届け出た指定介護予防訪問看護事業所が、医療ニーズ

の高い利用者への指定介護予防訪問看護の提供体制を強化した場

合は、１月につき所定単位数を加算する。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

介護予防訪問看護費における看護体制強化加算の基準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。



- 16 -

イ 算定日が属する月の前三月において、指定介護予防訪問看護事

業所における利用者の総数のうち、緊急時介護予防訪問看護加算

（介護予防訪問看護費の注９に係る加算をいう を算定した利用

者の占める割合が百分の五十以上であること。

ロ 算定日が属する月の前三月において、指定介護予防訪問看護事

業所における利用者の総数のうち、特別管理加算（介護予防訪問

看護費の注10に係る加算をいう を算定した利用者の占める割合

が百分の三十以上であること。

ホ サービス提供体制強化加算 ６単位 ヘ サービス提供体制強化加算 ６単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道

府県知事に届け出た指定介護予防訪問看護事業所が、利用者に対 府県知事に届け出た指定介護予防訪問看護事業所が、利用者に対

し、指定介護予防訪問看護を行った場合は、１回につき所定単位 し、指定介護予防訪問看護を行った場合は、１回につき所定単位

数を加算する。 数を加算する。

４ 介護予防訪問リハビリテーション費 ４ 介護予防訪問リハビリテーション費

イ 介護予防訪問リハビリテーション費（１回につき） 307単位 イ 介護予防訪問リハビリテーション費（１回につき） 302単位

注１ 通院が困難な利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテ 注１ 通院が困難な利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテ

ーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以 ーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、

下この号において「理学療法士等」という が、計画的な医学 計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、指定介

的管理を行っている医師の指示に基づき、指定介護予防訪問リ 護予防訪問リハビリテーションを行った場合に算定する。

ハビリテーションを行った場合に算定する。

２ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護予防 ２ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の所在する建物

訪問リハビリテーション事業所において、当該指定介護予防訪 と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定介

問リハビリテーション事業所の所在する建物と同一建物に居住 護予防訪問リハビリテーション事業所と同一建物に居住する利

する利用者に対し、指定介護予防訪問リハビリテーションを行 用者又は当該指定介護予防訪問リハビリテーション事業所にお

った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定す ける１月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物

る。 の利用者に対し、指定介護予防訪問リハビリテーションを行っ

た場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

３ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等 ３ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、

が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対 作業療法士又は言語聴覚士が、別に厚生労働大臣が定める地域

して、通常の事業の実施地域（指定介護予防サービス基準第82 に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域（指定

条第５号に規定する通常の事業の実施地域をいう を越えて、 介護予防サービス基準第82条第５号に規定する通常の事業の実

指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場合は、１回に 施地域をいう を越えて、指定介護予防訪問リハビリテーショ

つき所定単位数の100分の５に相当する単位数を所定単位数に加 ンを行った場合は、１回につき所定単位数の100分の５に相当す

算する。 る単位数を所定単位数に加算する。
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４ 利用者に対して、当該利用者がリハビリテーションを必要と ４ 利用者に対して、当該利用者がリハビリテーションを必要と

する状態の原因となった疾患等の治療等のために入院又は入所 する状態の原因となった疾患等の治療等のために入院又は入所

した病院若しくは診療所又は介護保険施設から退院又は退所し した病院若しくは診療所又は介護保険施設から退院又は退所し

た日又は法第19条第２項に規定する要支援認定（以下「要支援 た日又は法第19条第２項に規定する要支援認定（以下「要支援

認定」という の効力が生じた日（当該利用者が新たに要支援 認定」という の効力が生じた日（当該利用者が新たに要支援

認定を受けた者である場合に限る から起算して３月以内の期 認定を受けた者である場合に限る から起算して３月以内の期

間に集中的に指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場 間に集中的に指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場

合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、１日につ 合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、１日につ

き200単位を所定単位数に加算する。 き200単位を所定単位数に加算する。

５ 理学療法士等及び指定介護予防訪問介護事業所のサービス提 ５ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び指定介護予防訪

供責任者が、指定介護予防訪問介護及び指定介護予防訪問リハ 問介護事業所のサービス提供責任者が、指定介護予防訪問介護

ビリテーションの利用者の居宅を訪問し、当該利用者の身体の 及び指定介護予防訪問リハビリテーションの利用者の居宅を訪

状況等の評価を共同して行い、かつ、当該理学療法士等がサー 問し、当該利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、

ビス提供責任者に対して、介護予防訪問介護計画を作成する上 当該理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がサービス提供責

での必要な指導及び助言を行った場合に、３月に１回を限度と 任者に対して、介護予防訪問介護計画を作成する上での必要な

して300単位を所定単位数に加算する。 指導及び助言を行った場合に、３月に１回を限度として300単位

を所定単位数に加算する。

６ 指定介護予防訪問リハビリテーションを利用しようとする者 ６ 指定介護予防訪問リハビリテーションを利用しようとする者

の主治の医師（介護老人保健施設の医師を除く が、当該者が の主治の医師（介護老人保健施設の医師を除く が、当該者が

急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行 急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行

う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、その指示の日か う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、その指示の日か

ら14日間に限って、介護予防訪問リハビリテーション費は算定 ら14日間に限って、介護予防訪問リハビリテーション費は算定

しない。 しない。

７ 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養 ７ 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養

介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認 介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認

知症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防訪問リハ 知症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防訪問リハ

ビリテーション費は、算定しない。 ビリテーション費は、算定しない。

ロ サービス提供体制強化加算 ６単位 ロ サービス提供体制強化加算 ６単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道

府県知事に届け出た指定介護予防訪問リハビリテーション事業所 府県知事に届け出た指定介護予防訪問リハビリテーション事業所

が、利用者に対し、指定介護予防訪問リハビリテーションを行っ が、利用者に対し、指定介護予防訪問リハビリテーションを行っ

た場合は、１回につき所定単位数を加算する。 た場合は、１回につき所定単位数を加算する。

５ 介護予防居宅療養管理指導費 ５ 介護予防居宅療養管理指導費

イ 医師が行う場合 イ 医師が行う場合

⑴ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅰ) ⑴ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅰ)
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㈠ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 503単位 ㈠ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 503単位

㈡ 同一建物居住者に対して行う場合 452単位 ㈡ 同一建物居住者に対して行う場合 452単位

⑵ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅱ) ⑵ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅱ)

㈠ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 292単位 ㈠ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 292単位

㈡ 同一建物居住者に対して行う場合 262単位 ㈡ 同一建物居住者に対して行う場合 262単位

注１ ⑴㈠及び⑵㈠については在宅の利用者（当該利用者と同一建 注１ ⑴㈠及び⑵㈠については在宅の利用者（当該利用者と同一建

物に居住する他の利用者に対して指定介護予防居宅療養管理指 物に居住する他の利用者に対して指定介護予防居宅療養管理指

導事業所（指定介護予防サービス基準第88条第１項に規定する 導事業所（指定介護予防サービス基準第88条第１項に規定する

指定介護予防居宅療養管理指導事業所をいう。以下同じ の医 指定介護予防居宅療養管理指導事業所をいう。以下同じ の医

師が同一日に訪問診療、往診又は指定介護予防居宅療養管理指 師が同一日に訪問診療、往診又は指定介護予防居宅療養管理指

導（指定介護予防サービス基準第87条に規定する指定介護予防 導（指定介護予防サービス基準第87条に規定する指定介護予防

居宅療養管理指導をいう。以下同じ を行う場合の当該利用 居宅療養管理指導をいう。以下同じ を行う場合の当該利用

者（以下この注１において「同一建物居住者」という を除く 者（以下この注１において「同一建物居住者」という を除く

であって通院が困難なものに対して、⑴㈡及び⑵㈡については であって通院が困難なものに対して、⑴㈡及び⑵㈡については

在宅の利用者（同一建物居住者に限る であって通院が困難な 在宅の利用者（同一建物居住者に限る であって通院が困難な

ものに対して、当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所の医 ものに対して、当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所の医

師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医 師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医

学的管理に基づき、介護支援専門員等に対する介護予防サービ 学的管理に基づき、介護支援専門員等に対する介護予防サービ

ス計画の策定等に必要な情報提供（利用者の同意を得て行うも ス計画の策定等に必要な情報提供（利用者の同意を得て行うも

のに限る。以下同じ 並びに利用者又はその家族等に対する介 のに限る。以下同じ 並びに利用者又はその家族等に対する介

護予防サービスを利用する上での留意点、介護方法等について 護予防サービスを利用する上での留意点、介護方法等について

の指導及び助言を行った場合に、１月に２回を限度として算定 の指導及び助言を行った場合に、１月に２回を限度として算定

する。 する。

２ ⑴については⑵を算定する場合以外の場合に、⑵については ２ ⑴については⑵を算定する場合以外の場合に、⑵については

診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第 診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第

一医科診療報酬点数表（以下「医科診療報酬点数表」という 一医科診療報酬点数表（以下「医科診療報酬点数表」という

の在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料 の在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料

を算定する利用者に対して、医師が、当該利用者の居宅を訪問 を算定する利用者に対して、医師が、当該利用者の居宅を訪問

して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、介護支援専 して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、介護支援専

門員等に対する介護予防サービス計画の策定等に必要な情報提 門員等に対する介護予防サービス計画の策定等に必要な情報提

供を行った場合に、所定単位数を算定する。 供を行った場合に、所定単位数を算定する。

ロ 歯科医師が行う場合 ロ 歯科医師が行う場合

⑴ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 503単位 ⑴ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 503単位

⑵ 同一建物居住者に対して行う場合 452単位 ⑵ 同一建物居住者に対して行う場合 452単位

注 ⑴については在宅の利用者（当該利用者と同一建物に居住する 注 ⑴については在宅の利用者（当該利用者と同一建物に居住する
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他の利用者に対して指定介護予防居宅療養管理指導事業所の歯科 他の利用者に対して指定介護予防居宅療養管理指導事業所の歯科

医師が同一日に歯科訪問診療又は指定介護予防居宅療養管理指導 医師が同一日に歯科訪問診療又は指定介護予防居宅療養管理指導

を行う場合の当該利用者（以下この注において「同一建物居住者」 を行う場合の当該利用者（以下この注において「同一建物居住者」

という を除く であって通院が困難なものに対して、⑵につい という を除く であって通院が困難なものに対して、⑵につい

ては在宅の利用者（同一建物居住者に限る であって通院が困難 ては在宅の利用者（同一建物居住者に限る であって通院が困難

なものに対して、当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所の歯 なものに対して、当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所の歯

科医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な 科医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な

歯科医学的管理に基づき、介護支援専門員等に対する介護予防サ 歯科医学的管理に基づき、介護支援専門員等に対する介護予防サ

ービス計画の策定等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族 ービス計画の策定等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族

等に対する介護予防サービスを利用する上での留意点、介護方法 等に対する介護予防サービスを利用する上での留意点、介護方法

等についての指導及び助言を行った場合に、１月に２回を限度と 等についての指導及び助言を行った場合に、１月に２回を限度と

して算定する。 して算定する。

ハ 薬剤師が行う場合 ハ 薬剤師が行う場合

⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合 ⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合

㈠ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 553単位 ㈠ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 553単位

㈡ 同一建物居住者に対して行う場合 387単位 ㈡ 同一建物居住者に対して行う場合 387単位

⑵ 薬局の薬剤師が行う場合 ⑵ 薬局の薬剤師が行う場合

㈠ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 503単位 ㈠ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 503単位

㈡ 同一建物居住者に対して行う場合 352単位 ㈡ 同一建物居住者に対して行う場合 352単位

注１ ⑴㈠及び⑵㈠については在宅の利用者（当該利用者と同一建 注１ ⑴㈠及び⑵㈠については在宅の利用者（当該利用者と同一建

物に居住する他の利用者に対して指定介護予防居宅療養管理指 物に居住する他の利用者に対して指定介護予防居宅療養管理指

導事業所の薬剤師が同一日に指定介護予防居宅療養管理指導を 導事業所の薬剤師が同一日に指定介護予防居宅療養管理指導を

行う場合の当該利用者（以下この注１において「同一建物居住 行う場合の当該利用者（以下この注１において「同一建物居住

者」という を除く であって通院が困難なものに対して、⑴ 者」という を除く であって通院が困難なものに対して、⑴

㈡及び⑵㈡については在宅の利用者（同一建物居住者に限る ㈡及び⑵㈡については在宅の利用者（同一建物居住者に限る

であって通院が困難なものに対して、当該指定介護予防居宅療 であって通院が困難なものに対して、当該指定介護予防居宅療

養管理指導事業所の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示（薬局 養管理指導事業所の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示（薬局

の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、当該 の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、当該

薬剤師が策定した薬学的管理指導計画）に基づき、当該利用者 薬剤師が策定した薬学的管理指導計画）に基づき、当該利用者

を訪問し、薬学的な管理指導を行い、介護支援専門員等に対す を訪問し、薬学的な管理指導を行い、介護支援専門員等に対す

る介護予防サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場 る介護予防サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場

合につき、１月に２回（薬局の薬剤師にあっては、４回）を限 合につき、１月に２回（薬局の薬剤師にあっては、４回）を限

度として算定する。ただし、薬局の薬剤師にあっては、別に厚 度として算定する。ただし、薬局の薬剤師にあっては、別に厚

生労働大臣が定める者に対して、当該利用者を訪問し、薬学的 生労働大臣が定める者に対して、当該利用者を訪問し、薬学的

な管理指導等を行った場合は、１週に２回、かつ、１月に８回 な管理指導等を行った場合は、１週に２回、かつ、１月に８回
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を限度として算定する。 を限度として算定する。

２ 疼痛緩和のために別に厚生労働大臣が定める特別な薬剤の投 ２ 疼痛緩和のために別に厚生労働大臣が定める特別な薬剤の投

薬が行われている利用者に対して、当該薬剤の使用に関し必要 薬が行われている利用者に対して、当該薬剤の使用に関し必要

な薬学的管理指導を行った場合は、１回につき100単位を所定単 な薬学的管理指導を行った場合は、１回につき100単位を所定単

位数に加算する。 位数に加算する。

ニ 管理栄養士が行う場合 ニ 管理栄養士が行う場合

⑴ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 533単位 ⑴ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 533単位

⑵ 同一建物居住者に対して行う場合 452単位 ⑵ 同一建物居住者に対して行う場合 452単位

注 ⑴については在宅の利用者（当該利用者と同一建物に居住する 注 ⑴については在宅の利用者（当該利用者と同一建物に居住する

他の利用者に対して指定介護予防居宅療養管理指導事業所の管理 他の利用者に対して指定介護予防居宅療養管理指導事業所の管理

栄養士が同一日に指定介護予防居宅療養管理指導を行う場合の当 栄養士が同一日に指定介護予防居宅療養管理指導を行う場合の当

該利用者（以下この注において「同一建物居住者」という を除 該利用者（以下この注において「同一建物居住者」という を除

く であって通院又は通所が困難なものに対して、⑵については く であって通院又は通所が困難なものに対して、⑵については

在宅の利用者（同一建物居住者に限る であって通院又は通所が 在宅の利用者（同一建物居住者に限る であって通院又は通所が

困難なものに対して、次に掲げるいずれの基準にも適合する当該 困難なものに対して、次に掲げるいずれの基準にも適合する当該

指定介護予防居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、計画的な 指定介護予防居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、計画的な

医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者を訪問 医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者を訪問

し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行った場合に、 し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行った場合に、

１月に２回を限度として算定する。 １月に２回を限度として算定する。

イ 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする利用者又は低 イ 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする利用者又は低

栄養状態にあると医師が判断した者に対して、医師、歯科医師、 栄養状態にあると医師が判断した者に対して、医師、歯科医師、

管理栄養士、看護師、薬剤師その他の職種の者が共同して、利 管理栄養士、看護師、薬剤師その他の職種の者が共同して、利

用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計 用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計

画を作成していること。 画を作成していること。

ロ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとと ロ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとと

もに、利用者又はその家族等に対して、栄養管理に係る情報提 もに、利用者又はその家族等に対して、栄養管理に係る情報提

供及び指導又は助言を行い、利用者の栄養状態を定期的に記録 供及び指導又は助言を行い、利用者の栄養状態を定期的に記録

していること。 していること。

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必 ハ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必

要に応じて当該計画を見直していること。 要に応じて当該計画を見直していること。

ホ 歯科衛生士等が行う場合 ホ 歯科衛生士等が行う場合

⑴ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 352単位 ⑴ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 352単位

⑵ 同一建物居住者に対して行う場合 302単位 ⑵ 同一建物居住者に対して行う場合 302単位

注 ⑴については在宅の利用者（当該利用者と同一建物に居住する 注 ⑴については在宅の利用者（当該利用者と同一建物に居住する

他の利用者に対して当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所の 他の利用者に対して当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所の
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歯科衛生士が同一日に指定介護予防居宅療養管理指導を行う場合 歯科衛生士が同一日に指定介護予防居宅療養管理指導を行う場合

の当該利用者（以下この注において「同一建物居住者」という の当該利用者（以下この注において「同一建物居住者」という

を除く であって通院又は通所が困難なものに対して、⑵につい を除く であって通院又は通所が困難なものに対して、⑵につい

ては在宅の利用者（同一建物居住者に限る であって通院又は通 ては在宅の利用者（同一建物居住者に限る であって通院又は通

所が困難なものに対して、次に掲げるいずれの基準にも適合する 所が困難なものに対して、次に掲げるいずれの基準にも適合する

当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士、保健師 当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士、保健師

又は看護職員が、当該利用者に対して訪問歯科診療を行った歯科 又は看護職員が、当該利用者に対して訪問歯科診療を行った歯科

医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、実地指導を行った場 医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、実地指導を行った場

合に、１月に４回を限度として算定する。 合に、１月に４回を限度として算定する。

イ 介護予防居宅療養管理指導が必要であると歯科医師が判断し イ 介護予防居宅療養管理指導が必要であると歯科医師が判断し

た者（その実施に同意する者に限る に対して、歯科衛生士、 た者（その実施に同意する者に限る に対して、歯科衛生士、

保健師又は看護職員が、当該利用者を訪問し、歯科医師、歯科 保健師又は看護職員が、当該利用者を訪問し、歯科医師、歯科

衛生士その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔衛生状 衛生士その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔衛生状

態及び摂食・嚥下機能に配慮した管理指導計画を作成している 態及び摂食・嚥下機能に配慮した管理指導計画を作成している

こと。 こと。

ロ 利用者ごとの管理指導計画に従い療養上必要な指導として当 ロ 利用者ごとの管理指導計画に従い療養上必要な指導として当

該利用者の口腔内の清掃、有床義歯の清掃又は摂食・嚥下機能 該利用者の口腔内の清掃、有床義歯の清掃又は摂食・嚥下機能

に関する実地指導を行っているとともに、利用者又はその家族 に関する実地指導を行っているとともに、利用者又はその家族

等に対して、実地指導に係る情報提供及び指導又は助言を行い、 等に対して、実地指導に係る情報提供及び指導又は助言を行い、

定期的に記録していること。 定期的に記録していること。

ハ 利用者ごとの管理指導計画の進捗状況を定期的に評価し、必 ハ 利用者ごとの管理指導計画の進捗状況を定期的に評価し、必

要に応じて当該計画を見直していること。 要に応じて当該計画を見直していること。

ヘ 看護職員が行う場合 ヘ 看護職員が行う場合

⑴ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 402単位 ⑴ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 402単位

⑵ 同一建物居住者に対して行う場合 362単位 ⑵ 同一建物居住者に対して行う場合 362単位

注１ ⑴については在宅の利用者（当該利用者と同一建物に居住す 注１ ⑴については在宅の利用者（当該利用者と同一建物に居住す

る他の利用者に対して指定介護予防居宅療養管理指導事業所の る他の利用者に対して指定介護予防居宅療養管理指導事業所の

看護職員が同一日に指定介護予防居宅療養管理指導を行う場合 看護職員が同一日に指定介護予防居宅療養管理指導を行う場合

の当該利用者（以下この注１において「同一建物居住者」とい の当該利用者（以下この注１において「同一建物居住者」とい

う を除く であって通院が困難なものに対して、⑵について う を除く であって通院が困難なものに対して、⑵について

は在宅の利用者（同一建物居住者に限る であって通院が困難 は在宅の利用者（同一建物居住者に限る であって通院が困難

なものに対して、医師が看護職員による介護予防居宅療養管理 なものに対して、医師が看護職員による介護予防居宅療養管理

指導が必要であると判断し、当該指定介護予防居宅療養管理指 指導が必要であると判断し、当該指定介護予防居宅療養管理指

導事業所の看護職員が当該利用者を訪問し、療養上の相談及び 導事業所の看護職員が当該利用者を訪問し、療養上の相談及び

支援を行い、介護支援専門員等に対する介護予防サービス計画 支援を行い、介護支援専門員等に対する介護予防サービス計画



- 22 -

の策定等に必要な情報提供を行った場合に、要支援認定（法第 の策定等に必要な情報提供を行った場合に、要支援認定（法第

33条第２項に規定する要支援認定の更新又は法第33条の２第１ 33条第２項に規定する要支援認定の更新又は法第33条の２第１

項に規定する要支援状態区分の変更の認定を含む に伴い作成 項に規定する要支援状態区分の変更の認定を含む に伴い作成

された介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス（法 された介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス（法

第53条第１項に規定する指定介護予防サービスをいう の提供 第53条第１項に規定する指定介護予防サービスをいう の提供

を開始した日から起算して６月の間に２回を限度として算定す を開始した日から起算して６月の間に２回を限度として算定す

る。ただし、准看護師が指定介護予防居宅療養管理指導を行っ る。ただし、准看護師が指定介護予防居宅療養管理指導を行っ

た場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定す た場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定す

る。 る。

２ 利用者が定期的に通院している場合若しくは定期的に訪問診 ２ 利用者が定期的に通院している場合若しくは定期的に訪問診

療を受けている場合又は利用者が介護予防訪問看護、介護予防 療を受けている場合又は利用者が介護予防訪問看護、介護予防

訪問リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予 訪問リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予

防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護若しく 防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護若しく

は介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、算定 は介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、算定

しない。 しない。

６ 介護予防通所介護費（１月につき） ６ 介護予防通所介護費（１月につき）

イ 介護予防通所介護費 イ 介護予防通所介護費

⑴ 要支援１ 2,115単位 ⑴ 要支援１ 1,647単位

⑵ 要支援２ 4,236単位 ⑵ 要支援２ 3,377単位

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし 注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし

て都道府県知事に届け出た指定介護予防通所介護事業所（指定 て都道府県知事に届け出た指定介護予防通所介護事業所（旧指

介護予防サービス基準第97条第１項に規定する指定介護予防通 定介護予防サービス基準第97条第１項に規定する指定介護予防

所介護事業所をいう。以下同じ において、指定介護予防通所 通所介護事業所をいう。以下同じ において、指定介護予防通

介護（指定介護予防サービス基準第96条に規定する指定介護予 所介護（旧指定介護予防サービス基準第96条に規定する指定介

防通所介護をいう。以下同じ を行った場合に、利用者の要支 護予防通所介護をいう。以下同じ を行った場合に、利用者の

援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、 要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。た

利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労 だし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に

働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定 厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大

めるところにより算定する。 臣が定めるところにより算定する。

２ 指定介護予防通所介護事業所の介護予防通所介護従業者（指 ２ 指定介護予防通所介護事業所の介護予防通所介護従業者（旧

定介護予防サービス基準第97条第１項に規定する介護予防通所 指定介護予防サービス基準第97条第１項に規定する介護予防通

介護従業者をいう が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住 所介護従業者をいう が、別に厚生労働大臣が定める地域に居

している利用者に対して、通常の事業の実施地域（指定介護予 住している利用者に対して、通常の事業の実施地域（旧指定介

防サービス基準第101条第６号に規定する通常の事業の実施地域 護予防サービス基準第101条第６号に規定する通常の事業の実施

をいう を越えて、指定介護予防通所介護を行った場合は、１ 地域をいう を越えて、指定介護予防通所介護を行った場合は、
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月につき所定単位数の100分の５に相当する単位数を所定単位数 １月につき所定単位数の100分の５に相当する単位数を所定単位

に加算する。 数に加算する。

３ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都 ３ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た指定介護予防通所介護事業所において、 道府県知事に届け出た指定介護予防通所介護事業所において、

若年性認知症利用者（介護保険法施行令（平成10年政令第412号） 若年性認知症利用者（介護保険法施行令（平成10年政令第412号）

第２条第６号に規定する初老期における認知症によって要支援 第２条第６号に規定する初老期における認知症によって要支援

者となった者をいう。以下同じ に対して指定介護予防通所介 者となった者をいう。以下同じ に対して指定介護予防通所介

護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、１月 護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、１月

につき240単位を所定単位数に加算する。 につき240単位を所定単位数に加算する。

４ 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養 ４ 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養

介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小 介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小

規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活 規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活

介護を受けている間は、介護予防通所介護費は、算定しない。 介護を受けている間は、介護予防通所介護費は、算定しない。

５ 利用者が一の指定介護予防通所介護事業所において指定介護 ５ 利用者が一の指定介護予防通所介護事業所において指定介護

予防通所介護を受けている間は、当該指定介護予防通所介護事 予防通所介護を受けている間は、当該指定介護予防通所介護事

業所以外の指定介護予防通所介護事業所が指定介護予防通所介 業所以外の指定介護予防通所介護事業所が指定介護予防通所介

護を行った場合に、介護予防通所介護費は、算定しない。 護を行った場合に、介護予防通所介護費は、算定しない。

６ 指定介護予防通所介護事業所と同一建物に居住する者又は指 ６ 指定介護予防通所介護事業所と同一建物に居住する者又は指

定介護予防通所介護事業所と同一建物から当該指定介護予防通 定介護予防通所介護事業所と同一建物から当該指定介護予防通

所介護事業所に通う者に対し、指定介護予防通所介護を行った 所介護事業所に通う者に対し、指定介護予防通所介護を行った

場合は、１月につき次の単位を所定単位数から減算する。ただ 場合は、１月につき次の単位を所定単位数から減算する。ただ

し、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者 し、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者

その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる

利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。 利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。

イ 要支援１ 376単位 イ 要支援１ 376単位

ロ 要支援２ 752単位 ロ 要支援２ 752単位

ロ 生活機能向上グループ活動加算 100単位 ロ 生活機能向上グループ活動加算 100単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県 注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県

知事に届け出て、利用者の生活機能の向上を目的として共通の課 知事に届け出て、利用者の生活機能の向上を目的として共通の課

題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日 題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日

常生活上の支援のための活動（以下「生活機能向上グループ活動 常生活上の支援のための活動（以下「生活機能向上グループ活動

サービス」という を行った場合は、１月につき所定単位数を加 サービス」という を行った場合は、１月につき所定単位数を加

算する。ただし、この場合において、同月中に利用者に対し、運 算する。ただし、この場合において、同月中に利用者に対し、運

動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算又は選択的 動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算又は選択的

サービス複数実施加算のいずれかを算定している場合は、算定し サービス複数実施加算のいずれかを算定している場合は、算定し
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ない。 ない。

イ 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員その他指 イ 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員その他指

定介護予防通所介護事業所の介護予防通所介護従業者が共同し 定介護予防通所介護事業所の介護予防通所介護従業者が共同し

て、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した介護予防通 て、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した介護予防通

所介護計画（指定介護予防サービス基準第109条第２号に規定す 所介護計画（旧指定介護予防サービス基準第109条第２号に規定

る介護予防通所介護計画をいう。以下同じ を作成しているこ する介護予防通所介護計画をいう。以下同じ を作成している

と。 こと。

ロ 介護予防通所介護計画の作成及び実施において利用者の生活 ロ 介護予防通所介護計画の作成及び実施において利用者の生活

機能の向上に資するよう複数の種類の生活機能向上グループ活 機能の向上に資するよう複数の種類の生活機能向上グループ活

動サービスの項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利 動サービスの項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利

用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の心 用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の心

身の状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが適切に 身の状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが適切に

提供されていること。 提供されていること。

ハ 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを１週に ハ 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを１週に

つき１回以上行っていること。 つき１回以上行っていること。

ハ 運動器機能向上加算 225単位 ハ 運動器機能向上加算 225単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県 注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県

知事に届け出て、利用者の運動器の機能向上を目的として個別的 知事に届け出て、利用者の運動器の機能向上を目的として個別的

に実施される機能訓練であって、利用者の心身の状態の維持又は に実施される機能訓練であって、利用者の心身の状態の維持又は

向上に資すると認められるもの（以下この注及びヘにおいて「運 向上に資すると認められるもの（以下この注及びヘにおいて「運

動器機能向上サービス」という を行った場合は、１月につき所 動器機能向上サービス」という を行った場合は、１月につき所

定単位数を加算する。 定単位数を加算する。

イ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法 イ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ 士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ

指圧師（以下この注において「理学療法士等」という を１名 指圧師（以下この注において「理学療法士等」という を１名

以上配置していること。 以上配置していること。

ロ 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、理学療法士等、 ロ 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、理学療法士等、

介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、運動器機 介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、運動器機

能向上計画を作成していること。 能向上計画を作成していること。

ハ 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い理学療法士等、介護 ハ 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い理学療法士等、介護

職員その他の職種の者が運動器機能向上サービスを行っている 職員その他の職種の者が運動器機能向上サービスを行っている

とともに、利用者の運動器の機能を定期的に記録していること。 とともに、利用者の運動器の機能を定期的に記録していること。

ニ 利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価 ニ 利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価

していること。 していること。

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防 ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防
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通所介護事業所であること。 通所介護事業所であること。

ニ 栄養改善加算 150単位 ニ 栄養改善加算 150単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県 注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県

知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある 知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある

利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、 利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、

個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者 個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者

の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下こ の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下こ

の注及びヘにおいて「栄養改善サービス」という を行った場合 の注及びヘにおいて「栄養改善サービス」という を行った場合

は、１月につき所定単位数を加算する。 は、１月につき所定単位数を加算する。

イ 管理栄養士を１名以上配置していること。 イ 管理栄養士を１名以上配置していること。

ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護 ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護

職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者（以下この注に 職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者（以下この注に

おいて「管理栄養士等」という が共同して、利用者ごとの摂 おいて「管理栄養士等」という が共同して、利用者ごとの摂

食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成して 食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成して

いること。 いること。

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サ ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サ

ービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記 ービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記

録していること。 録していること。

ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価してい ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価してい

ること。 ること。

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防 ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防

通所介護事業所であること。 通所介護事業所であること。

ホ 口腔機能向上加算 150単位 ホ 口腔機能向上加算 150単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県 注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県

知事に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれ 知事に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれ

のある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的とし のある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的とし

て、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・ て、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・

嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心 嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心

身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下この注 身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下この注

及びヘにおいて「口腔機能向上サービス」という を行った場合 及びヘにおいて「口腔機能向上サービス」という を行った場合

は、１月につき所定単位数を加算する。 は、１月につき所定単位数を加算する。

イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置してい イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置してい

ること。 ること。

ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科 ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科

衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が 衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が
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共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成して 共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成して

いること。 いること。

ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、 ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、

歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っている 歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っている

とともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。 とともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。

ニ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的 ニ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的

に評価していること。 に評価していること。

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防 ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防

通所介護事業所であること。 通所介護事業所であること。

ヘ 選択的サービス複数実施加算 ヘ 選択的サービス複数実施加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、都 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、都

道府県知事に届け出た指定介護予防通所介護事業所が、利用者に 道府県知事に届け出た指定介護予防通所介護事業所が、利用者に

対し、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能 対し、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能

向上サービスのうち複数のサービスを実施した場合に、１月につ 向上サービスのうち複数のサービスを実施した場合に、１月につ

き次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、運動器機 き次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、運動器機

能向上加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定している 能向上加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定している

場合は、次に掲げる加算は算定しない。また、次に掲げるいずれ 場合は、次に掲げる加算は算定しない。また、次に掲げるいずれ

かの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加 かの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加

算は算定しない。 算は算定しない。

⑴ 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) 480単位 ⑴ 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) 480単位

⑵ 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) 700単位 ⑵ 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) 700単位

ト 事業所評価加算 120単位 ト 事業所評価加算 120単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道

府県知事に届け出た指定介護予防通所介護事業所において、評価 府県知事に届け出た指定介護予防通所介護事業所において、評価

対象期間（別に厚生労働大臣が定める期間をいう の満了日の属 対象期間（別に厚生労働大臣が定める期間をいう の満了日の属

する年度の次の年度内に限り１月につき所定単位数を加算する。 する年度の次の年度内に限り１月につき所定単位数を加算する。

チ サービス提供体制強化加算 チ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道

府県知事に届け出た指定介護予防通所介護事業所が利用者に対し 府県知事に届け出た指定介護予防通所介護事業所が利用者に対し

指定介護予防通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に 指定介護予防通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に

従い、利用者の要支援状態区分に応じて１月につき次に掲げる所 従い、利用者の要支援状態区分に応じて１月につき次に掲げる所

定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定 定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定

している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ

㈠ 要支援１ 72単位
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㈡ 要支援２ 144単位

⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) ⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ

㈠ 要支援１ 48単位 ㈠ 要支援１ 48単位

㈡ 要支援２ 96単位 ㈡ 要支援２ 96単位

⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

㈠ 要支援１ 24単位 ㈠ 要支援１ 24単位

㈡ 要支援２ 48単位 ㈡ 要支援２ 48単位

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

介護予防通所介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準

イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれにも

適合すること。

⑴ 指定介護予防通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護

福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。

⑵ 通所介護費等算定方法第十五に規定する基準のいずれにも該

当しないこと。

ロ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも

適合すること。

⑴ 指定介護予防通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護

福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。

⑵ イ⑵に該当するものであること。

ハ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適

合すること。

⑴ 指定介護予防通所介護を利用者に直接提供する職員の総数の

うち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上で

あること。

⑵ イ⑵に該当するものであること。

リ 介護職員処遇改善加算 リ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金

の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定 の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定

介護予防通所介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所介 介護予防通所介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所介

護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成27年３月31 護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30年３月31

日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、 日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に 次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に
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掲げるその他の加算は算定しない。 掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算定した単位

数の1000分の40に相当する単位数

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算定した単位 ⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算定した単位

数の1000分の19に相当する単位数 数の1000分の22に相当する単位数

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴により算定した単位数の100分の ⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑵により算定した単位数の100分の

90に相当する単位数 90に相当する単位数

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴により算定した単位数の100分の ⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑵により算定した単位数の100分の

80に相当する単位数 80に相当する単位数

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

介護予防通所介護費における介護職員処遇改善加算の基準

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合す

ること。

⑴ 介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善（以下「賃金改

善」という。）に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算

の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計

画に基づき適切な措置を講じていること。

⑵ 指定介護予防通所介護事業所において、⑴の賃金改善に関す

る計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職

員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作

成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事（地方自治法（昭

和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指

定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第二百五十二条

の二十二第一項の中核市（以下「中核市」という。）にあって

は、指定都市又は中核市の市長。第三十五号及び第六十五号を

除き、以下同じ。）に届け出ていること。

⑶ 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施す

ること。

⑷ 当該指定介護予防通所介護事業所において、事業年度ごとに

介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告するこ

と。

⑸ 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法（昭和

二十二年法律第四十九号）、労働者災害補償保険法（昭和二十

二年法律第五十号）、最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十
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七号）、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）、雇用

保険法（昭和四十九年法律第百十六号）その他の労働に関する

法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。

⑹ 当該指定介護予防通所介護事業所において、労働保険料（労

働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八

十四号）第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。）

の納付が適正に行われていること。

⑺ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

㈠ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介

護職員の賃金に関するものを含む。）を定めていること。

㈡ ㈠の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に

周知していること。

㈢ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該

計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

㈣ ㈢について、全ての介護職員に周知していること。

⑻ 平成二十七年四月から⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職

員に周知していること。

ロ 経営状況等を理由に事業の継続が著しく困難となった場合であ

って、介護職員の賃金水準（本加算による賃金改善分を除く。）

を見直した上で賃金改善を行う場合には、その内容について都道

府県知事に届け出ること。

ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合す

ること。

⑴ イ⑴から⑹までに掲げる基準に適合すること。

⑵ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

㈠ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件

（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めているこ

と。

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員

に周知していること。

㈡ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当
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該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保しているこ

と。

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

⑶ 平成二十年十月からイ⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職

員に周知していること。

ニ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合し、かつハ⑵又は⑶に掲げる基準のいずれかに適合す

ること。

ホ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合すること。

７ 介護予防通所リハビリテーション費（１月につき） ７ 介護予防通所リハビリテーション費（１月につき）

イ 介護予防通所リハビリテーション費 イ 介護予防通所リハビリテーション費

⑴ 要支援１ 2,433単位 ⑴ 要支援１ 1,812単位

⑵ 要支援２ 4,870単位 ⑵ 要支援２ 3,715単位

注１ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所（指定介護予防 注１ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所（指定介護予防

サービス基準第117条第１項に規定する指定介護予防通所リハ サービス基準第117条第１項に規定する指定介護予防通所リハ

ビリテーション事業所をいう。以下同じ において、指定介護 ビリテーション事業所をいう。以下同じ において、指定介護

予防通所リハビリテーション（指定介護予防サービス基準第11 予防通所リハビリテーション（指定介護予防サービス基準第11

6条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。 6条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。

以下同じ を行った場合に、利用者の要支援状態区分に応じて、 以下同じ を行った場合に、利用者の要支援状態区分に応じて、

それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は医師、 それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は医師、

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは介護 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは介護

職員（以下この号において「医師等」という の員数が別に厚 職員（以下この号において「医師等」という の員数が別に厚

生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣 生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣

が定めるところにより算定する。 が定めるところにより算定する。

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師等が、別 ２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師等が、別

に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、 に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、

通常の事業の実施地域（指定介護予防サービス基準第120条第６ 通常の事業の実施地域（指定介護予防サービス基準第120条第６

号に規定する通常の事業の実施地域をいう を越えて、指定介 号に規定する通常の事業の実施地域をいう を越えて、指定介

護予防通所リハビリテーションを行った場合は、１月につき所 護予防通所リハビリテーションを行った場合は、１月につき所

定単位数の100分の５に相当する単位数を所定単位数に加算す 定単位数の100分の５に相当する単位数を所定単位数に加算す

る。 る。
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３ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都 ３ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事 道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事

業所において、若年性認知症利用者に対して指定介護予防通所 業所において、若年性認知症利用者に対して指定介護予防通所

リハビリテーションを行った場合は、若年性認知症利用者受入 リハビリテーションを行った場合は、若年性認知症利用者受入

加算として、１月につき240単位を所定単位数に加算する。 加算として、１月につき240単位を所定単位数に加算する。

４ 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養 ４ 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養

介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小 介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小

規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活 規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活

介護を受けている間は、介護予防通所リハビリテーション費は、 介護を受けている間は、介護予防通所リハビリテーション費は、

算定しない。 算定しない。

５ 利用者が一の指定介護予防通所リハビリテーション事業所に ５ 利用者が一の指定介護予防通所リハビリテーション事業所に

おいて指定介護予防通所リハビリテーションを受けている間は、 おいて指定介護予防通所リハビリテーションを受けている間は、

当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所以外の指定介 当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所以外の指定介

護予防通所リハビリテーション事業所が指定介護予防通所リハ 護予防通所リハビリテーション事業所が指定介護予防通所リハ

ビリテーションを行った場合に、介護予防通所リハビリテーシ ビリテーションを行った場合に、介護予防通所リハビリテーシ

ョン費は、算定しない。 ョン費は、算定しない。

６ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所と同一建物に居 ６ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所と同一建物に居

住する者又は指定介護予防通所リハビリテーション事業所と同 住する者又は指定介護予防通所リハビリテーション事業所と同

一建物から当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所に 一建物から当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所に

通う者に対し、指定介護予防通所リハビリテーションを行った 通う者に対し、指定介護予防通所リハビリテーションを行った

場合は、１月につき次の単位を所定単位数から減算する。ただ 場合は、１月につき次の単位を所定単位数から減算する。ただ

し、傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認 し、傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認

められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。 められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。

イ 要支援１ 376単位 イ 要支援１ 376単位

ロ 要支援２ 752単位 ロ 要支援２ 752単位

ロ 運動器機能向上加算 225単位 ロ 運動器機能向上加算 225単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県 注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県

知事に届け出て、利用者の運動器の機能向上を目的として個別的 知事に届け出て、利用者の運動器の機能向上を目的として個別的

に実施されるリハビリテーションであって、利用者の心身の状態 に実施されるリハビリテーションであって、利用者の心身の状態

の維持又は向上に資すると認められるもの（以下この注及びホに の維持又は向上に資すると認められるもの（以下この注及びホに

おいて「運動器機能向上サービス」という を行った場合は、１ おいて「運動器機能向上サービス」という を行った場合は、１

月につき所定単位数を加算する。 月につき所定単位数を加算する。

イ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下この注におい イ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を１名以上配置して

て「理学療法士等」という を１名以上配置していること。 いること。

ロ 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、医師、理学療 ロ 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、医師、理学療
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法士等、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して、運 法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の

動器機能向上計画を作成していること。 職種の者が共同して、運動器機能向上計画を作成していること。

ハ 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い医師又は医師の指示 ハ 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い医師又は医師の指示

を受けた理学療法士等若しくは看護職員が運動器機能向上サー を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士若しくは看護

ビスを行っているとともに、利用者の運動器の機能を定期的に 職員が運動器機能向上サービスを行っているとともに、利用者

記録していること。 の運動器の機能を定期的に記録していること。

ニ 利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価 ニ 利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価

していること。 していること。

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防 ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防

通所リハビリテーション事業所であること。 通所リハビリテーション事業所であること。

ハ 栄養改善加算 150単位 ハ 栄養改善加算 150単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県 注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県

知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある 知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある

利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、 利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、

個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者 個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者

の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下こ の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下こ

の注及びホにおいて「栄養改善サービス」という を行った場合 の注及びホにおいて「栄養改善サービス」という を行った場合

は、１月につき所定単位数を加算する。 は、１月につき所定単位数を加算する。

イ 管理栄養士を１名以上配置していること。 イ 管理栄養士を１名以上配置していること。

ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、医師、管理栄養士、 ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、医師、管理栄養士、

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員そ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員そ

の他の職種の者（以下この注において「管理栄養士等」という の他の職種の者（以下この注において「管理栄養士等」という

が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮 が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮

した栄養ケア計画を作成していること。 した栄養ケア計画を作成していること。

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サ ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サ

ービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記 ービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記

録していること。 録していること。

ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価してい ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価してい

ること。 ること。

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防 ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防

通所リハビリテーション事業所であること。 通所リハビリテーション事業所であること。

ニ 口腔機能向上加算 150単位 ニ 口腔機能向上加算 150単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県 注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県

知事に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれ 知事に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれ

のある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的とし のある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的とし
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て、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・ て、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・

嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心 嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心

身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下この注 身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下この注

及びホにおいて「口腔機能向上サービス」という を行った場合 及びホにおいて「口腔機能向上サービス」という を行った場合

は、１月につき所定単位数を加算する。 は、１月につき所定単位数を加算する。

イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置してい イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置してい

ること。 ること。

ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、医師、歯科医師、 ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、医師、歯科医師、

言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員その他の職種の 言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員その他の職種の

者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成 者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成

していること。 していること。

ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い医師、医師若 ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い医師、医師若

しくは歯科医師の指示を受けた言語聴覚士若しくは看護職員又 しくは歯科医師の指示を受けた言語聴覚士若しくは看護職員又

は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔機能向上サービス は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔機能向上サービス

を行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録して を行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録して

いること。 いること。

ニ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的 ニ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的

に評価していること。 に評価していること。

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防 ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防

通所リハビリテーション事業所であること。 通所リハビリテーション事業所であること。

ホ 選択的サービス複数実施加算 ホ 選択的サービス複数実施加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、都 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、都

道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業 道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業

所が、利用者に対し、運動器機能向上サービス、栄養改善サービ 所が、利用者に対し、運動器機能向上サービス、栄養改善サービ

ス又は口腔機能向上サービスのうち複数のサービスを実施した場 ス又は口腔機能向上サービスのうち複数のサービスを実施した場

合に、１月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。た 合に、１月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。た

だし、この場合において、同月中に利用者に対し、運動器機能向 だし、この場合において、同月中に利用者に対し、運動器機能向

上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを算定 上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを算定

している場合は、次に掲げる加算は算定しない。また、次に掲げ している場合は、次に掲げる加算は算定しない。また、次に掲げ

るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるそ るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるそ

の他の加算は算定しない。 の他の加算は算定しない。

⑴ 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) 480単位 ⑴ 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) 480単位

⑵ 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) 700単位 ⑵ 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) 700単位

ヘ 事業所評価加算 120単位 ヘ 事業所評価加算 120単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道
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府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所 府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所

において、評価対象期間（別に厚生労働大臣が定める期間をいう において、評価対象期間（別に厚生労働大臣が定める期間をいう

の満了日の属する年度の次の年度内に限り１月につき所定単位数 の満了日の属する年度の次の年度内に限り１月につき所定単位数

を加算する。 を加算する。

ト サービス提供体制強化加算 ト サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道

府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所 府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所

が、利用者に対し、指定介護予防通所リハビリテーションを行っ が、利用者に対し、指定介護予防通所リハビリテーションを行っ

た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区 た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区

分に応じて１月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、 分に応じて１月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に 次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に

掲げるその他の加算は算定しない。 掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ

㈠ 要支援１ 72単位

㈡ 要支援２ 144単位

⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) ⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ

㈠ 要支援１ 48単位 ㈠ 要支援１ 48単位

㈡ 要支援２ 96単位 ㈡ 要支援２ 96単位

⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

㈠ 要支援１ 24単位 ㈠ 要支援１ 24単位

㈡ 要支援２ 48単位 ㈡ 要支援２ 48単位

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

介護予防通所リハビリテーション費におけるサービス提供体制強化

加算の基準

イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれにも

適合すること。

⑴ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の介護職員の総

数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であるこ

と。

⑵ 通所介護費等算定方法第十六号に規定する基準のいずれにも

該当しないこと。

ロ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも

適合すること。

⑴ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の介護職員の総
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数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であるこ

と。

⑵ イ⑵に該当するものであること。

ハ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適

合すること。

⑴ 指定介護予防通所リハビリテーションを利用者に直接提供す

る職員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百

分の三十以上であること。

⑵ イ⑵に該当するものであること。

チ 介護職員処遇改善加算 チ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金

の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定 の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定

介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定 介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定

介護予防通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲 介護予防通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲

げる区分に従い、平成27年３月31日までの間、次に掲げる単位数 げる区分に従い、平成30年３月31日までの間、次に掲げる単位数

を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を

算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定し 算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定し

ない。 ない。

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算定した単位

数の1000分の34に相当する単位数

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算定した単位 ⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算定した単位

数の1000分の17に相当する単位数 数の1000分の19に相当する単位数

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴により算定した単位数の100分の ⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑵により算定した単位数の100分の

90に相当する単位数 90に相当する単位数

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴により算定した単位数の100分の ⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑵により算定した単位数の100分の

80に相当する単位数 80に相当する単位数

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

介護予防通所リハビリテーション費における介護職員処遇改善加算

の基準

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合す

ること。

⑴ 介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善（以下「賃金改

善」という。）に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算



- 36 -

の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計

画に基づき適切な措置を講じていること。

⑵ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所において、⑴の

賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法

その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇

改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事

（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条

の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同

法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下「中核市」と

いう。）にあっては、指定都市又は中核市の市長。第三十五号

及び第六十五号を除き、以下同じ。）に届け出ていること。

⑶ 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施す

ること。

⑷ 当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所において、

事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知

事に報告すること。

⑸ 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法（昭和

二十二年法律第四十九号）、労働者災害補償保険法（昭和二十

二年法律第五十号）、最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十

七号）、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）、雇用

保険法（昭和四十九年法律第百十六号）その他の労働に関する

法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。

⑹ 当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所において、

労働保険料（労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四

十四年法律第八十四号）第十条第二項に規定する労働保険料を

いう。以下同じ。）の納付が適正に行われていること。

⑺ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

㈠ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介

護職員の賃金に関するものを含む。）を定めていること。

㈡ ㈠の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に

周知していること。

㈢ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該

計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

㈣ ㈢について、全ての介護職員に周知していること。

⑻ 平成二十七年四月から⑵の届出の日の属する月の前月までに
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実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職

員に周知していること。

ロ 経営状況等を理由に事業の継続が著しく困難となった場合であ

って、介護職員の賃金水準（本加算による賃金改善分を除く。）

を見直した上で賃金改善を行う場合には、その内容について都道

府県知事に届け出ること。

ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合す

ること。

⑴ イ⑴から⑹までに掲げる基準に適合すること。

⑵ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

㈠ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件

（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めているこ

と。

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員

に周知していること。

㈡ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当

該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保しているこ

と。

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

⑶ 平成二十年十月からイ⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職

員に周知していること。

ニ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合し、かつハ⑵又は⑶に掲げる基準のいずれかに適合す

ること。

ホ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合すること。

８ 介護予防短期入所生活介護費（１日につき） ８ 介護予防短期入所生活介護費（１日につき）

イ 介護予防短期入所生活介護費 イ 介護予防短期入所生活介護費

⑴ 単独型介護予防短期入所生活介護費 ⑴ 単独型介護予防短期入所生活介護費
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㈠ 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ) ㈠ 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)

ａ 要支援１ 486単位 ａ 要支援１ 461単位

ｂ 要支援２ 603単位 ｂ 要支援２ 572単位

㈡ 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ) ㈡ 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)

ａ 要支援１ 524単位 ａ 要支援１ 495単位

ｂ 要支援２ 652単位 ｂ 要支援２ 615単位

⑵ 併設型介護予防短期入所生活介護費 ⑵ 併設型介護予防短期入所生活介護費

㈠ 併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ) ㈠ 併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)

ａ 要支援１ 458単位 ａ 要支援１ 433単位

ｂ 要支援２ 569単位 ｂ 要支援２ 538単位

㈡ 併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ) ㈡ 併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)

ａ 要支援１ 502単位 ａ 要支援１ 473単位

ｂ 要支援２ 617単位 ｂ 要支援２ 581単位

ロ ユニット型介護予防短期入所生活介護費 ロ ユニット型介護予防短期入所生活介護費

⑴ 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費 ⑴ 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費

㈠ 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ) ㈠ 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)

ａ 要支援１ 567単位 ａ 要支援１ 539単位

ｂ 要支援２ 690単位 ｂ 要支援２ 655単位

㈡ 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ) ㈡ 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)

ａ 要支援１ 567単位 ａ 要支援１ 539単位

ｂ 要支援２ 690単位 ｂ 要支援２ 655単位

⑵ 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費 ⑵ 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費

㈠ 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ) ㈠ 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)

ａ 要支援１ 536単位 ａ 要支援１ 508単位

ｂ 要支援２ 666単位 ｂ 要支援２ 631単位

㈡ 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ) ㈡ 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)

ａ 要支援１ 536単位 ａ 要支援１ 508単位

ｂ 要支援２ 666単位 ｂ 要支援２ 631単位

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚 注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚

生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を 生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を

満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入 満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入

所生活介護事業所（指定介護予防サービス基準第129条第１項に 所生活介護事業所（指定介護予防サービス基準第129条第１項に

規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所をいう。以下同 規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所をいう。以下同

じ （同条第２項の規定の適用を受けるもの及び同条第４項に じ （同条第２項の規定の適用を受けるもの及び同条第４項に

規定する併設事業所を含む において、指定介護予防短期入所 規定する併設事業所を含む において、指定介護予防短期入所
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生活介護（指定介護予防サービス基準第128条に規定する指定介 生活介護（指定介護予防サービス基準第128条に規定する指定介

護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ を行った場合に、 護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ を行った場合に、

当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準 当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準

に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区分に応じて、それ に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区分に応じて、それ

ぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤 ぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤

務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の 務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の

97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は介護職 97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は介護職

員若しくは看護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に 員若しくは看護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に

該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定 該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定

する。 する。

２ ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさな ２ ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさな

い場合は、１日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数 い場合は、１日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数

を算定する。 を算定する。

３ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を ３ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作

１名以上配置しているもの（利用者の数（指定介護予防サービ 業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッ

ス基準第129条第２項の規定の適用を受ける指定介護予防短期入 サージ指圧師（以下この注において「理学療法士等」という

所生活介護事業所又は同条第４項に規定する併設事業所である を１名以上配置しているもの（利用者の数（指定介護予防サー

指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、利用者の数 ビス基準第129条第２項の規定の適用を受ける指定介護予防短期

及び同条第２項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム又は 入所生活介護事業所又は同条第４項に規定する併設事業所であ

指定介護予防サービス基準第132条第４項に規定する併設本体施 る指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、利用者の

設の入所者又は入院患者の合計数。以下この注３において同じ 数及び同条第２項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム又

が100を超える指定介護予防短期入所生活介護事業所にあって は指定介護予防サービス基準第132条第４項に規定する併設本体

は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等 施設の入所者又は入院患者の合計数。以下この注３において同じ

を１名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓 が100を超える指定介護予防短期入所生活介護事業所にあって

練指導員として常勤換算方法（指定介護予防サービス基準第２ は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等

条第７号に規定する常勤換算方法をいう。介護予防特定施設入 を１名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓

居者生活介護費の注２において同じ で利用者の数を100で除し 練指導員として常勤換算方法（指定介護予防サービス基準第２

た数以上配置しているもの）として都道府県知事に届け出た指 条第７号に規定する常勤換算方法をいう。介護予防特定施設入

定介護予防短期入所生活介護事業所について、１日につき12単 居者生活介護費の注２において同じ で利用者の数を100で除し

位を所定単位数に加算する。 た数以上配置しているもの）として都道府県知事に届け出た指

定介護予防短期入所生活介護事業所について、１日につき12単

位を所定単位数に加算する。

（新設） ４ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所生活介護の利用者

に対して、機能訓練を行っている場合には、個別機能訓練加算
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として、１日につき56単位を所定単位数に加算する。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

⑴ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を一名以

上配置していること。

⑵ 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の

職種の者（以下この号において「機能訓練指導員等」という

が共同して、利用者の生活機能向上に資するよう利用者ごとの

心身の状況を重視した個別機能訓練計画を作成していること。

⑶ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活機能向上を目的と

する機能訓練の項目を準備し、理学療法士等が、利用者の心身

の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。

⑷ 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、個別機能

訓練計画を作成し、その後三月ごとに一回以上、利用者の居宅

を訪問した上で、当該利用者又はその家族に対して、機能訓練

の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の

見直し等を行っていること。

４ 医師が、認知症（法第５条の２に規定する認知症をいう。以 ５ 医師が、認知症（法第５条の２に規定する認知症をいう。以

下同じ の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が 下同じ の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が

困難であり、緊急に指定介護予防短期入所生活介護を利用する 困難であり、緊急に指定介護予防短期入所生活介護を利用する

ことが適当であると判断した者に対し、指定介護予防短期入所 ことが適当であると判断した者に対し、指定介護予防短期入所

生活介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して７日 生活介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して７日

を限度として、１日につき200単位を所定単位数に加算する。 を限度として、１日につき200単位を所定単位数に加算する。

５ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都 ６ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所生活介護事業所に 道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所生活介護事業所に

おいて、若年性認知症利用者に対して指定介護予防短期入所生 おいて、若年性認知症利用者に対して指定介護予防短期入所生

活介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として１ 活介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として１

日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、注４を算定 日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、注５を算定

している場合は、算定しない。 している場合は、算定しない。

６ 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ ７ 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ

とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定介護予 とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定介護予

防短期入所生活介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道に 防短期入所生活介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道に

つき184単位を所定単位数に加算する。 つき184単位を所定単位数に加算する。
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７ 次のいずれかに該当する者に対して、単独型介護予防短期入 ８ 次のいずれかに該当する者に対して、単独型介護予防短期入

所生活介護費又は併設型介護予防短期入所生活介護費を支給す 所生活介護費又は併設型介護予防短期入所生活介護費を支給す

る場合は、それぞれ、単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)又 る場合は、それぞれ、単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)又

は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定する。 は併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定する。

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が

判断した者 判断した者

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来型個室 ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来型個室

を利用する者 を利用する者

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況 ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況

に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利 に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利

用の必要があると医師が判断した者 用の必要があると医師が判断した者

８ 指定介護予防サービス基準第129条第２項の規定の適用を受け ９ 指定介護予防サービス基準第129条第２項の規定の適用を受け

る指定介護予防短期入所生活介護事業所に係る注３の規定によ る指定介護予防短期入所生活介護事業所に係る注３の規定によ

る届出については、指定施設サービス等に要する費用の額の算 る届出については、指定施設サービス等に要する費用の額の算

定に関する基準（平成12年厚生省告示第21号）別表指定施設サ 定に関する基準（平成12年厚生省告示第21号）別表指定施設サ

ービス等介護給付費単位数表（以下「指定施設サービス等介護 ービス等介護給付費単位数表（以下「指定施設サービス等介護

給付費単位数表」という の規定により、注３の規定による届 給付費単位数表」という の規定により、注３の規定による届

出に相当する介護福祉施設サービスに係る届出があったときは、 出に相当する介護福祉施設サービスに係る届出があったときは、

注３の規定による届出があったものとみなす。 注３の規定による届出があったものとみなす。

９ 利用者が連続して30日を超えて指定介護予防短期入所生活介 10 利用者が連続して30日を超えて指定介護予防短期入所生活介

護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた 護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた

指定介護予防短期入所生活介護については、介護予防短期入所 指定介護予防短期入所生活介護については、介護予防短期入所

生活介護費は、算定しない。 生活介護費は、算定しない。

ハ 療養食加算 23単位 ハ 療養食加算 23単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県 注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県

知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予防短 知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予防短

期入所生活介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提 期入所生活介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提

供したときは、１日につき所定単位数を加算する。 供したときは、１日につき所定単位数を加算する。

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている

こと。 こと。

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の

食事の提供が行われていること。 食事の提供が行われていること。

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指 ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指

定介護予防短期入所生活介護事業所において行われていること。 定介護予防短期入所生活介護事業所において行われていること。

ニ サービス提供体制強化加算 ニ サービス提供体制強化加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道

府県知事に届け出た指定介護予防短期入所生活介護事業所が、利 府県知事に届け出た指定介護予防短期入所生活介護事業所が、利

用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護を行った場合は、当 用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護を行った場合は、当

該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を 該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を

加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場 加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場

合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位

⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 12単位 ⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位

⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ６単位 ⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ６単位

⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６単位 ⑷ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６単位

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

介護予防短期入所生活介護費におけるサービス提供体制強化加算の

基準

イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれにも

適合すること。

⑴ 指定介護予防短期入所生活介護事業所の介護職員（当該指定

介護予防短期入所生活介護事業所が指定介護予防サービス基準

第百二十九条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム

である場合にあっては、当該特別養護老人ホームの介護職員。

以下同じ の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六

十以上であること。

⑵ 通所介護費等算定方法第十七号に規定する基準のいずれにも

該当しないこと。

ロ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも

適合すること。

⑴ 指定介護予防短期入所生活介護事業所の介護職員の総数のう

ち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。

⑵ イ⑵に該当するものであること。

ハ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適

合すること。

⑴ 指定介護予防短期入所生活介護事業所の看護師若しくは准看

護師又は介護職員（以下「看護・介護職員」という （当該指

定介護予防短期入所生活介護事業所が指定介護予防サービス基

準第百二十九条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホー



- 43 -

ムである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの看護・介

護職員）の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五

以上であること。

⑵ イ⑵に該当するものであること。

ニ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適

合すること。

⑴ 指定介護予防短期入所生活介護を利用者に直接提供する職員

（当該指定介護予防短期入所生活介護事業所が指定介護予防サ

ービス基準第百二十九条第二項の規定の適用を受ける特別養護

老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの

入所者に対して介護福祉施設サービスを直接提供する職員）の

総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十

以上であること。

⑵ イ⑵に該当するものであること。

ホ 介護職員処遇改善加算 ホ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金

の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定 の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定

介護予防短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予 介護予防短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予

防短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従 防短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従

い、平成27年３月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数 い、平成30年３月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数

に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している

場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した単位

数の1000分の59に相当する単位数

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した単位 ⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した単位

数の1000分の25に相当する単位数 数の1000分の33に相当する単位数

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴により算定した単位数の100分の ⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑵により算定した単位数の100分の

90に相当する単位数 90に相当する単位数

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴により算定した単位数の100分の ⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑵により算定した単位数の100分の

80に相当する単位数 80に相当する単位数

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

介護予防短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算の基準

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合す
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ること。

⑴ 介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善（以下「賃金改

善」という。）に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算

の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計

画に基づき適切な措置を講じていること。

⑵ 指定介護予防短期入所生活介護事業所において、⑴の賃金改

善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他

の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計

画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事（地方

自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九

第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第二

百五十二条の二十二第一項の中核市（以下「中核市」という。）

にあっては、指定都市又は中核市の市長。第三十五号及び第六

十五号を除き、以下同じ。）に届け出ていること。

⑶ 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施す

ること。

⑷ 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において、事業年

度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報

告すること。

⑸ 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法（昭和

二十二年法律第四十九号）、労働者災害補償保険法（昭和二十

二年法律第五十号）、最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十

七号）、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）、雇用

保険法（昭和四十九年法律第百十六号）その他の労働に関する

法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。

⑹ 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において、労働保

険料（労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年

法律第八十四号）第十条第二項に規定する労働保険料をいう。

以下同じ。）の納付が適正に行われていること。

⑺ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

㈠ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介

護職員の賃金に関するものを含む。）を定めていること。

㈡ ㈠の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に

周知していること。

㈢ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該
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計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

㈣ ㈢について、全ての介護職員に周知していること。

⑻ 平成二十七年四月から⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職

員に周知していること。

ロ 経営状況等を理由に事業の継続が著しく困難となった場合であ

って、介護職員の賃金水準（本加算による賃金改善分を除く。）

を見直した上で賃金改善を行う場合には、その内容について都道

府県知事に届け出ること。

ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合す

ること。

⑴ イ⑴から⑹までに掲げる基準に適合すること。

⑵ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

㈠ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件

（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めているこ

と。

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員

に周知していること。

㈡ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当

該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保しているこ

と。

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

⑶ 平成二十年十月からイ⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職

員に周知していること。

ニ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合し、かつハ⑵又は⑶に掲げる基準のいずれかに適合す

ること。

ホ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合すること。
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９ 介護予防短期入所療養介護費 ９ 介護予防短期入所療養介護費

イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費 イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費

⑴ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費 ⑴ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費

㈠ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ) ㈠ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

ａ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) ａ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)

ⅰ 要支援１ 579単位 ⅰ 要支援１ 575単位

ⅱ 要支援２ 720単位 ⅱ 要支援２ 716単位

ｂ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) ｂ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)

ⅰ 要支援１ 609単位 ⅰ 要支援１ 613単位

ⅱ 要支援２ 749単位 ⅱ 要支援２ 753単位

ｃ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅲ) ｃ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅲ)

ⅰ 要支援１ 616単位 ⅰ 要支援１ 608単位

ⅱ 要支援２ 770単位 ⅱ 要支援２ 762単位

ｄ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅳ) ｄ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅳ)

ⅰ 要支援１ 649単位 ⅰ 要支援１ 652単位

ⅱ 要支援２ 804単位 ⅱ 要支援２ 807単位

㈡ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ) ㈡ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)

ａ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) ａ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)

ⅰ 要支援１ 583単位 ⅰ 要支援１ 582単位

ⅱ 要支援２ 724単位 ⅱ 要支援２ 723単位

ｂ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) ｂ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)

ⅰ 要支援１ 583単位 ⅰ 要支援１ 582単位

ⅱ 要支援２ 724単位 ⅱ 要支援２ 723単位

ｃ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅲ) ｃ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅲ)

ⅰ 要支援１ 623単位 ⅰ 要支援１ 619単位

ⅱ 要支援２ 778単位 ⅱ 要支援２ 774単位

ｄ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅳ) ｄ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅳ)

ⅰ 要支援１ 623単位 ⅰ 要支援１ 619単位

ⅱ 要支援２ 778単位 ⅱ 要支援２ 774単位

㈢ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ) ㈢ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)

ａ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) ａ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)

ⅰ 要支援１ 583単位 ⅰ 要支援１ 582単位

ⅱ 要支援２ 724単位 ⅱ 要支援２ 723単位

ｂ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) ｂ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)

ⅰ 要支援１ 583単位 ⅰ 要支援１ 582単位
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ⅱ 要支援２ 724単位 ⅱ 要支援２ 723単位

ｃ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅲ) ｃ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅲ)

ⅰ 要支援１ 623単位 ⅰ 要支援１ 619単位

ⅱ 要支援２ 778単位 ⅱ 要支援２ 774単位

ｄ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅳ) ｄ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅳ)

ⅰ 要支援１ 623単位 ⅰ 要支援１ 619単位

ⅱ 要支援２ 778単位 ⅱ 要支援２ 774単位

⑵ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費 ⑵ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費

㈠ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ) ㈠ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

ａ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費 ａ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費

(ⅰ) (ⅰ)

ⅰ 要支援１ 623単位 ⅰ 要支援１ 618単位

ⅱ 要支援２ 780単位 ⅱ 要支援２ 775単位

ｂ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費 ｂ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費

(ⅱ) (ⅱ)

ⅰ 要支援１ 656単位 ⅰ 要支援１ 660単位

ⅱ 要支援２ 813単位 ⅱ 要支援２ 817単位

ｃ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費 ｃ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費

(ⅲ) (ⅲ)

ⅰ 要支援１ 623単位 ⅰ 要支援１ 618単位

ⅱ 要支援２ 780単位 ⅱ 要支援２ 775単位

ｄ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費 ｄ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費

(ⅳ) (ⅳ)

ⅰ 要支援１ 656単位 ⅰ 要支援１ 660単位

ⅱ 要支援２ 813単位 ⅱ 要支援２ 817単位

㈡ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ) ㈡ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)

ａ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費 ａ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費

(ⅰ) (ⅰ)

ⅰ 要支援１ 650単位 ⅰ 要支援１ 649単位

ⅱ 要支援２ 807単位 ⅱ 要支援２ 806単位

ｂ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費 ｂ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費

(ⅱ) (ⅱ)

ⅰ 要支援１ 650単位 ⅰ 要支援１ 649単位

ⅱ 要支援２ 807単位 ⅱ 要支援２ 806単位

ｃ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費 ｃ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費
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(ⅲ) (ⅲ)

ⅰ 要支援１ 650単位 ⅰ 要支援１ 649単位

ⅱ 要支援２ 807単位 ⅱ 要支援２ 806単位

ｄ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費 ｄ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費

(ⅳ) (ⅳ)

ⅰ 要支援１ 650単位 ⅰ 要支援１ 649単位

ⅱ 要支援２ 807単位 ⅱ 要支援２ 806単位

㈢ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ) ㈢ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)

ａ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費 ａ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費

(ⅰ) (ⅰ)

ⅰ 要支援１ 650単位 ⅰ 要支援１ 649単位

ⅱ 要支援２ 807単位 ⅱ 要支援２ 806単位

ｂ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費 ｂ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費

(ⅱ) (ⅱ)

ⅰ 要支援１ 650単位 ⅰ 要支援１ 649単位

ⅱ 要支援２ 807単位 ⅱ 要支援２ 806単位

ｃ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費 ｃ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費

(ⅲ) (ⅲ)

ⅰ 要支援１ 650単位 ⅰ 要支援１ 649単位

ⅱ 要支援２ 807単位 ⅱ 要支援２ 806単位

ｄ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費 ｄ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費

(ⅳ) (ⅳ)

ⅰ 要支援１ 650単位 ⅰ 要支援１ 649単位

ⅱ 要支援２ 807単位 ⅱ 要支援２ 806単位

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚 注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚

生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を 生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を

満たすものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設で 満たすものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設で

ある指定介護予防短期入所療養介護事業所（指定介護予防サー ある指定介護予防短期入所療養介護事業所（指定介護予防サー

ビス基準第187条第１項に規定する指定介護予防短期入所療養介 ビス基準第187条第１項に規定する指定介護予防短期入所療養介

護事業所をいう。以下同じ において、指定介護予防短期入所 護事業所をいう。以下同じ において、指定介護予防短期入所

療養介護（指定介護予防サービス基準第186条に規定する指定介 療養介護（指定介護予防サービス基準第186条に規定する指定介

護予防短期入所療養介護をいう。以下同じ を行った場合に、 護予防短期入所療養介護をいう。以下同じ を行った場合に、

当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準 当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準

に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区分に応じて、それ に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区分に応じて、それ

ぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤 ぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤
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務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の 務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の

97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、 97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、

看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴 看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴

覚士の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、 覚士の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、

別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

２ ⑵について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場 ２ ⑵について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場

合は、１日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算 合は、１日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算

定する。 定する。

３ 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関す ３ 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関す

る基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介護予 る基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介護予

防短期入所療養介護事業所については、夜勤職員配置加算とし 防短期入所療養介護事業所については、夜勤職員配置加算とし

て、１日につき24単位を所定単位数に加算する。 て、１日につき24単位を所定単位数に加算する。

４ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都 （削除）

道府県知事に届け出た介護老人保健施設については、リハビリ

テーション機能強化加算として、１日につき30単位を所定単位

数に加算する。

５ 指定介護予防短期入所療養介護事業所の理学療法士、作業療 ４ 指定介護予防短期入所療養介護事業所の医師、看護職員、理

法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーションを行った場合は、 学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同して利用者ごとに

個別リハビリテーション実施加算として、１日につき240単位を 個別リハビリテーション計画を作成し、当該リハビリテーショ

所定単位数に加算する。 ン計画に基づき、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作

業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーションを行った場

合は、個別リハビリテーション実施加算として、１日につき240

単位を所定単位数に加算する。

６ 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅で ５ 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅で

の生活が困難であり、緊急に指定介護予防短期入所療養介護を の生活が困難であり、緊急に指定介護予防短期入所療養介護を

利用することが適当であると判断した者に対し、指定介護予防 利用することが適当であると判断した者に対し、指定介護予防

短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起算 短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起算

して７日を限度として、１日につき200単位を所定単位数に加算 して７日を限度として、１日につき200単位を所定単位数に加算

する。 する。

７ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都 ６ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所に 道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所に

おいて、若年性認知症利用者に対して指定介護予防短期入所療 おいて、若年性認知症利用者に対して指定介護予防短期入所療

養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として１ 養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として１

日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、注６を算定 日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、注５を算定

している場合は、算定しない。 している場合は、算定しない。
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８ 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ ７ 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ

とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定介護予 とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定介護予

防短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道に 防短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道に

つき184単位を所定単位数に加算する。 つき184単位を所定単位数に加算する。

９ 次のいずれかに該当する者に対して、介護老人保健施設介護 ８ 次のいずれかに該当する者に対して、介護老人保健施設介護

予防短期入所療養介護費を支給する場合は、介護老人保健施設 予防短期入所療養介護費を支給する場合は、介護老人保健施設

介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設介護予防短 介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設介護予防短

期入所療養介護費(ⅲ)若しくは(ⅳ)、介護老人保健施設介護予防短 期入所療養介護費(ⅲ)若しくは(ⅳ)、介護老人保健施設介護予防短

期入所療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健施設介護予防短期入所療養 期入所療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健施設介護予防短期入所療養

介護費(ⅲ)若しくは(ⅳ)又は介護老人保健施設介護予防短期入所療 介護費(ⅲ)若しくは(ⅳ)又は介護老人保健施設介護予防短期入所療

養介護費(Ⅲ)の介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅲ) 養介護費(Ⅲ)の介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅲ)

若しくは(ⅳ)を算定する。 若しくは(ⅳ)を算定する。

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が

判断した者 判断した者

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来型個室 ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来型個室

を利用する者 を利用する者

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況 ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況

に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利 に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利

用の必要があると医師が判断した者 用の必要があると医師が判断した者

10 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注１ ９ 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注１

の規定による届出に相当する介護保健施設サービスに係る届出 の規定による届出に相当する介護保健施設サービスに係る届出

があったときは、注１の規定による届出があったものとみなす。 があったときは、注１の規定による届出があったものとみなす。

11 利用者が連続して30日を超えて指定介護予防短期入所療養介 10 利用者が連続して30日を超えて指定介護予防短期入所療養介

護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた 護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた

指定介護予防短期入所療養介護については、介護老人保健施設 指定介護予防短期入所療養介護については、介護老人保健施設

における介護予防短期入所療養介護費は、算定しない。 における介護予防短期入所療養介護費は、算定しない。

12 ⑴㈡及び㈢並びに⑵㈡及び㈢について、利用者に対して、指 11 ⑴㈡及び㈢並びに⑵㈡及び㈢について、利用者に対して、指

導管理等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大 導管理等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大

臣が定めるものを行った場合に、特別療養費として、別に厚生 臣が定めるものを行った場合に、特別療養費として、別に厚生

労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。 労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。

13 ⑴㈡及び㈢並びに⑵㈡及び㈢について、別に厚生労働大臣が 12 ⑴㈡及び㈢並びに⑵㈡及び㈢について、別に厚生労働大臣が

定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け 定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け

出た介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事 出た介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事

業所については、療養体制維持特別加算として、１日につき27 業所については、療養体制維持特別加算として、１日につき27

単位を所定単位数に加算する。 単位を所定単位数に加算する。
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⑶ 療養食加算 23単位 ⑶ 療養食加算 23単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府 注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府

県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予 県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予

防短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養 防短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養

食を提供したときは、１日につき所定単位数を加算する。 食を提供したときは、１日につき所定単位数を加算する。

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい

ること。 ること。

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容 ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容

の食事の提供が行われていること。 の食事の提供が行われていること。

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して

いる指定介護予防短期入所療養介護事業所において行われて いる指定介護予防短期入所療養介護事業所において行われて

いること。 いること。

⑷ 緊急時施設療養費 ⑷ 緊急時施設療養費

利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない 利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない

事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。 事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。

㈠ 緊急時治療管理（１日につき） 511単位 ㈠ 緊急時治療管理（１日につき） 511単位

注１ 利用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場 注１ 利用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場

合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、 合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、

処置等を行ったときに算定する。 処置等を行ったときに算定する。

２ 同一の利用者について１月に１回、連続する３日を限度 ２ 同一の利用者について１月に１回、連続する３日を限度

として算定する。 として算定する。

㈡ 特定治療 ㈡ 特定治療

医科診療報酬点数表第１章及び第２章において、高齢者の医 注 医科診療報酬点数表第１章及び第２章において、高齢者の

療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第57条第３項に 医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第57条第３

規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハ 項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定され

ビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療（別に厚生 るリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療（別

労働大臣が定めるものを除く を行った場合に、当該診療に係 に厚生労働大臣が定めるものを除く を行った場合に、当該

る医科診療報酬点数表第１章及び第２章に定める点数に10円を 診療に係る医科診療報酬点数表第１章及び第２章に定める点

乗じて得た額を算定する。 数に10円を乗じて得た額を算定する。

⑸ サービス提供体制強化加算 ⑸ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、 道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、

利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、 利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、

当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位 当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位

数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して 数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して
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いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位

㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 12単位 ㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位

㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ６単位 ㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ６単位

㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６単位 ㈣ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６単位

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

介護予防短期入所療養介護費におけるサービス提供体制強化加算の

基準

イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ

⑴ 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業

所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

㈠ 指定介護予防短期入所療養介護を行う介護老人保健施設で

ある指定介護予防短期入所療養介護事業所の介護職員の総数

のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であるこ

と。

㈡ 通所介護費等算定方法第十八号イに規定する基準のいずれ

にも該当しないこと。

ロ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ

⑴ 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業

所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

㈠ 指定介護予防短期入所療養介護を行う介護老人保健施設で

ある指定介護予防短期入所療養介護事業所の介護職員の総数

のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であるこ

と。

㈡ イ⑴㈡に該当するものであること。

ハ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

⑴ 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業

所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

㈠ 指定介護予防短期入所療養介護を行う介護老人保健施設で

ある指定介護予防短期入所療養介護事業所の看護・介護職員

の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上で

あること。

㈡ イ⑴㈡に該当するものであること。

ニ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
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⑴ 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業

所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

㈠ 指定介護予防短期入所療養介護を行う介護老人保健施設で

ある指定介護予防短期入所療養介護事業所の指定介護予防短

期入所療養介護又は介護保健施設サービスを利用者又は入所

者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数三年以上の者

の占める割合が百分の三十以上であること。

㈡ イ⑴㈡に該当するものであること。

⑹ 介護職員処遇改善加算 ⑹ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃

金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た 金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た

指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定 指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定

介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる 介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる

区分に従い、平成27年３月31日までの間、次に掲げる単位数を 区分に従い、平成30年３月31日までの間、次に掲げる単位数を

所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を 所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を

算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定 算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定

しない。 しない。

㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑸までにより算定した単

位数の1000分の27に相当する単位数

㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑸までにより算定した単 ㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑸までにより算定した単

位数の1000分の15に相当する単位数 位数の1000分の15に相当する単位数

㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ㈠により算定した単位数の100分 ㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ㈡により算定した単位数の100分

の90に相当する単位数 の90に相当する単位数

㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ㈠により算定した単位数の100分 ㈣ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ㈡により算定した単位数の100分

の80に相当する単位数 の80に相当する単位数

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

介護予防短期入所療養介護費における介護職員処遇改善加算の基準

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合す

ること。

⑴ 介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善（以下「賃金改

善」という。）に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算

の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計

画に基づき適切な措置を講じていること。
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⑵ 指定介護予防短期入所療養介護事業所において、⑴の賃金改

善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他

の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計

画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事（地方

自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九

第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第二

百五十二条の二十二第一項の中核市（以下「中核市」という。）

にあっては、指定都市又は中核市の市長。第三十五号及び第六

十五号を除き、以下同じ。）に届け出ていること。

⑶ 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施す

ること。

⑷ 当該指定介護予防短期入所療養介護事業所において、事業年

度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報

告すること。

⑸ 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法（昭和

二十二年法律第四十九号）、労働者災害補償保険法（昭和二十

二年法律第五十号）、最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十

七号）、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）、雇用

保険法（昭和四十九年法律第百十六号）その他の労働に関する

法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。

⑹ 当該指定介護予防短期入所療養介護事業所において、労働保

険料（労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年

法律第八十四号）第十条第二項に規定する労働保険料をいう。

以下同じ。）の納付が適正に行われていること。

⑺ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

㈠ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介

護職員の賃金に関するものを含む。）を定めていること。

㈡ ㈠の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に

周知していること。

㈢ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該

計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

㈣ ㈢について、全ての介護職員に周知していること。

⑻ 平成二十七年四月から⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職
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員に周知していること。

ロ 経営状況等を理由に事業の継続が著しく困難となった場合であ

って、介護職員の賃金水準（本加算による賃金改善分を除く。）

を見直した上で賃金改善を行う場合には、その内容について都道

府県知事に届け出ること。

ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合す

ること。

⑴ イ⑴から⑹までに掲げる基準に適合すること。

⑵ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

㈠ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件

（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めているこ

と。

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員

に周知していること。

㈡ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当

該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保しているこ

と。

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

⑶ 平成二十年十月からイ⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職

員に周知していること。

ニ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合し、かつハ⑵又は⑶に掲げる基準のいずれかに適合す

ること。

ホ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合すること。

ロ 療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費 ロ 療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

⑴ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（１日につき） ⑴ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（１日につき）

㈠ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ) ㈠ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

ａ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) ａ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)

ⅰ 要支援１ 556単位 ⅰ 要支援１ 523単位
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ⅱ 要支援２ 690単位 ⅱ 要支援２ 657単位

ｂ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) ｂ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)

ⅰ 要支援１ 618単位 ⅰ 要支援１ 551単位

ⅱ 要支援２ 773単位 ⅱ 要支援２ 685単位

（新設） ｃ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅲ)

ⅰ 要支援１ 541単位

ⅱ 要支援２ 675単位

（新設） ｄ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅳ)

ⅰ 要支援１ 579単位

ⅱ 要支援２ 734単位

（新設） ｅ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅴ)

ⅰ 要支援１ 612単位

ⅱ 要支援２ 767単位

（新設） ｆ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅵ)

ⅰ 要支援１ 600単位

ⅱ 要支援２ 755単位

㈡ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ) ㈡ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)

ａ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) ａ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)

ⅰ 要支援１ 521単位 ⅰ 要支援１ 492単位

ⅱ 要支援２ 646単位 ⅱ 要支援２ 617単位

ｂ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) ｂ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)

ⅰ 要支援１ 583単位 ⅰ 要支援１ 507単位

ⅱ 要支援２ 729単位 ⅱ 要支援２ 632単位

（新設） ｃ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅲ)

ⅰ 要支援１ 550単位

ⅱ 要支援２ 696単位

（新設） ｄ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅳ)

ⅰ 要支援１ 568単位

ⅱ 要支援２ 714単位

㈢ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ) ㈢ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)

ａ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(i) ａ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(i)

ⅰ 要支援１ 497単位 ⅰ 要支援１ 476単位

ⅱ 要支援２ 615単位 ⅱ 要支援２ 594単位

ｂ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) ｂ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)

ⅰ 要支援１ 559単位 ⅰ 要支援１ 534単位
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ⅱ 要支援２ 699単位 ⅱ 要支援２ 674単位

⑵ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費（１日につき） ⑵ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費（１日につき）

㈠ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ) ㈠ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

ａ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(i) ａ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(i)

ⅰ 要支援１ 556単位 ⅰ 要支援１ 532単位

ⅱ 要支援２ 690単位 ⅱ 要支援２ 666単位

ｂ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) ｂ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)

ⅰ 要支援１ 618単位 ⅰ 要支援１ 589単位

ⅱ 要支援２ 773単位 ⅱ 要支援２ 744単位

㈡ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ) ㈡ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)

ａ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(i) ａ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(i)

ⅰ 要支援１ 556単位 ⅰ 要支援１ 532単位

ⅱ 要支援２ 690単位 ⅱ 要支援２ 666単位

ｂ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) ｂ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)

ⅰ 要支援１ 618単位 ⅰ 要支援１ 589単位

ⅱ 要支援２ 773単位 ⅱ 要支援２ 744単位

⑶ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（１日に ⑶ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（１日に

つき） つき）

㈠ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ) ㈠ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

ａ 要支援１ 625単位 ａ 要支援１ 605単位

ｂ 要支援２ 782単位 ｂ 要支援２ 762単位

㈡ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ) ㈡ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)

ａ 要支援１ 625単位 ａ 要支援１ 633単位

ｂ 要支援２ 782単位 ｂ 要支援２ 790単位

（新設） ㈢ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)

ａ 要支援１ 623単位

ｂ 要支援２ 780単位

（新設） ㈣ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)

ａ 要支援１ 605単位

ｂ 要支援２ 762単位

（新設） ㈤ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)

ａ 要支援１ 633単位

ｂ 要支援２ 790単位

（新設） ㈥ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅵ)

ａ 要支援１ 623単位
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ｂ 要支援２ 780単位

⑷ ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費（１ ⑷ ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費（１

日につき） 日につき）

㈠ ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費 ㈠ ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費

(Ⅰ) (Ⅰ)

ａ 要支援１ 625単位 ａ 要支援１ 605単位

ｂ 要支援２ 782単位 ｂ 要支援２ 762単位

㈡ ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費 ㈡ ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費

(Ⅱ) (Ⅱ)

ａ 要支援１ 625単位 ａ 要支援１ 605単位

ｂ 要支援２ 782単位 ｂ 要支援２ 762単位

注１ 療養病床（医療法（昭和23年法律第205号）第７条第２項第 注１ 療養病床（医療法（昭和23年法律第205号）第７条第２項第

４号に規定する療養病床をいう。以下同じ を有する病院であ ４号に規定する療養病床をいう。以下同じ を有する病院であ

る指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労 る指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労

働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が 働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が

定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものと 定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものと

して都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病棟 して都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病棟

（療養病床に係るものに限る において、指定介護予防短期入 （療養病床に係るものに限る において、指定介護予防短期入

所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別 所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別

に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要 に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要

支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただ 支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただ

し、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない し、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない

場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定す 場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定す

る。なお、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の る。なお、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の

員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に 員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に

厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。

指定介護予防短期入所療養介護の施設基準

イ～ハ （略）

ニ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費を算定すべき指定介

護予防短期入所療養介護の施設基準

⑴ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)(ⅰ)又は(ⅳ)を算定

すべき指定介護予防短期入所療養介護の施設基準

㈠ 療養病床を有する病院（医療法施行規則（昭和二十三年厚
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生省令第五十号）第五十二条の規定の適用を受ける病院を除

く。）である指定介護予防短期入所療養介護事業所であるこ

と。

㈡ 当該介護予防指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る

病棟（以下「療養病棟」という。）における看護職員の数が、

常勤換算方法で、入院患者等（当該療養病棟における指定短

期入所療養介護（指定居宅サービス等基準第百四十一条に規

定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。）の利用者

及び入院患者をいう。）の数の合計数が六又はその端数を増

すごとに一以上であること。

㈢ 当該療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、

入院患者等の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以

上であること。

㈣～㈧ （略）

⑵ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)(ⅱ)又は(ⅴ)を算定

すべき指定介護予防短期入所療養介護の施設基準

㈠ ⑴に該当するものであること。

㈡ 次のいずれにも適合すること。

ａ 算定日が属する月の前三月間における入院患者等のうち、

重篤な身体疾患を有する者及び身体合併症を有する認知症

高齢者の占める割合が百分の五十以上であること。

ｂ 算定日が属する月の前三月間における入院患者等のうち、

喀痰(かくたん)吸引、経管栄養又はインスリン注射が実施

された者の占める割合が百分の五十以上であること。

㈢ 算定日が属する月の前三月間における入院患者等のうち次

のいずれにも適合する者の占める割合が百分の十以上である

こと。

ａ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の

見込みがないと診断した者であること。

ｂ 入所者又はその家族等の同意を得て、当該入所者のター

ミナルケアに係る計画が作成されていること。

ｃ 医師、看護師、介護職員等が共同して、入所者の状態又

は家族の求め等に応じ随時、本人又はその家族への説明を

行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。

㈣ 生活機能を維持改善するリハビリテーションを行っている
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こと。

㈤ 地域に貢献する活動を行っていること（平成二十七年度に

限り、平成二十八年度中において当該活動を行うことが見込

まれることを含む。）。

⑶ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)(ⅲ)又は(ⅵ)を算定

すべき指定介護予防短期入所療養介護の施設基準

⑵の規定を準用する。この場合において、⑵㈡ｂ中「百分の

五十」とあるのは「百分の三十」と、⑵㈢中「百分の十」とあ

るのは「百分の五」と読み替えるものとする。

⑷ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)(ⅰ)又は(ⅲ)を算定

すべき指定介護予防短期入所療養介護の施設基準

㈠ ⑴㈠、㈡及び㈣から㈧までに該当するものであること。

㈡ 当該療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、

入院患者等の数の合計数が五又はその端数を増すごとに一以

上であること。

⑸ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)(ⅱ)又は(ⅳ)を算定

すべき指定介護予防短期入所療養介護の施設基準

㈠ ⑷に該当するものであること。

㈡ ⑵㈡から㈤までの規定を準用する。この場合において、⑵

㈡ｂ中「百分の五十」とあるのは「百分の三十」と、⑵㈢中

「百分の十」とあるのは「百分の五」と読み替えるものとす

る。

⑹ 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)を算定すべき指

定介護予防短期入所療養介護の施設基準

㈠ ⑴㈠、㈡及び㈣から㈧までに該当するものであること。

㈡ 当該療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、

入院患者等の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以

上であること。

ホ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費を算定すべき

指定介護予防短期入所療養介護の施設基準

⑴ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)を算定す

べき指定介護予防短期入所療養介護の施設基準

㈠ （略）

㈡ 当該療養病棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、

入院患者等の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以
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上であること。

㈢ 当該療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、

入院患者等の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以

上であること。

㈣～㈥ （略）

⑵ 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)を算定す

べき指定介護予防短期入所療養介護の施設基準

㈠ 当該療養病棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、

入院患者等の数の合計数が八又はその端数を増すごとに一以

上であること。

㈡ （略）

ヘ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費又はユニ

ット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費を算定す

べき指定介護予防短期入所療養介護の施設基準

⑴ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)又は

(Ⅳ)を算定すべき指定介護予防短期入所療養介護の施設基準

㈠ （略）

㈡ 当該療養病棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、

入院患者等の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以

上であること。

㈢ 当該療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、

入院患者等の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以

上であること。

㈣ （略）

⑵ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)又は

(Ⅴ)を算定すべき指定介護予防短期入所療養介護の施設基準

㈠ ⑴に該当するものであること。

㈡ ニ⑵㈡から㈤までの規定を準用する。

⑶ ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)又は

(Ⅵ)を算定すべき指定介護予防短期入所療養介護の施設基準

㈠ ⑴に該当するものであること。

㈡ ニ⑵㈡から㈤までの規定を準用する。この場合において、

ニ⑵㈡ｂ中「百分の五十」とあるのは「百分の三十」と、ニ

⑵㈢中「百分の十」とあるのは「百分の五」と読み替えるも

のとする。
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⑷ （略）

ト～ル （略）

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。

指定介護予防短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基

準

イ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保

健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅱ)、介護老人保健

施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健施設介護予防

短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅱ)、介護老人保健施設介護予防短

期入所療養介護費(Ⅲ)の介護老人保健施設介護予防短期入所療養介

護費(ⅰ)若しくは(ⅱ)、病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

の病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)、(ⅱ)若しくは(ⅲ)、

病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床介護

予防短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅱ)、病院療養病床介護予防短

期入所療養介護費(Ⅲ)の病院療養病床介護予防短期入所療養介護費

(ⅰ)、病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の病院療

養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)、病院療養病床経過

型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床経過型介護予防

短期入所療養介護費(ⅰ)、診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の

診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)、(ⅱ)若しくは(ⅲ)、診療所介

護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の診療所介護予防短期入所療養介護

費(ⅰ)、認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の認知症疾患

型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)、認知症疾患型介護予防短期入

所療養介護費(Ⅱ)の認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)、

認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)の認知症疾患型介護

予防短期入所療養介護費(ⅰ)、認知症疾患型介護予防短期入所療養

介護費(Ⅳ)の認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)、認知症

疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)の認知症疾患型介護予防短

期入所療養介護費(ⅰ)又は認知症疾患型経過型介護予防短期入所療

養介護費(Ⅰ)を算定すべき指定介護予防短期入所療養介護に係る別

に厚生労働大臣が定める基準

ユニット（指定居宅サービス等基準第百五十五条の二、介護老

人保健施設基準第三十九条又は健康保険法等の一部を改正する法
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律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有する

ものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関

する基準（平成十一年厚生省令第四十一号。以下「指定介護療養

型医療施設基準」という。）第三十七条に規定するユニットをい

う。以下この号において同じ。）に属さない療養室又は病室（介

護老人保健施設基準第三条第二項第一号に掲げる療養室又は指定

介護療養型医療施設基準第三条第二項、第四条第二項又は第五条

第二項に規定する病室をいう。ロにおいて同じ。）（定員が一人

のものに限る。）の利用者に対して行われるものであること。

ロ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保

健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅲ)若しくは(ⅳ)、介護老人保健

施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健施設介護予防

短期入所療養介護費(ⅲ)若しくは(ⅳ)、介護老人保健施設介護予防短

期入所療養介護費(Ⅲ)の介護老人保健施設介護予防短期入所療養介

護費(ⅲ)若しくは(ⅳ)、病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

の病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅳ)、(ⅴ)若しくは(ⅵ)、

病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床介護

予防短期入所療養介護費(ⅲ)若しくは(ⅳ)、病院療養病床介護予防短

期入所療養介護費(Ⅲ)の病院療養病床介護予防短期入所療養介護費

(ⅱ)、病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の病院療

養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)、病院療養病床経過

型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床経過型介護予防

短期入所療養介護費(ⅱ)、診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の

診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅳ)、(ⅴ)若しくは(ⅵ)、診療所介

護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の診療所介護予防短期入所療養介護

費(ⅱ)、認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の認知症疾患

型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)、認知症疾患型介護予防短期入

所療養介護費(Ⅱ)の認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)、

認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)の認知症疾患型介護

予防短期入所療養介護費(ⅱ)、認知症疾患型介護予防短期入所療養

介護費(Ⅳ)の認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)、認知症

疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)の認知症疾患型介護予防短

期入所療養介護費(ⅱ)又は認知症疾患型経過型介護予防短期入所療

養介護費(ⅱ)を算定すべき指定介護予防短期入所療養介護に係る別

に厚生労働大臣が定める基準
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ユニットに属さない療養室又は病室（定員が二人以上のものに

限る。）の利用者に対して行われるものであること。

ハ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の

ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)若し

くは(ⅱ)、ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護

費(ⅱ)のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費

(ⅰ)若しくは(ⅱ)、ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療

養介護費(Ⅲ)のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養

介護費(ⅰ)若しくは(ⅱ)、ユニット型病院療養病床介護予防短期入所

療養介護費(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、ユニット型病院療養病床経過型介

護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)、ユニット型診療所介護予防短期入

所療養介護費(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、ユニット型認知症疾患型介護予

防短期入所療養介護費(Ⅰ)の認知症疾患型介護予防短期入所療養介

護費(ⅰ)又は認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の認知症

疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)を算定すべき指定介護予防

短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニットに属する療養室等（指定居宅サービス等基準第百五十

五条の二に規定する療養室等をいう。ニにおいて同じ。）（介護

老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ⑶(ⅰ)又は指定介護療

養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ⑶(ⅰ)、第四十条第二

項第一号イ⑶(ⅰ)若しくは第四十一条第二項第一号イ⑶(ⅰ)（指定居

宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部

を改正する省令（平成十七年厚生労働省令第百三十九号。以下「指

定居宅サービス基準改正省令」という。）附則第五条第一項又は

附則第七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）

を満たすものに限る。）の利用者に対して行われるものであるこ

と。

ニ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の

ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅲ)若し

くは(ⅳ)、ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護

費(Ⅱ)のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費

(ⅲ)若しくは(ⅳ)、ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療

養介護費(Ⅲ)のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養

介護費(ⅲ)若しくは(ⅳ)、ユニット型病院療養病床介護予防短期入所

療養介護費(Ⅳ)、(Ⅴ)若しくは(Ⅵ)、ユニット型病院療養病床経過型介
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護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)、ユニット型診療所介護予防短期入

所療養介護費(Ⅳ)、(Ⅴ)若しくは(Ⅵ)、ユニット型認知症疾患型介護予

防短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型認知症疾患型介護予防短期

入所療養介護費(ⅱ)又はユニット型認知症疾患型介護予防短期入所

療養介護費(Ⅱ)のユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介

護費(ⅱ)を算定すべき指定介護予防短期入所療養介護に係る別に厚

生労働大臣が定める基準

ユニットに属する療養室等（介護老人保健施設基準第四十一条

第二項第一号イ⑶(ⅱ)又は指定介護療養型医療施設基準第三十九条

第二項第一号イ⑶(ⅱ)、第四十条第二項第一号イ⑶(ⅱ)若しくは第四

十一条第二項第一号イ⑶(ⅱ)を満たすものに限るものとし、介護老

人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ⑶(ⅰ)又は指定介護療養

型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ⑶(ⅰ)、第四十条第二項

第一号イ⑶(ⅰ)若しくは第四十一条第二項第一号イ⑶(ⅰ)（指定居宅

サービス基準改正省令附則第五条第一項又は附則第七条第一項の

規定により読み替えて適用する場合を含む。）を満たすものを除

く。）の利用者に対して行われるものであること。こと。

２ ⑶及び⑷について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさ ２ ⑶及び⑷について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさ

ない場合は、１日につき所定単位数の100分の97に相当する単位 ない場合は、１日につき所定単位数の100分の97に相当する単位

数を算定する。 数を算定する。

３ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護予防 ３ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護予防

短期入所療養介護事業所については、病院療養病床療養環境減 短期入所療養介護事業所については、病院療養病床療養環境減

算として、１日につき25単位を所定単位数から減算する。 算として、１日につき25単位を所定単位数から減算する。

４ 医師の配置について、医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50 ４ 医師の配置について、医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50

号）第49条の規定が適用されている病院については、１日につ 号）第49条の規定が適用されている病院については、１日につ

き12単位を所定単位数から減算する。 き12単位を所定単位数から減算する。

５ 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関す ５ 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関す

る基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介護予 る基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介護予

防短期入所療養型介護事業所については、当該基準に掲げる区分 防短期入所療養介護事業所については、当該基準に掲げる区分

に従い、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 に従い、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

イ 夜間勤務等看護(Ⅰ) 23単位 イ 夜間勤務等看護(Ⅰ) 23単位

ロ 夜間勤務等看護(Ⅱ) 14単位 ロ 夜間勤務等看護(Ⅱ) 14単位

ハ 夜間勤務等看護(Ⅲ) 14単位 ハ 夜間勤務等看護(Ⅲ) 14単位

ニ 夜間勤務等看護(Ⅳ) ７単位 ニ 夜間勤務等看護(Ⅳ) ７単位
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６ 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅で ６ 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅で

の生活が困難であり、緊急に指定介護予防短期入所療養介護を の生活が困難であり、緊急に指定介護予防短期入所療養介護を

利用することが適当であると判断した者に対し、指定介護予防 利用することが適当であると判断した者に対し、指定介護予防

短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起算 短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起算

して７日を限度として、１日につき200単位を所定単位数に加算 して７日を限度として、１日につき200単位を所定単位数に加算

する。 する。

７ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都 ７ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所に 道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所に

おいて、若年性認知症利用者に対して指定介護予防短期入所療 おいて、若年性認知症利用者に対して指定介護予防短期入所療

養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として１ 養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として１

日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、注６を算定 日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、注６を算定

している場合は、算定しない。 している場合は、算定しない。

８ 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ ８ 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ

とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定介護予 とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定介護予

防短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道に 防短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道に

つき184単位を所定単位数に加算する。 つき184単位を所定単位数に加算する。

９ 次のいずれかに該当する者に対して、病院療養病床介護予防 ９ 次のいずれかに該当する者に対して、病院療養病床介護予防

短期入所療養介護費(Ⅰ)、病院療養病床介護予防短期入所療養介 短期入所療養介護費(Ⅰ)、病院療養病床介護予防短期入所療養介

護費(Ⅱ)若しくは病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)又 護費(Ⅱ)若しくは病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)又

は病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)若しくは は病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)若しくは

病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)を支給する 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)を支給する

場合は、それぞれ、病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ) 場合は、それぞれ、病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

の病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)、病院療養病床 の病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅳ)、(ⅴ)若しくは(ⅵ)、

介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床介護予防短期入 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床介

所療養介護費(ⅱ)若しくは病院療養病床介護予防短期入所療養介 護予防短期入所療養介護費(ⅲ)若しくは(ⅳ)若しくは病院療養病床

護費(Ⅲ)の病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)又は病院 介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)の病院療養病床介護予防短期入

療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の病院療養病床 所療養介護費(ⅱ)又は病院療養病床経過型介護予防短期入所療養

経過型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)若しくは病院療養病床経 介護費(Ⅰ)の病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)

過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床経過型介護 若しくは病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の

予防短期入所療養介護費(ⅱ)を算定する。 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)を算定する。

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が

判断した者 判断した者

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来型個室 ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来型個室

を利用する者 を利用する者

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況 ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況
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に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利 に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利

用の必要があると医師が判断した者 用の必要があると医師が判断した者

10 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注１ 10 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注１

及び注５の規定による届出に相当する介護療養施設サービス（ 及び注５の規定による届出に相当する介護療養施設サービス（

健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附 健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附

則第130条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものと 則第130条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものと

された同法第26条の規定による改正前の法第８条第26項に規定 された同法第26条の規定による改正前の法第８条第26項に規定

する介護療養施設サービスをいう。以下同じ に係る届出があ する介護療養施設サービスをいう。以下同じ に係る届出があ

ったときは、注１及び注５の規定による届出があったものとみ ったときは、注１及び注５の規定による届出があったものとみ

なす。 なす。

11 利用者が連続して30日を超えて指定介護予防短期入所療養介 11 利用者が連続して30日を超えて指定介護予防短期入所療養介

護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた 護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた

指定介護予防短期入所療養介護については、療養病床を有する 指定介護予防短期入所療養介護については、療養病床を有する

病院における介護予防短期入所療養介護費は、算定しない。 病院における介護予防短期入所療養介護費は、算定しない。

⑸ 療養食加算 23単位 ⑸ 療養食加算 23単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府 注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府

県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予 県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予

防短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養 防短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養

食を提供したときは、１日につき所定単位数を加算する。 食を提供したときは、１日につき所定単位数を加算する。

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい

ること。 ること。

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容 ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容

の食事の提供が行われていること。 の食事の提供が行われていること。

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して

いる指定介護予防短期入所療養介護事業所において行われて いる指定介護予防短期入所療養介護事業所において行われて

いること。 いること。

⑹ 特定診療費 ⑹ 特定診療費

注 利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日 注 利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日

常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを 常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを

行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じ 行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じ

て得た額を算定する。 て得た額を算定する。

⑺ サービス提供体制強化加算 ⑺ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、 道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、

利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、 利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、
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当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位 当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位

数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して 数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して

いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位

㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 12単位 ㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位

㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ６単位 ㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ６単位

㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６単位 ㈣ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６単位

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

介護予防短期入所療養介護費におけるサービス提供体制強化加算の

基準

イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ

⑵ 病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所又は診療所

である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、次に

掲げる基準のいずれにも適合すること。

㈠ 指定介護予防短期入所療養介護を行う療養病床に係る病棟

（以下「療養病棟」という 、当該指定介護予防短期入所療

養介護を行う病室（以下「病室」という 又は当該指定介護

予防短期入所療養介護を行う認知症病棟の介護職員の総数の

うち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。

㈡ 通所介護費等算定方法第十八号ロ又はハに規定する基準の

いずれにも該当しないこと。

ロ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ

⑵ 病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所又は診療所

である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、次に

掲げる基準のいずれにも適合すること。

㈠ 療養病棟、病室又は認知症病棟の介護職員の総数のうち、

介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。

㈡ イ⑵㈡に該当するものであること。

ハ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

⑵ 病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所又は診療所

である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、次に

掲げる基準のいずれにも適合すること。

㈠ 療養病棟、病室又は認知症病棟の看護・介護職員の総数の

うち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
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㈡ イ⑵㈡に該当するものであること。

ニ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

⑵ 病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所又は診療所

である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、次に

掲げる基準のいずれにも適合すること。

㈠ 指定介護予防短期入所療養介護を行う療養病棟、病室又は

認知症病棟の指定介護予防短期入所療養介護又は介護療養施

設サービスを利用者又は入院患者に直接提供する職員の総数

のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以

上であること。

㈡ イ⑵㈡に該当するものであること。

⑻ 介護職員処遇改善加算 ⑻ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃

金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た 金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た

指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定 指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定

介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる 介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる

区分に従い、平成27年３月31日までの間、次に掲げる単位数を 区分に従い、平成30年３月31日までの間、次に掲げる単位数を

所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を 所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を

算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定 算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定

しない。 しない。

㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑺までにより算定した単

位数の1000分の20に相当する単位数

㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑺までにより算定した単 ㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑺までにより算定した単

位数の1000分の11に相当する単位数 位数の1000分の11に相当する単位数

㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ㈠により算定した単位数の100分 ㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ㈡により算定した単位数の100分

の90に相当する単位数 の90に相当する単位数

㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ㈠により算定した単位数の100分 ㈣ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ㈡により算定した単位数の100分

の80に相当する単位数 の80に相当する単位数

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

介護予防短期入所療養介護費における介護職員処遇改善加算の基準

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合す

ること。

⑴ 介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善（以下「賃金改
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善」という。）に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算

の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計

画に基づき適切な措置を講じていること。

⑵ 指定介護予防短期入所療養介護事業所において、⑴の賃金改

善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他

の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計

画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事（地方

自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九

第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第二

百五十二条の二十二第一項の中核市（以下「中核市」という。）

にあっては、指定都市又は中核市の市長。第三十五号及び第六

十五号を除き、以下同じ。）に届け出ていること。

⑶ 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施す

ること。

⑷ 当該指定介護予防短期入所療養介護事業所において、事業年

度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報

告すること。

⑸ 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法（昭和

二十二年法律第四十九号）、労働者災害補償保険法（昭和二十

二年法律第五十号）、最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十

七号）、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）、雇用

保険法（昭和四十九年法律第百十六号）その他の労働に関する

法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。

⑹ 当該指定介護予防短期入所療養介護事業所において、労働保

険料（労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年

法律第八十四号）第十条第二項に規定する労働保険料をいう。

以下同じ。）の納付が適正に行われていること。

⑺ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

㈠ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介

護職員の賃金に関するものを含む。）を定めていること。

㈡ ㈠の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に

周知していること。

㈢ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該

計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

㈣ ㈢について、全ての介護職員に周知していること。
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⑻ 平成二十七年四月から⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職

員に周知していること。

ロ 経営状況等を理由に事業の継続が著しく困難となった場合であ

って、介護職員の賃金水準（本加算による賃金改善分を除く。）

を見直した上で賃金改善を行う場合には、その内容について都道

府県知事に届け出ること。

ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合す

ること。

⑴ イ⑴から⑹までに掲げる基準に適合すること。

⑵ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

㈠ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件

（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めているこ

と。

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員

に周知していること。

㈡ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当

該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保しているこ

と。

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

⑶ 平成二十年十月からイ⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職

員に周知していること。

ニ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合し、かつハ⑵又は⑶に掲げる基準のいずれかに適合す

ること。

ホ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合すること。

ハ 診療所における介護予防短期入所療養介護費 ハ 診療所における介護予防短期入所療養介護費

⑴ 診療所介護予防短期入所療養介護費（１日につき） ⑴ 診療所介護予防短期入所療養介護費（１日につき）
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㈠ 診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ) ㈠ 診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

ａ 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) ａ 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)

ⅰ 要支援１ 539単位 ⅰ 要支援１ 507単位

ⅱ 要支援２ 669単位 ⅱ 要支援２ 637単位

ｂ 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) ｂ 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)

ⅰ 要支援１ 601単位 ⅰ 要支援１ 534単位

ⅱ 要支援２ 752単位 ⅱ 要支援２ 664単位

（新設） ｃ 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅲ)

ⅰ 要支援１ 525単位

ⅱ 要支援２ 655単位

（新設） ｄ 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅳ)

ⅰ 要支援１ 564単位

ⅱ 要支援２ 715単位

（新設） ｅ 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅴ)

ⅰ 要支援１ 596単位

ⅱ 要支援２ 747単位

（新設） ｆ 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅵ)

ⅰ 要支援１ 585単位

ⅱ 要支援２ 736単位

㈡ 診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ) ㈡ 診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)

ａ 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) ａ 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)

ⅰ 要支援１ 471単位 ⅰ 要支援１ 451単位

ⅱ 要支援２ 583単位 ⅱ 要支援２ 563単位

ｂ 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) ｂ 診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)

ⅰ 要支援１ 538単位 ⅰ 要支援１ 514単位

ⅱ 要支援２ 673単位 ⅱ 要支援２ 649単位

⑵ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費（１日につき） ⑵ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費（１日につき）

㈠ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ) ㈠ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

ａ 要支援１ 608単位 ａ 要支援１ 589単位

ｂ 要支援２ 761単位 ｂ 要支援２ 742単位

㈡ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ) ㈡ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)

ａ 要支援１ 608単位 ａ 要支援１ 616単位

ｂ 要支援２ 761単位 ｂ 要支援２ 769単位

（新設） ㈢ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)

ａ 要支援１ 607単位
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ｂ 要支援２ 760単位

（新設） ㈣ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)

ａ 要支援１ 589単位

ｂ 要支援２ 742単位

（新設） ㈤ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)

ａ 要支援１ 616単位

ｂ 要支援２ 769単位

（新設） ㈥ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅵ)

ａ 要支援１ 607単位

ｂ 要支援２ 760単位

注１ 診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、 注１ 診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして

都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病室にお 都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病室にお

いて、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合に、当該施 いて、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合に、当該施

設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げ 設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げ

る区分に従い、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所 る区分に従い、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所

定単位数を算定する。ただし、利用者の数が別に厚生労働大臣 定単位数を算定する。ただし、利用者の数が別に厚生労働大臣

が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めると が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めると

ころにより算定する。 ころにより算定する。

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。

指定介護予防短期入所療養介護の施設基準

イ～ト （略）

チ 診療所介護予防短期入所療養介護費を算定すべき指定介護予防

短期入所療養介護の施設基準

⑴ 診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)(ⅰ)又は(ⅳ)を算定すべき

指定介護予防短期入所療養介護の施設基準

㈠ 診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所である

こと。

㈡ 当該指定介護予防短期入所療養介護を行う病室（医療法施

行規則第十六条第二号の二又は第三号に規定する病室をい

う。以下このチ及びリにおいて同じ。）における看護職員の

数が、常勤換算方法で、入院患者等（当該病室における指定

短期入所療養介護の利用者及び入院患者をいう。以下このチ

及びリにおいて同じ。）の数の合計数が六又はその端数を増
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すごとに一以上であること。

㈢ 当該病室における介護職員の数が、常勤換算方法で、入院

患者等の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上で

あること。

㈣～㈦ （略）

⑵ 診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)(ⅱ)又は(ⅴ)を算定すべき

指定介護予防短期入所療養介護の施設基準

㈠ ⑴に該当するものであること。

㈡ 次のいずれにも適合すること。

ａ 算定日が属する月の前三月間における入院患者等のうち、

重篤な身体疾患を有する者及び身体合併症を有する認知症

高齢者の占める割合が百分の五十以上であること。

ｂ 算定日が属する月の前三月間における入院患者等のうち、

喀痰(かくたん)吸引、経管栄養又はインスリン注射が実施

された者の占める割合が百分の五十以上であること。

㈢ 算定日が属する月の前三月間における入院患者等のうち次

のいずれにも適合する者の占める割合が百分の十以上である

こと。

ａ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の

見込みがないと診断した者であること。

ｂ 入所者又はその家族等の同意を得て、当該入所者のター

ミナルケアに係る計画が作成されていること。

ｃ 医師、看護師、介護職員等が共同して、入所者の状態又

は家族の求め等に応じ随時、本人又はその家族への説明を

行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。

㈣ 生活機能を維持改善するリハビリテーションを行っている

こと。

㈤ 地域に貢献する活動を行っていること（平成二十七年度に

限り、平成二十八年度中において当該活動を行うことが見込

まれることを含む。）。

⑶ 診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)(ⅲ)又は(ⅵ)を算定すべき

指定介護予防短期入所療養介護の施設基準

㈠ ⑴に該当するものであること。

㈡ ⑵㈡から㈤までの規定を準用する。この場合において、⑵

㈡ａ中「百分の五十」とあるのは「百分の四十」と、⑵㈡ｂ
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中「百分の五十」とあるのは「百分の二十」と、⑵㈢中「百

分の十」とあるのは「百分の五」と読み替えるものとする。

⑷ 診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期

入所療養介護の施設基準

㈠ ⑴㈠及び㈣から㈦までに該当するものであること。

㈡ 当該病室における看護職員又は介護職員の数が、常勤換算

方法で、入院患者等の数の合計数が三又はその端数を増すご

とに一以上であること。

リ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費を算定すべき指

定介護予防短期入所療養介護の施設基準

⑴ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)又は(Ⅳ)を算

定すべき指定介護予防短期入所療養介護の施設基準

㈠ （略）

㈡ 当該病室における看護職員の数が、常勤換算方法で、入院

患者等の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上で

あること。

㈢ 当該病室における介護職員の数が、常勤換算方法で、入院

患者等の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上で

あること。

⑵ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)又は(Ⅴ)を算

定すべき指定介護予防短期入所療養介護の施設基準

㈠ ⑴に該当するものであること。

㈡ ニ⑵㈡から㈤までの規定を準用する。

⑶ ユニット型診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)又は(Ⅵ)を算

定すべき指定介護予防短期入所療養介護の施設基準

㈠ ⑴に該当するものであること。

㈡ チ⑵㈡から㈤までの規定を準用する。この場合において、

チ⑵㈡ａ中「百分の五十」とあるのは「百分の四十」と、チ

⑵㈡ｂ中「百分の五十」とあるのは「百分の二十」と、チ⑵

㈢中「百分の十」とあるのは「百分の五」と読み替えるもの

とする。

ヌ～カ （略）

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。
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指定介護予防短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基

準

イ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保

健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅱ)、介護老人保健

施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健施設介護予防

短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅱ)、介護老人保健施設介護予防短

期入所療養介護費(Ⅲ)の介護老人保健施設介護予防短期入所療養介

護費(ⅰ)若しくは(ⅱ)、病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

の病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)、(ⅱ)若しくは(ⅲ)、

病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床介護

予防短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅱ)、病院療養病床介護予防短

期入所療養介護費(Ⅲ)の病院療養病床介護予防短期入所療養介護費

(ⅰ)、病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の病院療

養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)、病院療養病床経過

型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床経過型介護予防

短期入所療養介護費(ⅰ)、診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の

診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)、(ⅱ)若しくは(ⅲ)、診療所介

護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の診療所介護予防短期入所療養介護

費(ⅰ)、認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の認知症疾患

型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)、認知症疾患型介護予防短期入

所療養介護費(Ⅱ)の認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)、

認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)の認知症疾患型介護

予防短期入所療養介護費(ⅰ)、認知症疾患型介護予防短期入所療養

介護費(Ⅳ)の認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)、認知症

疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)の認知症疾患型介護予防短

期入所療養介護費(ⅰ)又は認知症疾患型経過型介護予防短期入所療

養介護費(Ⅰ)を算定すべき指定介護予防短期入所療養介護に係る別

に厚生労働大臣が定める基準

ユニット（指定居宅サービス等基準第百五十五条の二、介護老

人保健施設基準第三十九条又は健康保険法等の一部を改正する法

律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有する

ものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関

する基準（平成十一年厚生省令第四十一号。以下「指定介護療養

型医療施設基準」という。）第三十七条に規定するユニットをい

う。以下この号において同じ。）に属さない療養室又は病室（介
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護老人保健施設基準第三条第二項第一号に掲げる療養室又は指定

介護療養型医療施設基準第三条第二項、第四条第二項又は第五条

第二項に規定する病室をいう。ロにおいて同じ。）（定員が一人

のものに限る。）の利用者に対して行われるものであること。

ロ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保

健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅲ)若しくは(ⅳ)、介護老人保健

施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健施設介護予防

短期入所療養介護費(ⅲ)若しくは(ⅳ)、介護老人保健施設介護予防短

期入所療養介護費(Ⅲ)の介護老人保健施設介護予防短期入所療養介

護費(ⅲ)若しくは(ⅳ)、病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

の病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅳ)、(ⅴ)若しくは(ⅵ)、

病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床介護

予防短期入所療養介護費(ⅲ)若しくは(ⅳ)、病院療養病床介護予防短

期入所療養介護費(Ⅲ)の病院療養病床介護予防短期入所療養介護費

(ⅱ)、病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の病院療

養病床経過型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)、病院療養病床経過

型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床経過型介護予防

短期入所療養介護費(ⅱ)、診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の

診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅳ)、(ⅴ)若しくは(ⅵ)、診療所介

護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の診療所介護予防短期入所療養介護

費(ⅱ)、認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の認知症疾患

型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)、認知症疾患型介護予防短期入

所療養介護費(Ⅱ)の認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)、

認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)の認知症疾患型介護

予防短期入所療養介護費(ⅱ)、認知症疾患型介護予防短期入所療養

介護費(Ⅳ)の認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)、認知症

疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)の認知症疾患型介護予防短

期入所療養介護費(ⅱ)又は認知症疾患型経過型介護予防短期入所療

養介護費(ⅱ)を算定すべき指定介護予防短期入所療養介護に係る別

に厚生労働大臣が定める基準

ユニットに属さない療養室又は病室（定員が二人以上のものに

限る。）の利用者に対して行われるものであること。

ハ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の

ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)若し

くは(ⅱ)、ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護
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費(ⅱ)のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費

(ⅰ)若しくは(ⅱ)、ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療

養介護費(Ⅲ)のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養

介護費(ⅰ)若しくは(ⅱ)、ユニット型病院療養病床介護予防短期入所

療養介護費(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、ユニット型病院療養病床経過型介

護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)、ユニット型診療所介護予防短期入

所療養介護費(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、ユニット型認知症疾患型介護予

防短期入所療養介護費(Ⅰ)の認知症疾患型介護予防短期入所療養介

護費(ⅰ)又は認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の認知症

疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)を算定すべき指定介護予防

短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニットに属する療養室等（指定居宅サービス等基準第百五十

五条の二に規定する療養室等をいう。ニにおいて同じ。）（介護

老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ⑶(ⅰ)又は指定介護療

養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ⑶(ⅰ)、第四十条第二

項第一号イ⑶(ⅰ)若しくは第四十一条第二項第一号イ⑶(ⅰ)（指定居

宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部

を改正する省令（平成十七年厚生労働省令第百三十九号。以下「指

定居宅サービス基準改正省令」という。）附則第五条第一項又は

附則第七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）

を満たすものに限る。）の利用者に対して行われるものであるこ

と。

ニ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の

ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅲ)若し

くは(ⅳ)、ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護

費(Ⅱ)のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費

(ⅲ)若しくは(ⅳ)、ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療

養介護費(Ⅲ)のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養

介護費(ⅲ)若しくは(ⅳ)、ユニット型病院療養病床介護予防短期入所

療養介護費(Ⅳ)、(Ⅴ)若しくは(Ⅵ)、ユニット型病院療養病床経過型介

護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)、ユニット型診療所介護予防短期入

所療養介護費(Ⅳ)、(Ⅴ)若しくは(Ⅵ)、ユニット型認知症疾患型介護予

防短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型認知症疾患型介護予防短期

入所療養介護費(ⅱ)又はユニット型認知症疾患型介護予防短期入所

療養介護費(Ⅱ)のユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介
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護費(ⅱ)を算定すべき指定介護予防短期入所療養介護に係る別に厚

生労働大臣が定める基準

ユニットに属する療養室等（介護老人保健施設基準第四十一条

第二項第一号イ⑶(ⅱ)又は指定介護療養型医療施設基準第三十九条

第二項第一号イ⑶(ⅱ)、第四十条第二項第一号イ⑶(ⅱ)若しくは第四

十一条第二項第一号イ⑶(ⅱ)を満たすものに限るものとし、介護老

人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ⑶(ⅰ)又は指定介護療養

型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ⑶(ⅰ)、第四十条第二項

第一号イ⑶(ⅰ)若しくは第四十一条第二項第一号イ⑶(ⅰ)（指定居宅

サービス基準改正省令附則第五条第一項又は附則第七条第一項の

規定により読み替えて適用する場合を含む。）を満たすものを除

く。）の利用者に対して行われるものであること。こと。く。）

の利用者に対して行われるものであること。

２ ⑵について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさな ２ ⑵について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさな

い場合は、１日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数 い場合は、１日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数

を算定する。 を算定する。

３ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護予防 ３ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護予防

短期入所療養介護事業所については、診療所設備基準減算とし 短期入所療養介護事業所については、診療所設備基準減算とし

て、１日につき60単位を所定単位数から減算する。 て、１日につき60単位を所定単位数から減算する。

４ 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅で ４ 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅で

の生活が困難であり、緊急に指定介護予防短期入所療養介護を の生活が困難であり、緊急に指定介護予防短期入所療養介護を

利用することが適当であると判断した者に対し、指定介護予防 利用することが適当であると判断した者に対し、指定介護予防

短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起算 短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起算

して７日を限度として、１日につき200単位を所定単位数に加算 して７日を限度として、１日につき200単位を所定単位数に加算

する。 する。

５ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都 ５ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所に 道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所に

おいて、若年性認知症利用者に対して指定介護予防短期入所療 おいて、若年性認知症利用者に対して指定介護予防短期入所療

養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として１ 養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として１

日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、注４を算定 日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、注４を算定

している場合は、算定しない。 している場合は、算定しない。

６ 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ ６ 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ

とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定介護予 とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定介護予

防短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道に 防短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道に
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つき184単位を所定単位数に加算する。 つき184単位を所定単位数に加算する。

７ 次のいずれかに該当する者に対して、診療所介護予防短期入 ７ 次のいずれかに該当する者に対して、診療所介護予防短期入

所療養介護費(Ⅰ)又は診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)を支 所療養介護費(Ⅰ)又は診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)を支

給する場合は、それぞれ、診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ) 給する場合は、それぞれ、診療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

の診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)又は診療所介護予防短 の診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅳ)、(ⅴ)若しくは(ⅵ)又は診

期入所療養介護費(Ⅱ)の診療所介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)を 療所介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の診療所介護予防短期入所

算定する。 療養介護費(ⅱ)を算定する。

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が

判断した者 判断した者

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来型個室 ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来型個室

を利用する者 を利用する者

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況 ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況

に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利 に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利

用の必要があると医師が判断した者 用の必要があると医師が判断した者

８ 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注１ ８ 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注１

の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出 の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出

があったときは、注１の規定による届出があったものとみなす。 があったときは、注１の規定による届出があったものとみなす。

９ 利用者が連続して30日を超えて指定介護予防短期入所療養介 ９ 利用者が連続して30日を超えて指定介護予防短期入所療養介

護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた 護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた

指定介護予防短期入所療養介護については、診療所における介 指定介護予防短期入所療養介護については、診療所における介

護予防短期入所療養介護費は、算定しない。 護予防短期入所療養介護費は、算定しない。

⑶ 療養食加算 23単位 ⑶ 療養食加算 23単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府 注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府

県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予 県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予

防短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養 防短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養

食を提供したときは、１日につき所定単位数を加算する。 食を提供したときは、１日につき所定単位数を加算する。

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい

ること。 ること。

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容 ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容

の食事の提供が行われていること。 の食事の提供が行われていること。

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して

いる指定介護予防短期入所療養介護事業所において行われて いる指定介護予防短期入所療養介護事業所において行われて

いること。 いること。

⑷ 特定診療費 ⑷ 特定診療費

注 利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日 注 利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日
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常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを 常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを

行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じ 行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じ

て得た額を算定する。 て得た額を算定する。

⑸ サービス提供体制強化加算 ⑸ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、 道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、

利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、 利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、

当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位 当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位

数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して 数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して

いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位

㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 12単位 ㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位

㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ６単位 ㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ６単位

㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６単位 ㈣ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６単位

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

介護予防短期入所療養介護費におけるサービス提供体制強化加算の

基準

イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ

⑴ （略）

⑵ 病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所又は診療所

である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、次に

掲げる基準のいずれにも適合すること。

㈠ 指定介護予防短期入所療養介護を行う療養病床に係る病棟

（以下「療養病棟」という 、当該指定介護予防短期入所療

養介護を行う病室（以下「病室」という 又は当該指定介護

予防短期入所療養介護を行う認知症病棟の介護職員の総数の

うち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。

㈡ 通所介護費等算定方法第十八号ロ又はハに規定する基準の

いずれにも該当しないこと。

ロ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ

⑴ （略）

⑵ 病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所又は診療所

である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、次に

掲げる基準のいずれにも適合すること。
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㈠ 療養病棟、病室又は認知症病棟の介護職員の総数のうち、

介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。

㈡ イ⑵㈡に該当するものであること。

ハ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

⑵ 病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所又は診療所

である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、次に

掲げる基準のいずれにも適合すること。

㈠ 療養病棟、病室又は認知症病棟の看護・介護職員の総数の

うち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。

㈡ イ⑵㈡に該当するものであること。

ニ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

⑵ 病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所又は診療所

である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、次に

掲げる基準のいずれにも適合すること。

㈠ 指定介護予防短期入所療養介護を行う療養病棟、病室又は

認知症病棟の指定介護予防短期入所療養介護又は介護療養施

設サービスを利用者又は入院患者に直接提供する職員の総数

のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以

上であること。

㈡ イ⑵㈡に該当するものであること。

⑹ 介護職員処遇改善加算 ⑹ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃

金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た 金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た

指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定 指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定

介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる 介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる

区分に従い、平成27年３月31日までの間、次に掲げる単位数を 区分に従い、平成30年３月31日までの間、次に掲げる単位数を

所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を 所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を

算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定 算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定

しない。 しない。

㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑸までにより算定した単

位数の1000分の20に相当する単位数

㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑸までにより算定した単 ㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑸までにより算定した単

位数の1000分の11に相当する単位数 位数の1000分の11に相当する単位数

㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ㈠により算定した単位数の100分 ㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ㈡により算定した単位数の100分
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の90に相当する単位数 の90に相当する単位数

㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ㈠により算定した単位数の100分 ㈣ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ㈡により算定した単位数の100分

の80に相当する単位数 の80に相当する単位数

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

介護予防短期入所療養介護費における介護職員処遇改善加算の基準

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合す

ること。

⑴ 介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善（以下「賃金改

善」という。）に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算

の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計

画に基づき適切な措置を講じていること。

⑵ 指定介護予防短期入所療養介護事業所において、⑴の賃金改

善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他

の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計

画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事（地方

自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九

第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第二

百五十二条の二十二第一項の中核市（以下「中核市」という。）

にあっては、指定都市又は中核市の市長。第三十五号及び第六

十五号を除き、以下同じ。）に届け出ていること。

⑶ 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施す

ること。

⑷ 当該指定介護予防短期入所療養介護事業所において、事業年

度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報

告すること。

⑸ 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法（昭和

二十二年法律第四十九号）、労働者災害補償保険法（昭和二十

二年法律第五十号）、最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十

七号）、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）、雇用

保険法（昭和四十九年法律第百十六号）その他の労働に関する

法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。

⑹ 当該指定介護予防短期入所療養介護事業所において、労働保

険料（労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年

法律第八十四号）第十条第二項に規定する労働保険料をいう。
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以下同じ。）の納付が適正に行われていること。

⑺ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

㈠ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介

護職員の賃金に関するものを含む。）を定めていること。

㈡ ㈠の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に

周知していること。

㈢ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該

計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

㈣ ㈢について、全ての介護職員に周知していること。

⑻ 平成二十七年四月から⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職

員に周知していること。

ロ 経営状況等を理由に事業の継続が著しく困難となった場合であ

って、介護職員の賃金水準（本加算による賃金改善分を除く。）

を見直した上で賃金改善を行う場合には、その内容について都道

府県知事に届け出ること。

ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合す

ること。

⑴ イ⑴から⑹までに掲げる基準に適合すること。

⑵ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

㈠ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件

（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めているこ

と。

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員

に周知していること。

㈡ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当

該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保しているこ

と。

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

⑶ 平成二十年十月からイ⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職
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員に周知していること。

ニ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合し、かつハ⑵又は⑶に掲げる基準のいずれかに適合す

ること。

ホ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合すること。

ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入 ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入

所療養介護費 所療養介護費

⑴ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（１日につき） ⑴ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（１日につき）

㈠ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ) ㈠ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

ａ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) ａ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)

ⅰ 要支援１ 850単位 ⅰ 要支援１ 813単位

ⅱ 要支援２ 1,011単位 ⅱ 要支援２ 974単位

ｂ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) ｂ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)

ⅰ 要支援１ 960単位 ⅰ 要支援１ 919単位

ⅱ 要支援２ 1,115単位 ⅱ 要支援２ 1,074単位

㈡ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ) ㈡ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)

ａ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) ａ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)

ⅰ 要支援１ 784単位 ⅰ 要支援１ 750単位

ⅱ 要支援２ 953単位 ⅱ 要支援２ 919単位

ｂ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) ｂ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)

ⅰ 要支援１ 846単位 ⅰ 要支援１ 808単位

ⅱ 要支援２ 1,036単位 ⅱ 要支援２ 998単位

㈢ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ) ㈢ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)

ａ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) ａ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)

ⅰ 要支援１ 761単位 ⅰ 要支援１ 728単位

ⅱ 要支援２ 925単位 ⅱ 要支援２ 892単位

ｂ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) ｂ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)

ⅰ 要支援１ 823単位 ⅰ 要支援１ 786単位

ⅱ 要支援２ 1,008単位 ⅱ 要支援２ 971単位

㈣ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ) ㈣ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)

ａ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) ａ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)

ⅰ 要支援１ 749単位 ⅰ 要支援１ 716単位

ⅱ 要支援２ 909単位 ⅱ 要支援２ 876単位
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ｂ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) ｂ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)

ⅰ 要支援１ 811単位 ⅰ 要支援１ 773単位

ⅱ 要支援２ 993単位 ⅱ 要支援２ 955単位

㈤ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ) ㈤ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)

ａ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) ａ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)

ⅰ 要支援１ 687単位 ⅰ 要支援１ 656単位

ⅱ 要支援２ 848単位 ⅱ 要支援２ 817単位

ｂ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) ｂ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)

ⅰ 要支援１ 797単位 ⅰ 要支援１ 763単位

ⅱ 要支援２ 952単位 ⅱ 要支援２ 918単位

⑵ 認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費（１日につき） ⑵ 認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費（１日につき）

㈠ 認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ) ㈠ 認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

ａ 要支援１ 591単位 ａ 要支援１ 564単位

ｂ 要支援２ 752単位 ｂ 要支援２ 725単位

㈡ 認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ) ㈡ 認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)

ａ 要支援１ 653単位 ａ 要支援１ 622単位

ｂ 要支援２ 835単位 ｂ 要支援２ 804単位

⑶ ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（１日に ⑶ ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費（１日に

つき） つき）

㈠ ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ) ㈠ ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)

ａ ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) ａ ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)

ⅰ 要支援１ 962単位 ⅰ 要支援１ 939単位

ⅱ 要支援２ 1,118単位 ⅱ 要支援２ 1,095単位

ｂ ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) ｂ ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)

ⅰ 要支援１ 962単位 ⅰ 要支援１ 939単位

ⅱ 要支援２ 1,118単位 ⅱ 要支援２ 1,095単位

㈡ ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ) ㈡ ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)

ａ ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) ａ ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)

ⅰ 要支援１ 853単位 ⅰ 要支援１ 832単位

ⅱ 要支援２ 1,045単位 ⅱ 要支援２ 1,024単位

ｂ ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) ｂ ユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)

ⅰ 要支援１ 853単位 ⅰ 要支援１ 832単位

ⅱ 要支援２ 1,045単位 ⅱ 要支援２ 1,024単位

注１ 老人性認知症疾患療養病棟（指定介護予防サービス基準第189 注１ 老人性認知症疾患療養病棟（指定介護予防サービス基準第189

条に規定する老人性認知症疾患療養病棟をいう。以下同じ を 条に規定する老人性認知症疾患療養病棟をいう。以下同じ を
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有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であっ 有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であっ

て、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと て、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと

して都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る老人 して都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る老人

性認知症疾患療養病棟において、指定介護予防短期入所療養介 性認知症疾患療養病棟において、指定介護予防短期入所療養介

護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労 護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労

働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態 働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態

区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用 区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用

者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生 者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生

労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が 労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が

定めるところにより算定する。 定めるところにより算定する。

２ ⑶について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさな ２ ⑶について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさな

い場合は、１日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数 い場合は、１日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数

を算定する。 を算定する。

３ 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ ３ 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ

とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定介護予 とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定介護予

防短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道に 防短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道に

つき184単位を所定単位数に加算する。 つき184単位を所定単位数に加算する。

４ 次のいずれかに該当する者に対して、認知症疾患型介護予防 ４ 次のいずれかに該当する者に対して、認知症疾患型介護予防

短期入所療養介護費(Ⅰ)、認知症疾患型介護予防短期入所療養介 短期入所療養介護費(Ⅰ)、認知症疾患型介護予防短期入所療養介

護費(Ⅱ)、認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)、認知症 護費(Ⅱ)、認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)、認知症

疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)若しくは認知症疾患型介 疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)若しくは認知症疾患型介

護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)又は認知症疾患型経過型介護予防 護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)又は認知症疾患型経過型介護予防

短期入所療養介護費を支給する場合は、それぞれ、認知症疾患 短期入所療養介護費を支給する場合は、それぞれ、認知症疾患

型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の認知症疾患型介護予防短期 型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の認知症疾患型介護予防短期

入所療養介護費(ⅱ)、認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ) 入所療養介護費(ⅱ)、認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)

の認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)、認知症疾患型 の認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)、認知症疾患型

介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)の認知症疾患型介護予防短期入 介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)の認知症疾患型介護予防短期入

所療養介護費(ⅱ)、認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ) 所療養介護費(ⅱ)、認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)

の認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)若しくは認知疾 の認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)若しくは認知症

患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)の認知症疾患型介護予防短 疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)の認知症疾患型介護予防

期入所療養介護費(ⅱ)又は認知症疾患型経過型介護予防短期入所 短期入所療養介護費(ⅱ)又は認知症疾患型経過型介護予防短期入

療養介護費(Ⅱ)を算定する。 所療養介護費(Ⅱ)を算定する。

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が

判断した者 判断した者

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来型個室 ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来型個室
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を利用する者 を利用する者

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況 ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況

に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利 に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利

用の必要があると医師が判断した者 用の必要があると医師が判断した者

５ 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注１ ５ 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注１

の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出 の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出

があったときは、注１の規定による届出があったものとみなす。 があったときは、注１の規定による届出があったものとみなす。

６ 利用者が連続して30日を超えて指定介護予防短期入所療養介 ６ 利用者が連続して30日を超えて指定介護予防短期入所療養介

護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた 護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた

指定介護予防短期入所療養介護については、老人性認知症疾患 指定介護予防短期入所療養介護については、老人性認知症疾患

療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費は、 療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費は、

算定しない。 算定しない。

⑷ 療養食加算 23単位 ⑷ 療養食加算 23単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府 注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府

県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予 県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予

防短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養 防短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養

食を提供したときは、１日につき所定単位数を加算する。 食を提供したときは、１日につき所定単位数を加算する。

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい

ること。 ること。

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容 ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容

の食事の提供が行われていること。 の食事の提供が行われていること。

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して

いる指定介護予防短期入所療養介護事業所において行われて いる指定介護予防短期入所療養介護事業所において行われて

いること。 いること。

⑸ 特定診療費 ⑸ 特定診療費

注 利用者に対して、精神科専門療法等のうち日常的に必要な医 注 利用者に対して、精神科専門療法等のうち日常的に必要な医

療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、 療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、

別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定 別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定

する。 する。

⑹ サービス提供体制強化加算 ⑹ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、 道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、

利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、 利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、

当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位 当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位

数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して 数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して



- 89 -

いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位

㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 12単位 ㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位

㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ６単位 ㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ６単位

㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６単位 ㈣ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６単位

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

介護予防短期入所療養介護費におけるサービス提供体制強化加算の

基準

イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ

⑵ 病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所又は診療所

である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、次に

掲げる基準のいずれにも適合すること。

㈠ 指定介護予防短期入所療養介護を行う療養病床に係る病棟

（以下「療養病棟」という 、当該指定介護予防短期入所療

養介護を行う病室（以下「病室」という 又は当該指定介護

予防短期入所療養介護を行う認知症病棟の介護職員の総数の

うち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。

㈡ 通所介護費等算定方法第十八号ロ又はハに規定する基準の

いずれにも該当しないこと。

ロ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ

⑵ 病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所又は診療所

である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、次に

掲げる基準のいずれにも適合すること。

㈠ 療養病棟、病室又は認知症病棟の介護職員の総数のうち、

介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。

㈡ イ⑵㈡に該当するものであること。

ハ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

⑵ 病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所又は診療所

である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、次に

掲げる基準のいずれにも適合すること。

㈠ 療養病棟、病室又は認知症病棟の看護・介護職員の総数の

うち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。

㈡ イ⑵㈡に該当するものであること。

ニ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
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⑵ 病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所又は診療所

である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、次に

掲げる基準のいずれにも適合すること。

㈠ 指定介護予防短期入所療養介護を行う療養病棟、病室又は

認知症病棟の指定介護予防短期入所療養介護又は介護療養施

設サービスを利用者又は入院患者に直接提供する職員の総数

のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以

上であること。

㈡ イ⑵㈡に該当するものであること。

⑺ 介護職員処遇改善加算 ⑺ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃

金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た 金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た

指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定 指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定

介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる 介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる

区分に従い、平成27年３月31日までの間、次に掲げる単位数を 区分に従い、平成30年３月31日までの間、次に掲げる単位数を

所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を 所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を

算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定 算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定

しない。 しない。

㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑹までにより算定した単

位数の1000分の20に相当する単位数

㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑹までにより算定した単 ㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑹までにより算定した単

位数の1000分の11に相当する単位数 位数の1000分の11に相当する単位数

㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ㈠により算定した単位数の100分 ㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ㈡により算定した単位数の100分

の90に相当する単位数 の90に相当する単位数

㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ㈠により算定した単位数の100分 ㈣ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ㈡により算定した単位数の100分

の80に相当する単位数 の80に相当する単位数

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

介護予防短期入所療養介護費における介護職員処遇改善加算の基準

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合す

ること。

⑴ 介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善（以下「賃金改

善」という。）に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算

の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計



- 91 -

画に基づき適切な措置を講じていること。

⑵ 指定介護予防短期入所療養介護事業所において、⑴の賃金改

善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他

の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計

画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事（地方

自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九

第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第二

百五十二条の二十二第一項の中核市（以下「中核市」という。）

にあっては、指定都市又は中核市の市長。第三十五号及び第六

十五号を除き、以下同じ。）に届け出ていること。

⑶ 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施す

ること。

⑷ 当該指定介護予防短期入所療養介護事業所において、事業年

度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報

告すること。

⑸ 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法（昭和

二十二年法律第四十九号）、労働者災害補償保険法（昭和二十

二年法律第五十号）、最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十

七号）、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）、雇用

保険法（昭和四十九年法律第百十六号）その他の労働に関する

法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。

⑹ 当該指定介護予防短期入所療養介護事業所において、労働保

険料（労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年

法律第八十四号）第十条第二項に規定する労働保険料をいう。

以下同じ。）の納付が適正に行われていること。

⑺ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

㈠ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介

護職員の賃金に関するものを含む。）を定めていること。

㈡ ㈠の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に

周知していること。

㈢ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該

計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

㈣ ㈢について、全ての介護職員に周知していること。

⑻ 平成二十七年四月から⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを
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除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職

員に周知していること。

ロ 経営状況等を理由に事業の継続が著しく困難となった場合であ

って、介護職員の賃金水準（本加算による賃金改善分を除く。）

を見直した上で賃金改善を行う場合には、その内容について都道

府県知事に届け出ること。

ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合す

ること。

⑴ イ⑴から⑹までに掲げる基準に適合すること。

⑵ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

㈠ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件

（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めているこ

と。

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員

に周知していること。

㈡ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当

該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保しているこ

と。

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

⑶ 平成二十年十月からイ⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職

員に周知していること。

ニ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合し、かつハ⑵又は⑶に掲げる基準のいずれかに適合す

ること。

ホ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合すること。

10 介護予防特定施設入居者生活介護費 10 介護予防特定施設入居者生活介護費

イ 介護予防特定施設入居者生活介護費（１日につき） イ 介護予防特定施設入居者生活介護費（１日につき）

⑴ 要支援１ 197単位 ⑴ 要支援１ 179単位

⑵ 要支援２ 456単位 ⑵ 要支援２ 308単位
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ロ 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費（１月に ロ 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費（１月に

つき） つき）

注１ 指定介護予防特定施設（指定介護予防サービス基準第230条第 注１ 指定介護予防特定施設（指定介護予防サービス基準第230条第

１項に規定する指定介護予防特定施設をいう。以下同じ にお １項に規定する指定介護予防特定施設をいう。以下同じ にお

いて、イについては指定介護予防特定施設入居者生活介護（同 いて、イについては指定介護予防特定施設入居者生活介護（同

項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以 項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以

下同じ を行った場合に、指定介護予防特定施設入居者生活介 下同じ を行った場合に、指定介護予防特定施設入居者生活介

護の提供を受ける入居者（以下「利用者」という の要支援状 護の提供を受ける入居者（以下「利用者」という の要支援状

態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定するものとし、ロ 態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定するものとし、ロ

については指定介護予防特定施設において、外部サービス利用 については指定介護予防特定施設において、外部サービス利用

型指定介護予防特定施設入居者生活介護（指定介護予防サービ 型指定介護予防特定施設入居者生活介護（指定介護予防サービ

ス基準第253条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定 ス基準第253条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定

施設入居者生活介護をいう。以下同じ を行った場合に、別に 施設入居者生活介護をいう。以下同じ を行った場合に、別に

厚生労働大臣が定めるサービスの種類及び当該サービスの単位 厚生労働大臣が定めるサービスの種類及び当該サービスの単位

数を基に得た当該外部サービス利用型指定介護予防特定施設入 数を基に得た当該外部サービス利用型指定介護予防特定施設入

居者生活介護に係る総単位数について、利用者の要支援状態区 居者生活介護に係る総単位数について、利用者の要支援状態区

分ごとに別に厚生労働大臣が定める単位数を限度として算定す 分ごとに別に厚生労働大臣が定める単位数を限度として算定す

る。ただし、看護職員又は介護職員の員数が別に厚生労働大臣 る。ただし、看護職員又は介護職員の員数が別に厚生労働大臣

が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めると が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めると

ころにより算定する。 ころにより算定する。

二 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサ

ービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数

イ 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準

（平成十八年厚生労働省告示第百二十七号）別表指定介護予防サ

ービス介護給付費単位数表（以下「指定介護予防サービス介護給

付費単位数表」という の介護予防特定施設入居者生活介護費の

注１の厚生労働大臣が定めるサービスの種類及び当該サービスの

単位数は、別表第二に定めるとおりとする。

ロ 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防特定施設

入居者生活介護費の注１の厚生労働大臣の定める限度単位数は、

要支援状態区分に応じてそれぞれ次に掲げる単位数とする。

⑴ 要支援一 五千三単位

⑵ 要支援二 一万四百七十三単位

別表第二
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１ 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護基本サービ

ス費（１日につき） 55単位

注１ 利用者に対して、外部サービス利用型指定介護予防特定施設

入居者生活介護事業者（指定介護予防サービス等の事業の人員、

設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省

令第35号。以下「指定介護予防サービス基準」という 第254

条第２項に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設

入居者生活介護事業者をいう が、基本サービス（指定介護予

防サービス基準第253条に規定する基本サービスをいう。以下

同じ を行った場合に算定する。

２ 養護老人ホームである指定介護予防特定施設（指定介護予防

サービス基準第230条第１項に規定する指定介護予防特定施設

をいう。以下同じ において、別に厚生労働大臣が定める者に

対して基本サービスを行った場合に、障害者等支援加算として、

１日につき20単位を所定単位数に加算する。

２ 指定介護予防訪問介護（１月につき）

イ 利用者に対して、指定介護予防訪問介護（介護保険法施行規則

等の一部を改正する省令（平成27年厚生労働省令第４号）附則第

２条第３号及び第４条第３号の規定によりなおその効力を有する

ものとされた同令第５条の規定による改正前の指定介護予防サー

ビス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準（以下「旧指定介護予防サービ

ス基準」という 第４条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。

以下同じ に係る受託介護予防サービス事業者（指定介護予防サ

ービス基準第253条に規定する受託介護予防サービス事業者をい

う。以下同じ の訪問介護員等が、指定介護予防訪問介護を行っ

た場合には、指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予

防訪問介護費（以下「介護予防訪問介護費」という の注１のイ

からハまでの区分に応じ、介護予防訪問介護費に100分の90を乗

じて得た単位数を算定する。

ロ 介護予防訪問介護費のイからハまでの注１から注８まで及びニ

からヘまでについては、適用しない。

３ 指定介護予防訪問入浴介護

イ 利用者に対して、指定介護予防訪問入浴介護（指定介護予防サ
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ービス基準第46条に規定する指定介護予防訪問入浴介護をいう。

以下同じ に係る受託介護予防サービス事業者の看護職員１人及

び介護職員１人が、指定介護予防訪問入浴介護を行った場合には、

指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問入浴介

護費（以下「介護予防訪問入浴介護費」という に100分の90を

乗じて得た単位数を算定する。

ロ 介護予防訪問入浴介護費のイの注１から注８まで並びにロ及び

ハについては、適用しない。

４ 指定介護予防訪問看護

イ 通院が困難な利用者（末期の悪性腫瘍その他適合する利用者等

第73号に規定する疾病等の患者を除く に対して、指定介護予防

訪問看護（指定介護予防サービス基準第62条に規定する指定介護

予防訪問看護をいう。以下同じ に係る受託介護予防サービス事

業者の看護師等が、その主治の医師の指示（指定介護予防訪問看

護ステーション（指定介護予防サービス基準第63条第１項第１号

に規定する指定介護予防訪問看護ステーションをいう。以下同じ

にあっては、主治の医師が交付した文書による指示）及び介護

予防訪問看護計画書（指定介護予防サービス基準第76条第２号に

規定する介護予防訪問看護計画書をいう。以下同じ に基づき、

指定介護予防訪問看護を行った場合には、現に要した時間ではな

く、介護予防訪問看護計画書に位置付けられた内容の指定介護予

防訪問看護を行うのに要する標準的な時間で、指定介護予防サー

ビス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費（以下「介護予防

訪問看護費」という。以下同じ に100分の90を乗じて得た単位

数を算定する。

ロ 所要時間が20分未満のものについては、指定介護予防

訪問看護を24時間行うことができる体制を整えている指

定介護予防訪問看護事業所であって、居宅サービス計画

又は訪問看護計画書の中に20分以上の指定介護予防訪問

看護が週１回以上含まれている場合に限り、算定する。

ハ 准看護師が指定介護予防訪問看護を行った場合は、介護予防訪

問看護費に100分の81を乗じて得た単位数を算定する。

ニ 指定訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言

語聴覚士が１日に２回を超えて指定介護予防訪問看護を行った場

合は、１回につき介護予防訪問看護費に100分の81を乗じて得た
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単位数を算定する。

ホ イからニまでについては、介護予防訪問看護費のイ及びロの注

１から注10まで及び注12並びにハからヘまでについては、適用し

ない。

５ 指定介護予防訪問リハビリテーション（１回につき）

イ 通院が困難な利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテー

ション（指定介護予防サービス基準第78条に規定する指定介護予

防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ に係る受託介護予

防サービス事業者の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、

計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、指定介護

予防訪問リハビリテーションを行った場合には、指定介護予防サ

ービス介護給付費単位数表の介護予防訪問リハビリテーション費

（以下「介護予防訪問リハビリテーション費」という に100分

の90を乗じて得た単位数を算定する。

ロ 介護予防訪問リハビリテーション費のイの注１から注５まで及

び注７並びにロについては、適用しない。

６ 指定介護予防通所介護（１月につき）

イ 利用者に対して、指定介護予防通所介護（旧指定介護予防サー

ビス基準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同

じ に係る受託介護予防サービス事業者が、施設基準第71号に適

合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所

介護事業所（旧指定介護予防サービス基準第97条第１項に規定す

る指定介護予防通所介護事業所をいう。以下同じ において、指

定介護予防通所介護を行った場合には、利用者の要支援状態区分

に応じて、指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防

通所介護費（以下「介護予防通所介護費」という に100分の90

を乗じて得た単位数を算定する。

ロ 介護予防通所介護費のハの運動器機能向上サービス（ホにおい

て「運動器機能向上サービス」という を行った場合は、個別機

能訓練加算として、１月につき203単位を加算する。

ハ 介護予防通所介護費のニの栄養改善サービス（ホにおいて「栄

養改善サービス」という を行った場合は、栄養改善加算として、

１月につき135単位を加算する。

ニ 介護予防通所介護費のホの口腔機能向上サービス（ホにおいて
く う

「口腔機能向上サービス」という を行った場合は、口腔機能向
く う く う
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上加算として、１月につき135単位を加算する。

ホ 厚生労働大臣が定める基準（平成24年厚生労働省告示第96号）

第109条に定める基準に適合しているものとして、都道府県知事

に届け出た指定介護予防通所介護事業所が、利用者に対し、運動

器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービ
く う

スのうち複数のサービスを実施した場合に、１月につき次に掲げ

る単位数を所定単位数に加算する。ただし、運動器機能向上加算、

栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定している場合は、次に
く う

掲げる加算は算定しない。また、次に掲げるいずれかの加算を算

定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな

い。

⑴ 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) 432単位

⑵ 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) 630単位

ヘ イからホまでについては、介護予防通所介護費のイの注１から

注６まで及びロからリまでについては、適用しない。

７ 指定介護予防通所リハビリテーション（１月につき）

イ 利用者に対して、指定介護予防通所リハビリテーション（指定

介護予防サービス基準第116条に規定する指定介護予防通所リハ

ビリテーションをいう。以下同じ に係る受託介護予防サービス

事業者が、指定介護予防通所リハビリテーション事業所（指定介

護予防サービス基準第117条第１項に規定する指定介護予防通所

リハビリテーション事業所をいう において、指定介護予防通所

リハビリテーションを行った場合には、利用者の要支援状態区分

に応じて、指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防

通所リハビリテーション費（以下「介護予防通所リハビリテーシ

ョン費」という に100分の90を乗じて得た単位数を算定する。

ロ 介護予防通所リハビリテーション費のロの運動器機能向上サー

ビス（ホにおいて「運動器機能向上サービス」という を行った

場合は、個別機能訓練加算として、１月につき203単位を加算す

る。

ハ 介護予防通所リハビリテーション費のハの栄養改善サービス

（ホにおいて「栄養改善サービス」という を行った場合は、栄

養改善加算として、１月につき135単位を加算する。

ニ 介護予防通所リハビリテーション費のニの口腔機能向上サービ
く う

ス（ホにおいて「口腔機能向上サービス」という を行った場合
く う
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は、口腔機能向上加算として、１月につき135単位を加算する。
く う

ホ 厚生労働大臣が定める基準第109条に定める基準に適合してい

るものとして、都道府県知事に届け出た指定介護予防通所介護事

業所が、利用者に対し、運動器機能向上サービス、栄養改善サー

ビス又は口腔機能向上サービスのうち複数のサービスを実施した
く う

場合に、１月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、運動器機能向上加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加
く う

算を算定している場合は、次に掲げる加算は算定しない。また、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に

掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) 432単位

⑵ 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) 630単位

ヘ イからホまでについては、介護予防通所リハビリテーション費

のイの注１から注６まで及びロからチまでについては、適用しな

い。

８ 指定介護予防福祉用具貸与（１月につき）

イ 利用者に対して、指定介護予防福祉用具貸与（指定介護予防サ

ービス基準第265条に規定する指定介護予防福祉用具貸与をいう。

以下同じ に係る受託介護予防サービス事業者が、指定介護予防

福祉用具貸与を行った場合には、現に指定介護予防福祉用具貸与

に要した費用の額を当該指定介護予防特定施設の所在地の特定施

設入居者生活介護に適用される単位の１単価で除して得た単位数

（１単位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位

数）を算定する。

ロ 介護予防福祉用具貸与費の注１から注３まで及び注５について

は、適用しない。

９ 指定介護予防認知症対応型通所介護

イ 利用者に対して、指定介護予防認知症対応型通所介護（指定地

域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第36号。以下「指

定地域密着型介護予防サービス基準」という。以下同じ 第４条

に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ

に係る受託介護予防サービス事業者が、施設基準第84号に適合

しているものとして市町村長に届け出た単独型・併設型指定介護
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予防認知症対応型通所介護事業所（指定地域密着型介護予防サー

ビス基準第５条第１項に規定する単独型・併設型指定介護予防認

知症対応型通所介護事業所をいう 又は共用型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所（指定地域密着型介護予防サービス基準

第８条第１項に規定する共用型指定介護予防認知症対応型通所介

護事業所をいう において、指定介護予防認知症対応型通所介護

を行った場合には、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の

要支援状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、介護予防認

知症対応型通所介護計画（指定地域密着型介護予防サービス基準

第42条第２号に規定する介護予防認知症対応型通所介護計画をい

う に位置付けられた内容の指定介護予防認知症対応型通所介護

を行うのに要する標準的な時間で算定した、指定地域密着型介護

予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚

生労働省告示第128号）別表指定地域密着型介護予防サービス介

護給付費単位数表の介護予防認知症対応型通所介護費（以下「介

護予防認知症対応型通所介護費」という。以下同じ に100分の9

0を乗じて得た単位数を算定する。

ロ 利用者（適合する利用者等第89号に規定する者に限る に対し

て、指定介護予防認知症対応型通所介護に係る受託介護予防サー

ビス事業者が、所要時間２時間以上３時間未満の指定介護予防認

知症対応型通所介護を行う場合は、介護予防認知症対応型通所介

護費のイ⑴㈠若しくは⑵㈠又はロ⑴の所定単位数に100分の57を

乗じて得た単位数を算定する。

ハ 介護予防認知症対応型通所介護費の注６の個別機能訓練を行っ

た場合は、個別機能訓練加算として、１日につき24単位を加算す

る。

ニ 介護予防認知症対応型通所介護費の注７の栄養改善サービスを

行った場合は、栄養改善加算として、１月につき135単位を加算

する。

ホ 介護予防認知症対応型通所介護費の注８の口腔機能向上サービ
く う

スを行った場合は、口腔機能向上加算として、１月につき135単
く う

位を加算する。

ヘ イからホまでについては、介護予防認知症対応型通所介護費の

イ及びロの注１から注10まで並びにハ及びニについては、適用し

ない。
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２ イについて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理 ２ イについて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理

学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又 学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又

はあん摩マッサージ指圧師（以下この号において「理学療法士 はあん摩マッサージ指圧師（以下この号において「理学療法士

等」という を１名以上配置しているもの（利用者の数が100を 等」という を１名以上配置しているもの（利用者の数が100を

超える指定介護予防特定施設にあっては、専ら機能訓練指導員 超える指定介護予防特定施設にあっては、専ら機能訓練指導員

の職務に従事する常勤の理学療法士等を１名以上配置し、かつ、 の職務に従事する常勤の理学療法士等を１名以上配置し、かつ、

理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方 理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方

法で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの）として、 法で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの）として、

都道府県知事に届け出た指定介護予防特定施設において、利用 都道府県知事に届け出た指定介護予防特定施設において、利用

者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談 者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談

員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計 員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計

画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行ってい 画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行ってい

る場合は、個別機能訓練加算として、１日につき12単位を所定 る場合は、個別機能訓練加算として、１日につき12単位を所定

単位数に加算する。 単位数に加算する。

３ イについて、看護職員が、利用者ごとに健康の状況を継続的 ３ イについて、看護職員が、利用者ごとに健康の状況を継続的

に記録している場合において、当該利用者の同意を得て、協力 に記録している場合において、当該利用者の同意を得て、協力

医療機関（指定介護予防サービス基準第242条第１項に規定する 医療機関（指定介護予防サービス基準第242条第１項に規定する

協力医療機関をいう 又は当該利用者の主治の医師に対して、 協力医療機関をいう 又は当該利用者の主治の医師に対して、

当該利用者の健康の状況について月に１回以上情報を提供した 当該利用者の健康の状況について月に１回以上情報を提供した

場合は、医療機関連携加算として、１月につき80単位を所定単 場合は、医療機関連携加算として、１月につき80単位を所定単

位数に加算する。 位数に加算する。

（新設） ハ 認知症専門ケア加算

注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも

のとして都道府県知事に届け出た指定介護予防特定施設が、別に

厚生労働大臣が定める者に対し、専門的な認知症ケアを行った場

合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定

単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定し

ている場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ 認知症専門ケア加算（Ⅰ) ３単位

⑵ 認知症専門ケア加算（Ⅱ) ４単位

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

介護予防特定施設入居者生活介護費における認知症専門ケア加算の

基準
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イ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合する

こと。

⑴ 事業所又は施設における利用者、入所者又は入院患者の総数

のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動

が認められることから介護を必要とする認知症の者（以下「対

象者」という の占める割合が二分の一以上であること。

⑵ 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者（介護予防

特定施設入居者生活介護を提供する場合にあっては、別に厚生

労働大臣が定める者を含む を、対象者の数が二十人未満であ

る場合にあっては、一以上、当該対象者の数が二十人以上であ

る場合にあっては、一に、当該対象者の数が十九を超えて十又

はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上配置し、チーム

として専門的な認知症ケアを実施していること。

⑶ 当該事業所又は施設の従業者に対して、認知症ケアに関する

留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催して

いること。

ロ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合する

こと。

⑴ イの基準のいずれにも適合すること。

⑵ 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者（介

護予防特定施設入居者生活介護を提供する場合にあっては、別

に厚生労働大臣が定める者を含む を一名以上配置し、事業所

又は施設全体の認知症ケアの指導等を実施していること。

⑶ 当該事業所又は施設における介護職員、看護職員ごとの認知

症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実

施又は実施を予定していること。

※ 別に厚生労働大臣が定める者の内容は次のとおり。

指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防特定施設入居

者生活介護費のハの厚生労働大臣が定める者

日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められるこ

とから介護を必要とする認知症の者

（新設） ニ サービス提供体制強化加算
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道

府県知事に届け出た指定介護予防特定施設入居者生活介護事業所

が、利用者に対し、指定介護予防特定施設入居者生活介護を行っ

た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる

所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算

定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな

い。

⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位

⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位

⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ６単位

⑷ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６単位

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

介護予防特定施設入居者生活介護費におけるサービス提供体制強化

加算の基準

イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれにも

適合すること。

⑴ 指定介護予防特定施設（指定介護予防サービス等基準第二百

三十条第一項に規定する指定介護予防特定施設をいう。以下同

じ の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分

の六十以上であること。

⑵ ⑴の介護職員の総数の算定にあっては、指定特定施設入居者

生活介護を提供する介護職員と指定介護予防特定施設入居者生

活介護を提供する介護職員の合計数によるものとすること。

⑶ 通所介護費等算定方法第十九号に規定する基準のいずれにも

該当しないこと。

ロ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも

適合すること。

⑴ 指定介護予防特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士

の占める割合が百分の五十以上であること。

⑵ ⑴の介護職員の総数の算定にあっては、イ⑵の規定を準用す

ること。

⑶ イ⑶に該当するものであること。

ハ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適

合すること。
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⑴ 指定介護予防特定施設の看護・介護職員の総数のうち、常勤

職員の占める割合が百分の七十五以上であること。

⑵ ⑴の看護・介護職員の総数の算定にあっては、イ⑵の規定を

準用すること。

⑶ イ⑶に該当するものであること。

ニ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適

合すること。

⑴ 指定介護予防特定施設入居者生活介護を入居者に直接提供す

る職員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百

分の三十以上であること。

⑵ ⑴の職員の総数の算定にあっては、イ⑵の規定を準用するこ

と。

⑶ イ⑶に該当するものであること。

ハ 介護職員処遇改善加算 ホ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金

の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定 の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定

介護予防特定施設が、利用者に対し、指定介護予防特定施設入居 介護予防特定施設が、利用者に対し、指定介護予防特定施設入居

者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成27 者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30

年３月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 年３月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において

は、次に掲げるその他の加算は算定しない。 は、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した単位

数の1000分の61に相当する単位数

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イ又はロにより算定した単位数の1 ⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した単位

000分の30に相当する単位数 数の1000分の34に相当する単位数

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴により算定した単位数の100分の ⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑵により算定した単位数の100分の

90に相当する単位数 90に相当する単位数

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴により算定した単位数の100分の ⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑵により算定した単位数の100分の

80に相当する単位数 80に相当する単位数

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

介護予防特定施設入居者生活介護費における介護職員処遇改善加算

の基準

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合す



- 104 -

ること。

⑴ 介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善（以下「賃金改

善」という。）に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算

の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計

画に基づき適切な措置を講じていること。

⑵ 指定介護予防特定施設において、⑴の賃金改善に関する計画、

当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇

改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全

ての介護職員に周知し、都道府県知事（地方自治法（昭和二十

二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市

（以下「指定都市」という。）及び同法第二百五十二条の二十

二第一項の中核市（以下「中核市」という。）にあっては、指

定都市又は中核市の市長。第三十五号及び第六十五号を除き、

以下同じ。）に届け出ていること。

⑶ 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施す

ること。

⑷ 当該指定介護予防特定施設において、事業年度ごとに介護職

員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。

⑸ 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法（昭和

二十二年法律第四十九号）、労働者災害補償保険法（昭和二十

二年法律第五十号）、最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十

七号）、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）、雇用

保険法（昭和四十九年法律第百十六号）その他の労働に関する

法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。

⑹ 当該指定介護予防特定施設において、労働保険料（労働保険

の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八十四号）

第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。）の納

付が適正に行われていること。

⑺ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

㈠ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介

護職員の賃金に関するものを含む。）を定めていること。

㈡ ㈠の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に

周知していること。

㈢ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該

計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
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㈣ ㈢について、全ての介護職員に周知していること。

⑻ 平成二十七年四月から⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職

員に周知していること。

ロ 経営状況等を理由に事業の継続が著しく困難となった場合であ

って、介護職員の賃金水準（本加算による賃金改善分を除く。）

を見直した上で賃金改善を行う場合には、その内容について都道

府県知事に届け出ること。

ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合す

ること。

⑴ イ⑴から⑹までに掲げる基準に適合すること。

⑵ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

㈠ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件

（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めているこ

と。

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員

に周知していること。

㈡ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当

該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保しているこ

と。

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

⑶ 平成二十年十月からイ⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職

員に周知していること。

ニ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合し、かつハ⑵又は⑶に掲げる基準のいずれかに適合す

ること。

ホ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合すること。

11 介護予防福祉用具貸与費（１月につき） 11 介護予防福祉用具貸与費（１月につき）
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指定介護予防福祉用具貸与事業所（指定介護予防サービス基準第266 指定介護予防福祉用具貸与事業所（指定介護予防サービス基準第266

条第１項に規定する指定介護予防福祉用具貸与事業所をいう。以下同 条第１項に規定する指定介護予防福祉用具貸与事業所をいう。以下同

じ において、指定介護予防福祉用具貸与（指定介護予防サービス基 じ において、指定介護予防福祉用具貸与（指定介護予防サービス基

準第265条に規定する指定介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ を 準第265条に規定する指定介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ を

行った場合に、現に指定介護予防福祉用具貸与に要した費用の額を当 行った場合に、現に指定介護予防福祉用具貸与に要した費用の額を当

該指定介護予防福祉用具貸与事業所の所在地に適用される１単位の単 該指定介護予防福祉用具貸与事業所の所在地に適用される１単位の単

価で除して得た単位数（１単位未満の端数があるときは、これを四捨 価で除して得た単位数（１単位未満の端数があるときは、これを四捨

五入して得た単位数）とする。 五入して得た単位数）とする。

注１ 搬出入に要する費用は、現に指定介護予防福祉用具貸与に要し 注１ 搬出入に要する費用は、現に指定介護予防福祉用具貸与に要し

た費用に含まれるものとし、個別には評価しない。ただし、指定 た費用に含まれるものとし、個別には評価しない。ただし、指定

介護予防福祉用具貸与事業所が別に厚生労働大臣が定める地域に 介護予防福祉用具貸与事業所が別に厚生労働大臣が定める地域に

所在する場合にあっては、当該指定介護予防福祉用具貸与の開始 所在する場合にあっては、当該指定介護予防福祉用具貸与の開始

日の属する月に、指定介護予防福祉用具貸与事業者（指定介護予 日の属する月に、指定介護予防福祉用具貸与事業者（指定介護予

防サービス基準第266条第１項に規定する指定介護予防福祉用具貸 防サービス基準第266条第１項に規定する指定介護予防福祉用具貸

与事業者をいう。以下同じ の通常の事業の実施地域（指定介護 与事業者をいう。以下同じ の通常の事業の実施地域（指定介護

予防サービス基準第270条第５号に規定する通常の事業の実施地域 予防サービス基準第270条第５号に規定する通常の事業の実施地域

をいう。以下同じ において指定介護予防福祉用具貸与を行う場 をいう。以下同じ において指定介護予防福祉用具貸与を行う場

合に要する交通費（当該指定介護予防福祉用具貸与に係る福祉用 合に要する交通費（当該指定介護予防福祉用具貸与に係る福祉用

具の往復の運搬に要する経費及び当該福祉用具の調整等を行う当 具の往復の運搬に要する経費及び当該福祉用具の調整等を行う当

該指定介護予防福祉用具貸与事業者の専門相談員１名の往復の交 該指定介護予防福祉用具貸与事業者の専門相談員１名の往復の交

通費を合算したものをいう。以下同じ に相当する額を当該指定 通費を合算したものをいう。以下同じ に相当する額を当該指定

介護予防福祉用具貸与事業所の所在地に適用される１単位の単価 介護予防福祉用具貸与事業所の所在地に適用される１単位の単価

で除して得た単位数を、個々の福祉用具ごとに当該指定介護予防 で除して得た単位数を、個々の福祉用具ごとに当該指定介護予防

福祉用具貸与に係る介護予防福祉用具貸与費の100分の100に相当 福祉用具貸与に係る介護予防福祉用具貸与費の100分の100に相当

する額を限度として所定単位数に加算する。 する額を限度として所定単位数に加算する。

２ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働 ２ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働

大臣が定める施設基準に適合する指定介護予防福祉用具貸与事業 大臣が定める施設基準に適合する指定介護予防福祉用具貸与事業

所の場合にあっては、当該指定介護予防福祉用具貸与の開始日の 所の場合にあっては、当該指定介護予防福祉用具貸与の開始日の

属する月に、当該指定介護予防福祉用具貸与事業者の通常の事業 属する月に、当該指定介護予防福祉用具貸与事業者の通常の事業

の実施地域において指定介護予防福祉用具貸与を行う場合に要す の実施地域において指定介護予防福祉用具貸与を行う場合に要す

る交通費に相当する額の３分の２に相当する額を当該指定介護予 る交通費に相当する額の３分の２に相当する額を当該指定介護予

防福祉用具貸与事業所の所在地に適用される１単位の単価で除し 防福祉用具貸与事業所の所在地に適用される１単位の単価で除し

て得た単位数を、個々の福祉用具ごとに当該指定介護予防福祉用 て得た単位数を、個々の福祉用具ごとに当該指定介護予防福祉用

具貸与に係る介護予防福祉用具貸与費の３分の２に相当する額を 具貸与に係る介護予防福祉用具貸与費の３分の２に相当する額を

限度として所定単位数に加算する。 限度として所定単位数に加算する。
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３ 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、 ３ 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、

通常の事業の実施地域を越えて指定介護予防福祉用具貸与を行っ 通常の事業の実施地域を越えて指定介護予防福祉用具貸与を行っ

た場合は、当該指定介護予防福祉用具貸与の開始日の属する月に、 た場合は、当該指定介護予防福祉用具貸与の開始日の属する月に、

当該指定介護予防福祉用具貸与事業者の通常の事業の実施地域に 当該指定介護予防福祉用具貸与事業者の通常の事業の実施地域に

おいて指定介護予防福祉用具貸与を行う場合に要する交通費に相 おいて指定介護予防福祉用具貸与を行う場合に要する交通費に相

当する額の３分の１に相当する額を当該指定介護予防福祉用具貸 当する額の３分の１に相当する額を当該指定介護予防福祉用具貸

与事業所の所在地に適用される１単位の単価で除して得た単位数 与事業所の所在地に適用される１単位の単価で除して得た単位数

を、個々の福祉用具ごとに当該指定介護予防福祉用具貸与に係る を、個々の福祉用具ごとに当該指定介護予防福祉用具貸与に係る

介護予防福祉用具貸与費の３分の１に相当する額を限度として所 介護予防福祉用具貸与費の３分の１に相当する額を限度として所

定単位数に加算する。 定単位数に加算する。

４ 要支援者に対して、厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介 ４ 要支援者に対して、厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介

護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目（平成11年厚生省告示 護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目（平成11年厚生省告示

第93号）第１項に規定する車いす、同告示第２項に規定する車い 第93号）第１項に規定する車いす、同告示第２項に規定する車い

す付属品、同告示第３項に規定する特殊寝台、同告示第４項に規 す付属品、同告示第３項に規定する特殊寝台、同告示第４項に規

定する特殊寝台付属品、同告示第５項に規定する床ずれ防止用具、 定する特殊寝台付属品、同告示第５項に規定する床ずれ防止用具、

同告示第６項に規定する体位変換器、同告示第11項に規定する認 同告示第６項に規定する体位変換器、同告示第11項に規定する認

知症老人徘徊感知機器、同告示第12項に規定する移動用リフト及 知症老人徘徊感知機器、同告示第12項に規定する移動用リフト及

び同告示第13項に規定する自動排泄処理装置（尿のみを自動的に び同告示第13項に規定する自動排泄処理装置（尿のみを自動的に

吸引する機能のものを除く に係る指定介護予防福祉用具貸与を 吸引する機能のものを除く に係る指定介護予防福祉用具貸与を

行った場合は、指定介護予防福祉用具貸与費は算定しない。ただ 行った場合は、指定介護予防福祉用具貸与費は算定しない。ただ

し、別に厚生労働大臣が定める者に対する場合については、この し、別に厚生労働大臣が定める者に対する場合については、この

限りでない。 限りでない。

５ 介護予防特定施設入居者生活介護費（介護予防短期利用特定施 ５ 介護予防特定施設入居者生活介護費（介護予防短期利用特定施

設入居者生活介護費を算定する場合を除く 又は介護予防認知症 設入居者生活介護費を算定する場合を除く 又は介護予防認知症

対応型共同生活介護費（介護予防短期利用共同生活介護費を算定 対応型共同生活介護費（介護予防短期利用認知症対応型共同生活

する場合を除く を算定している場合は、介護予防福祉用具貸与 介護費を算定する場合を除く を算定している場合は、介護予防

費は、算定しない。 福祉用具貸与費は、算定しない。


